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埼玉県 
  



１．計画の基本的事項  

(1) 計画の基本的な考え方 

① 現状の分析・課題 

  ア 本県の特徴 

 埼玉県は６３市町村で構成され、面積約３，７９８㎢、人口は約７３４万人で全

国で５番目に多い（令和４年１０月１日現在）。首都東京に隣接し、充実した公共

交通機関や道路網を持つ都市の魅力と、水と緑に恵まれた田園の魅力を併せ持って

いる。 

 本県の人口は、昭和３５年の約２４３万人から昭和６０年には約５８０万人、令

和３年には約７３４万人に達し、全国でも人口増加の著しい県となっている。 

 本県の医療機関数は、病院３４２（全国第６位）、一般診療所４，３７８（全国

第７位）と数としては比較的多いものの、人口も多いことから、人口１０万人当た

りの施設数では病院が４．７で全国第４２位（全国平均６．６）、診療所５９．６

で全国第４７位（全国平均８１．３）となっている。（令和元年１０月１日現在） 

 本県の介護保険第１号被保険者の一人当たり要介護（要支援）認定者割合（令和

５年３月末）は１６．７％と全国第４３位（全国平均１８．９％）であり、現時点

では非常に低いが、要介護（要支援）認定者数は約３２．８万人と全国で７番目に

多い（令和５年３月末現在）。 

 

  イ 高齢化に伴い増加する医療・介護需要 

 令和４年の本県の高齢者（６５歳以上）人口は約１９８万人で、高齢化率は２６．

８％となっている。 

 また、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる令和７年（２０２５年）の高齢者

人口は、約２０４万人、高齢化率は２７．８％となると見込まれている。 

 さらに、団塊ジュニア世代が６５歳を迎える令和２２年（２０４０年）の高齢者

人口は、約２３２万人、高齢化率は３３．３％となると見込みまれている。 

 特に、介護ニーズの高い８５歳以上の高齢者人口は令和２年（２０２０年）の約

２７万人から、令和２２年（２０４０年）には約５７万人となり、全国一のスピー

ドで増加することが見込まれている。 

 医療・介護需要が急増する中において、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となる地域包括ケアシステム

を更に推進し、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、一人一

人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社

会を構築するとともに、医療機能の分化・連携の推進による効率的な医療提供体制

を整備する必要がある。 

 

  ウ 医療機能の充実強化の必要性 



 埼玉県地域医療構想における令和７年（２０２５年）の必要病床数と令和２年度

（２０２０年度）の病床機能報告との比較では、全体で２，７１４床の不足が推計

されており、特に回復期病床については、１０，５６２床の大幅な不足が推計され

ている。 

 不足する医療機能を充実させていくために、医療圏ごとの医療提供の実情を正し

く把握し、急性期病床等から回復期病床への転換等を進めていく必要がある。 

 

  エ 居宅等における医療提供体制整備の必要性 

 医療機能の分化・連携を図る中で、在宅医療は、高度急性期から回復期、慢性期

へ移行した患者の退院後の受け皿として、極めて重要な役割を担うこととなる。 

 本県では、令和７年（２０２５年）に在宅医療等の必要量が、平成２５年（２０

１３年）の１．８倍になるなど、その需要が大幅に増加することが見込まれている。 

 こうした中、急変時の対応や看取りのための連携体制の構築など、在宅等での長

期療養を支援する医療提供体制の確保が急務となっている。 

 また、在宅医療等を担う人材育成も必要であり、訪問看護師等の専門スタッフの

育成・確保を図る必要がある。 

 

  オ 介護施設等の整備の必要性 

 本県は今後２０４０年に向けて介護ニーズが高い８５歳以上の高齢者が全国一

のスピードで増加します。在宅での生活が困難になった方が安心して介護サービス

を受けられるよう、中長期的な観点から特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）

などの施設整備を引き続き進める必要がある。 

 施設整備に当たっては、老人福祉圏域ごとの入所希望者数の動向、市町村が算定

した介護サービス見込量の動向、市町村や設置者の意向、今後の高齢化の状況など

地域の事情を十分に踏まえた上で、必要な数を精査し、整備する必要がある。 

 さらに、施設における災害及び感染症対策を強化し、安心・安全な環境を整備す

る必要がある。 

 

  カ 医療人材の不足 

 本県の人口１０万人当たり医師数は、全国平均に比べ低い水準にある。 

 また、医師の都市部への集中などによる地域偏在や、産科、小児科、救急等を担

当する医師が少ないなどの診療科偏在への対応も課題となっている。 

 同様に、看護職員についても、人口１０万人当たりでみると全国平均を大きく下

回っている状況である。 

 将来の医療需要を踏まえ、適切かつ持続的な医療提供体制を構築していくために

は、各医療機能に対応できる医療従事者を確保していく必要がある。 

 

  キ 介護人材の不足 

 労働環境の厳しさなどから介護分野は離職率が高いことや介護サービスに対す

る需要は今後更に高まることが予想される。本県の介護職員数は、令和２年度は約



９．８万人で、令和７年度には約１１．５万人の介護職員が必要となると見込まれ

る。安定的な人材の確保・定着に向けた取組が重要な課題となる。 

 介護資格のない者、高齢者、生活スタイルに合わせて働きたい者、外国人などの

就労支援や離職中の有資格者の復職を支援するなど、引き続き、介護人材の確保に

取り組む必要がある。 

 また、介護職員の処遇改善、介護現場における業務の切分けや介護ロボット・Ｉ

ＣＴの活用、高齢者等の多様な人材の参入による業務改善、文書負担の軽減など介

護現場を革新し、サービスの質の向上を図りながら働きやすい職場環境の整備が必

要である。 

 さらに、介護の仕事の魅力をＰＲすることにより、介護の職場への関心を高める

など介護のイメージアップに取り組み、介護人材の確保・定着・イメージアップを

一体的に実施する必要がある。 

 引き続き、多様な介護ニーズに的確に対応するため、それぞれのニーズに応じた

きめ細かな研修などを実施し、介護人材の専門性の向上を図る必要がある。 

 

② これまでの取組等 

 平成２６年度から、医療と介護の総合的な確保に向けた取組として、病床の機能分

化・連携や在宅医療の推進をはじめとする、地域医療介護総合確保法に基づく埼玉県

計画を策定し、県内医療提供体制の更なる充実を目指し取組を進めている。 

 平成３０年３月には、医療法に基づく「第７次埼玉県地域保健医療計画」を策定し、

医療機能の分化と連携の推進、地域包括ケアシステムの構築、医療を支える人材の確

保など、持続可能で質の高い保健医療体制の確保を目指している。 

 また、平成３０年７月に、介護保険法に基づく介護保険事業支援計画及び老人福祉

法に基づく老人福祉計画として、本県の高齢者の総合計画である「第７期埼玉県高齢

者支援計画」を策定し、高齢者の社会参加の促進と、地域包括ケアシステムの構築を

推進するため取組を進めてきた。 

 令和３年３月に「第８期埼玉県高齢者支援計画」を新たに策定した。 

 令和４年３月には、医療法や現行計画策定後の社会情勢等の変化を踏まえて、「第 

７次埼玉県地域保健医療計画」の見直しを行った。 

 

 ③ 本計画の方向性 

 これらの課題を踏まえ、県民が住み慣れた地域において、安心して生活できるよ

う、必要な時に必要なサービスの提供が受けられる体制の構築を図っていく。 

 



(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 埼玉県における医療介護総合確保区域については、次の１０区域とする。 

①南部区域（川口市、蕨市、戸田市） 

②南西部区域（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町） 

③東部区域（春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町） 

④さいたま区域（さいたま市） 

⑤県央区域（鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町） 

⑥川越比企区域（川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、 

 嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村） 

⑦西部区域（所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市） 

⑧利根区域（行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町） 

⑨北部区域（熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町） 

⑩秩父区域（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町） 

 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

（異なる理由：                     ） 

 

 

(3) 計画の目標の設定等 

■埼玉県全体 

 

１．目標 

 埼玉県においては、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築など医療介護 

総合確保区域の課題を解決し、県民が住み慣れた地域において、安心して生活できるよう 

以下を目標に設定する。 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

  ・県内のＮＩＣＵが常に満床等の理由により、本県の周産期医療は他都県に依存した 

   状況にあるため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進する。 

  ・増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービスが供給できるよ 

   う在宅歯科医療に係る提供体制を強化する。 

 
   【定量的な目標値】 

      ・在医総管届出数       766 か所（H28） → 1,075 か所（R5） 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 1,200 か所（R5） 

      ・ＮＩＣＵ長期入院患者数     31 人（R3） → 30 人（R5） 

 

 



 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

   第８期埼玉県高齢者支援計画に掲げる施設整備目標（令和５年度） 

    特別養護老人ホーム  1,584 人分 

 

    【定量的な目標値】 

 ・地域密着型サービス等の整備 

  地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ １５５床 

  小規模な養護老人ホーム ２９床 

  小規模なケアハウス ２９床 

  認知症高齢者グループホーム １３施設 

  小規模多機能型居宅介護事業所 １０施設 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ３施設 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所 ４施設 

  認知症対応型デイサービスセンター ３施設 

  地域包括支援センター ２施設 

  施設内保育施設 ３施設 

  介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 ４施設 

   

 ・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

  特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ １，１９５床 

  介護医療院 ３２６床 

  施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICT の導入支援 

                                ３，３２３床 

  地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ １５５床 

  小規模なケアハウス ２９床 

  認知症高齢者グループホーム ３３３床 

  小規模多機能型居宅介護事業所 １０８床 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所 ５２床 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ９施設 

  施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICT の導入支援 

                                  ６７床 

 

 ・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金支援 

  地域密着型特別養護老人ホーム  １施設 

 

 ・既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援 

  特別養護老人ホームのプライバシー保護改修 １３０床 

  介護施設等における看取り環境整備促進事業 ７施設 

  共生型サービス事業所の整備 ３施設 

 



 ・介護職員の宿舎施設整備 １施設 

 

 ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

  多床室の個室化に要する改修  ４００床 

  介護施設等への簡易陰圧装置の設置等の支援 １５０施設 

     介護施設等へのゾーニング環境等の整備に係る経費等の支援 １０８施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

  ・医師の県内誘導及び定着を図るとともに、医師の地域偏在や診療科偏在の解消に 

   取り組む。 

  ・看護職員の確保を図るため、養成、離職防止、再就業支援等に取り組むとともに、 

   がん医療、訪問看護分野等で高い専門性を持つ看護職員の育成を促進する。   

   ・救急医療機関の負担軽減を図るため、電話による小児患者相談体制や小児救急医療 

   体制の整備に取り組む。 

 

   【定量的な目標値】 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.1%（H30） →  6.1%未満（R5） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（H30） → 12.4%未満（R5） 

   ・認定看護師数の人数 752 人(R4) → 811 人(R5) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     77.8％(R1）→ 77.5％（R5） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     3.4％(H27) → 2.0％(R5) 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

   令和７年度に本県で必要となる介護人材の需給状況を踏まえ、介護人材等の確保・ 

  定着・イメージアップに向けた取組を実施する。 

  ・介護資格のない者、高齢者、生活スタイルに合わせて働きたい者、外国人などの 

   就労支援や離職中の有資格者の復職を支援するなど、引き続き、介護人材の確保 

   促進を図る。 

  ・介護人材の職場定着を図るため、介護現場における業務の切分けと役割分担の明 

   確化など業務の効率化による介護職員の負担軽減などにより働きやすい環境を 

   整備する。 

  ・介護の仕事の魅力をＰＲすることにより、介護の職場への関心を高めるなど介護 

   のイメージアップに取り組み、介護人材の確保・定着・イメージアップを一体的 

   に実施する。 

  ・多様な介護ニーズに的確に対応するため、それぞれのニーズに応じたきめ細かな 

   研修などを実施し、介護人材の専門性の向上を図る。 

 

  【定量的な目標値】 



   介護従事者の確保に関する主な目標値は以下のとおり。 

・優良介護事業所認証事業所数 150 事業所 

・介護の魅力ＰＲ活動 100 回程度 

・介護職員初任者研修参加者数 50 人 

・介護未従事者の入門的研修等への新規参加数 500 人 

 

 ⑥ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する目標 

・令和６年４月から医師の時間外労働の上限規制が開始されるため、医師の労働時

間短縮に向けた取組を支援する。 

  

  【定量的な目標値】 

      ・特例水準対象医療機関数（見込数） 39 医療機関(R4) → 36 医療機関(R5) 

 

２．計画期間 

  令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

 

■南部区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・地域密着型サービス等の整備 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ７床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設 

 施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICT の導入支援 

                                  ２９床 

・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 



■南西部区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・地域密着型サービス等の整備 

 小規模なケアハウス ２９床 

 認知症高齢者グループホーム ３施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

 認知症対応型デイサービスセンター １施設 

 地域包括支援センター １施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 特別養護老人ホーム及び併設ショートステイ １１８床 

 小規模なケアハウス ２９床 

 認知症高齢者グループホーム ９０床 

 小規模多機能型居宅介護事業所 ９床 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 １８床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ２施設 

  ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

■東部区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・地域密着型サービス等の整備 

 認知症高齢者グループホーム ２施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

 認知症対応型デイサービスセンター ２施設 



 地域包括支援センター １施設 

 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 ２施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 特別養護老人ホーム及び併設ショートステイ ３００床 

 認知症高齢者グループホーム ３６床 

 小規模多機能型居宅介護事業所 １８床 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ９床 

・既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援 

 特別養護老人ホームのプライバシー保護改修 ２０床 

・介護職員の宿舎施設整備 １施設 

  ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■さいたま区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・地域密着型サービス等の整備 

 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ １３５床  

 認知症高齢者グループホーム ３施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所 ２施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援  

 特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ６０床 

 介護医療院 ３２６床 

 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ １３５床 

 認知症高齢者グループホーム ９９床 

 小規模多機能型居宅介護事業所 ２７床 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ９床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設 



 施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICT の導入支援 

                                  １８床 

 ・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金支援 

  地域密着型特別養護老人ホーム  １施設 

・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■県央区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・地域密着型サービス等の整備 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ２４８床 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所 ９床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設 

・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

■川越比企区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 



 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・地域密着型サービス等の整備 

 認知症高齢者グループホーム ４施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所 ３施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設 

 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 ２施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 認知症高齢者グループホーム ７２床 

 小規模多機能型居宅介護事業所 ２７床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設 

 施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICT の導入支援 

                                  ２０床 

  ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■西部区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 特別養護老人ホーム及び併設ショートステイ ２１４床 

 認知症高齢者グループホーム １８床 

・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 



 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■利根区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・地域密着型サービス等の整備 

 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ２０床 

 小規模な養護老人ホーム ２９床 

 小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 １施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 特別養護老人ホーム及び併設ショートステイ ８０床 

 地域密着型特別養護老人ホーム ２０床 

 小規模多機能型居宅介護事業所 ９床 

 小規模な養護老人ホーム ２９床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２施設 

・既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援 

 特別養護老人ホームのプライバシー保護改修 １１０床 

・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■北部区域 

１．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 



・地域密着型サービス等の整備 

 認知症高齢者グループホーム １施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所 ２施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

 特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ １２５床 

 認知症高齢者グループホーム １８床 

 小規模多機能型居宅介護事業所 １８床 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １施設 

・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 

■秩父区域 

 １．目標 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

県全体と同様である。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標（令和５年度） 

・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ５０床 

 ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

県全体と同様である。 

 

２．計画期間 

  ・県全体の計画期間と同様である。 

 



(4) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり。 

 

 

  



２．事業の評価方法  

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

  

 令和５年８月３０日 埼玉県地域保健医療推進協議会において協議 

 令和５年８月１７日 埼玉県高齢者支援計画推進会議において協議 

 

 随時、県医師会、県看護協会、県歯科医師会等と打ち合わせ 
 

 

(2) 事後評価の方法 

  計画の事後評価にあたっては、埼玉県地域保健医療計画推進協議会及び埼玉県高齢者支

援計画推進会議等の意見を聴きながら評価を行い、必要に応じて見直しを行っていくこと

とする。 

 

  



３．計画に基づき実施する事業 

 事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 

 事業区分３：介護施設等の整備に関数事業 

 事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 

 事業区分５：介護従事者の確保に関する事業 

事業区分６：勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 
２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標 準 事 業

例 
8,9,10 

事業名 No １ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

30,675 千円 

地域包括ケア推進のための在宅医療提供体制充

実支援事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県医師会、郡市医師会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域医療構想において、令和７年に在宅医療等の必要量が平成 25 年の約 1.8

倍になるなど、需要の大幅な増加が見込まれている。 

 アウトカム

指標 

在医総管届出数 766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所（R5） 

事業の内容 新たに訪問診療を実施したいと考える医師を対象とした、在宅医療に関する

基本的知識・技術を身に付けるための研修会を実施する。（県医師会） 
在宅医療を検討する医師向けに、訪問診療に同行する研修会を開催する。ま

た、あわせて緩和ケア病棟の回診同行を実施し、在宅緩和ケアを実施する医

師を養成する。（県医師会） 
ＡＣＰの普及啓発、及びＡＣＰを実践できる人材を育成するための研修会を

実施する。（30郡市医師会） 
在宅医療連携拠点の機能強化、コーディネーターの資質向上を図るための研

修会を実施する。（県） 
アウトプット指標 在宅医療を実施する医師を養成するための研修 ６回 

訪問診療等に同行する研修 ３０回 
郡市医師会によるＡＣＰ普及啓発、研修会の開催 ３０郡市医師会 
在宅医療連携拠点コーディネーター研修会の開催 ２回 

アウトカムとアウト

プットの関連 

在宅医療の提供体制を整備・強化することで、増加が見込まれる在宅医療や

在宅看取り等の需要に対応していく。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

30,675 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

2,330  

基 金 

国（Ａ） (千円) 

20,450 



都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,225  

民 (千円) 

18,120  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

30,675 

うち受託事業等 

(千円) 

7,699 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 

  



事業の区分 
２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標 準 事 業

例 
8,9,10 

事業名 No ２ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,205 千円 
在宅緩和ケア充実支援事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、郡市医師会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域医療構想において、令和７年に在宅医療等の必要量が平成 25 年の約 1.8

倍になるなど、需要の大幅な増加が見込まれている。 

 アウトカム

指標 

在医総管届出数 766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所（R5） 

事業の内容 在宅緩和ケア推進検討委員会を開催し、在宅緩和ケアを推進するための施策

の方向性や具体的取組について検討する。（県） 
郡市医師会ごとに、がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関等との連携体

制を強化するための会議や、適切に在宅緩和ケアを提供できる人材を育成す

るための研修会を開催する。（30郡市医師会） 
アウトプット指標 在宅緩和ケア推進検討委員会の開催 ５回 

郡市医師会による在宅緩和ｹｱに関する会議、研修会の開催 30 郡市医師会 
アウトカムとアウト

プットの関連 

在宅緩和ケアの提供体制を整備・強化することで、増加が見込まれる在宅医

療や在宅看取り等の需要に対応していく。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,205  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

903 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

6,803  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,402  

民 (千円) 

5,900  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,205 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
  



事業の区分 
２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標 準 事 業

例 
- 

事業名 No ３ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

17,332 千円 
在宅医療の安全確保対策事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、在宅医療関係機関（訪問看護ステーション） 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、医療・介護の需要が高まっているが、在宅医療・

介護現場において、患者・家族からの暴力・ハラスメントを受けている実態

があるため、在宅医療従事者が安心して働き続けることができる体制を確保

する。 

 アウトカム

指標 

在医総管届出数  766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所（R5） 

訪問看護職員数          2,133 人（H28）→  3,280 人（R4） 

在宅歯科医療実施登録機関数      782 か所（H28）→1,200 か所（R5） 

地域連携薬局認定数                    500 薬局（R5） 

事業の内容 複数訪問費用補助（訪問看護ステーション） 
患者・家族からのハラスメント相談を受ける専用窓口の設置等（県） 
行政、医師会、警察との連携会議の実施、及び医療安全の啓発（県） 

アウトプット指標 在宅医療従事者向けの相談窓口の設置 １か所 

行政、医師会、警察との連携会議 12 回／年 
アウトカムとアウト

プットの関連 

在宅医療における安全確保対策事業を総合的に実施していくことで、在宅医

療関係機関が増加し、在宅医療・介護の需要に対応していく。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

17,332  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

1,137  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

11,554  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,778  

民 (千円) 

10,417  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

17,332 

うち受託事業等

(千円) 

6,038 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 

 



事業の区分 
２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標 準 事 業

例 
16 

事業名 No ４ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,701 千円 

在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備

事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県歯科医師会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービスが

供給できるよう在宅歯科医療に係る提供体制の強化が必要。 

 アウトカム

指標 

在宅歯科医療実施登録機関数 

1,200 か所（R5） 

事業の内容 1 県民の在宅歯科医療に関する相談及び受診調整（地域在宅歯科医療推進  

 拠点（地域拠点）のバックアップ機能） 

2 各推進拠点の相談業務に関する助言指導及び支援、実績統計 

3 「地域在宅歯科医療推進体制整備事業」に関連して実施される研修会や 

 会議等の運営 

アウトプット指標 ・在宅歯科医療に関する相談及び受診調整件数 

 2,000 件（R5） 

・がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、精神疾患（認知症を含む）に関する研修会

の実施 

 10 回*（R5） *WEB 開催を含む 

アウトカムとアウト

プットの関連 

在宅歯科医療実施登録機関数の増加により、在宅歯科医療に関する相談及び

受診調整件数が増加し、必要とされるサービスの提供を図る。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,701  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

2,468  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,233  

民 (千円) 

2,468  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,701 

うち受託事業等 

(千円) 

2,468 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
  



事業の区分 ２ 居宅等における医療の提供に関する事業 標準事業例 12 

事業名 No ５ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

25,108 千円 

訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の

実施 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県内全域 

 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会、埼玉県訪問看護ステーション協会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、医療・介護の需要が高まっており、在宅医療の

要である訪問看護師の確保・育成が急務となっている。 

 アウトカム

指標 

訪問看護職員数：2,133 人（H28 年末）→3,709 人（R6 年末） 

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ数：610 事業所（R4.3.1）→610 事業所以上（R6.3.1） 

事業の内容 訪問看護ステーションに関わる人材の育成を行うことで在宅医療の充実、促

進を図る。 
アウトプット指標 ・訪問看護ステーション体験実習事業の実習参加者数 230 人 

・訪問看護管理者研修受講者数 100 人 
・介護施設への認定看護師派遣事業の派遣回数 70 回  

アウトカムとアウト

プットの関連 

訪問看護師の確保や定着を図り、質の高い訪問看護職員を増やす。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

25,108  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

16,739  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,369  

民 (千円) 

16,739  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

25,108 

うち受託事業等 

(千円) 

10,121 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 

  



事業の区分 ２ 在宅医療・介護サービスの充実のために必要

な事業 

標 準 事 業

例 
10 

事業名 No ６ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,364 千円 
小児在宅医療推進事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉医科大学総合医療センター 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

低出生体重児の出生割合は横ばいで推移していることなどから、ハイリスク

分娩に対応するため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進し、ＮＩＣＵの空床

を確保する必要がある。そのため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進し、Ｎ

ＩＣＵの空床を確保する必要がある。 

 アウトカム

指標 

ＮＩＣＵから在宅への移行を促進することにより、ＮＩＣＵ長期入院児数（6

か月以上の入院）を減少させる。 

31 人（R3年度）→30人（R5 年度） 

事業の内容 小児在宅医療の担い手を拡大するための研修の実施、関係者の連携体制構

築。 
アウトプット指標 各種研修会・講習会の参加者数（150 人） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

小児在宅医療体制を整備することで、在宅において必要な医療・福祉サービ

ス等が提供され、地域で安心して療育できるよう、地域で在宅療養を支える

体制を整備し、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進する。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,364  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

355  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

5,576  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,788  

民 (千円) 

5,221  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,364 

うち受託事業等 

(千円) 

5,221 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 

 

  



事業の区分 
２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

標 準 事 業

例 
8 

事業名 No ７ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

28,528 千円 
精神障害に対応したアウトリーチ事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

１ 県央区域、川越比企区域（うち、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、 

川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村）、利根区域（うち、行田市、加須市、羽生市） 

２ 南部区域（戸田市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、

三芳町） 

事業の実施主体 埼玉県（県内２医療機関受託） 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

入退院を繰り返す精神障害者、自らの意思では医療や福祉につながりにくい

精神障害者への支援が必要とされている。 

 精神障害者の警察官通報等件数  883 人（H26）→ 1,530 人（R4) 

   うち、措置入院になった方  470 人（H26）→  527 人 (R4） 

  地域移行後、１年以内の再入院率 推計 32.1%(R3) 

 アウトカム

指標 

支援により障害福祉サービス、医療、生活の安定に繋がった事例：延 230 事

例（80％） 

事業の内容 精神科医療機関に多職種チームを設置し、退院支援や地域生活にあたり、処

遇が困難な精神障害者の受付業務を行い、既存の医療や福祉サービスにはな

い多職種による訪問支援によって地域生活を支える。また、医療機関、保健

所、精神保健福祉センター等と連携し、アウトリーチの手法を地域で共有

し、精神障害者が住みやすい地域支援体制を構築する。 
アウトプット指標 ２か所のアウトリーチチームを設置。年間延べ 288 事例（一月あたり 24 

事例）に対し、訪問支援を実施する。 
アウトカムとアウト

プットの関連 

本事業は、県で支援すべき処遇困難な事例に絞り、広域かつ専門的に実施す

るためのアウトプット指標を設定した。これにより、入退院を繰り返す方や

既存のサービスにつながりにくい方の安易な再入院を防ぐ。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

28,528(千

円)  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

19,018  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,510 

民 (千円) 

19,018  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

28,528 

うち受託事業等 

(千円) 

19,018 その他（Ｃ） (千円)  

備考  



(1) 事業の内容等 
事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.８（介護分）】 
埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 
埼玉県施設開設準備経費等支援事業 
新型コロナウイルス感染症対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,453,779 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活できる体制の構築を図

る。 

 アウトカム指標 地 域 の 実 情 に 応 じ た 介 護 サ ー ビ ス 提 供 体 制 の 整 備 を 促 進 

事業の内容 ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対し

て支援を行う。 

④既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等に対して支援を行

う。 

⑤新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等にお

ける感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費等の支援

を行う。 

⑥介護職員の宿舎施設整備に対する助成を行う。 
 

ア ウ ト プ ッ ト  

指標 

①地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計画

等において予定している、以下の地域密着型サービス施設等の整備に対

し支援を行う（22 施設） 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う（2,300

施設） 
③介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対し

て支援を行う（１施設） 

④既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等に対して支援を行う

（３施設） 

⑤新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等にお

ける感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費等の支援

を行う（108 施設） 

⑥介護職員の宿舎施設整備に対する助成を行う（３施設） 
 



アウトカムとアウ

トプットの関連 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の整備等

を支援することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整

備を促進する。 

事

業

に

要

す

る

費

用

の

額 

事業内容 
総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着

型サービス

施設等の整

備 

(千円) 

1,379,205 

(千円) 

919,470 

(千円) 

459,735 

(千円) 

0 

②施設等の

開設・設置

に必要な準

備経費 

(千円) 

2,156,841 

(千円) 

1,437,894 

(千円) 

718,947 

(千円) 

0 

③介護施

設等にお

ける新型

コロナウ

イルス感

染拡大防

止対策支

援事業 

(千円) 

 

 

917,733 

(千円) 

 

 

611,822 

(千円) 

 

 

305,911 

(千円) 

 

 

0 

金

額 
総事業費（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ） 
(千円) 

4,453,779 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 
（注３） 

（注４） 

公 (千円) 

 

 

0 

基
金 

国（Ａ） 
(千円) 

2,969,186 

都道府県
（Ｂ） 

(千円) 

1,484,593 

民 うち受託事業等（再掲） 

(千円) 

 

 

2,969,186 

計（Ａ＋

Ｂ） 
(千円) 

4,453,779 

その他（Ｃ） 
(千円) 

0 

  



(1) 事業の内容等 

事業の区分 
４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
26 

事業名 No ９ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

94,798 千円 
中核的医療機関機能維持・強化支援事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医師不足が深刻な地域があることから、拠点となる病院に大学病院等から医

師の派遣を受け、診療体制の維持、強化を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

・寄附講座により診療体制の維持・強化が図られた病院・診療科数 

 2 病院・診療科(R3) → 3 病院・診療科（R5) 

・大学病院等から当直医の派遣を行ったことにより輪番空白日が解消された

拠点病院数 6病院（R3) → 7 病院（R5) 

事業の内容 大学医学部に寄附講座を設置し県内病院への医師派遣を図り診療体制の維持

を図る。また、大学病院等の小児科医などの医師を地域の拠点病院に当直医

として派遣し救急医療体制の強化を図る。 
アウトプット指標 ・設置する寄附講座数 2 講座(R3) → 3 講座(R5) 

・大学病院等からの当直医派遣回数 268 回（R3) → 332 回（R5） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

大学病院等から医師不足病院に医師を派遣するための支援を行うことで、地

域の医療体制の維持強化が図られる。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

94,798 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

63,199 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

31,599 

民 (千円) 

63,199 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

94,798 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円) 

0  

備考  

 

  



事業の区分 
４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
25、26 

事業名 No １０ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,914 千円 
地域医療支援センターの運営 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域（主に医師不足地域） 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

人口 10 万人当たりの医師数が全国最下位（177.8 人）であり、とりわけ産科、小

児科、救急に勤務する医師が不足している。また県内における医師偏在も解決の

必要がある。 

 アウトカム

指標 

埼玉県総合医局機構の施策により確保し医師が不足している地域や診療科で勤

務する医師数 209 人(R4)→272 人(R5) 

事業の内容 医師バンクの運営、高校生の志養成、若手医師の県内誘導・定着促進 
 

アウトプット指標 ・医師確保数見込み 188 人 
・キャリア形成プログラムの作成数 27 件 
・キャリア形成プログラム参加医師数の割合 100.0％ 

アウトカムとアウト

プットの関連 

医師の県内医療機関への誘導・定着を進めることにより、地域偏在、診療科

偏在の解消が図られる。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,914 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

4,686 

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

7,276 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,638 

民 (千円) 

2,590  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,914 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円) 

  

備考  

 

 

 

 



事業の区分 
４ 医療従事者の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
49 

事業名 No １１ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,904 千円 
勤務環境改善支援センターの運営 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医師等の離職防止や医療安全の確保を図るため、医療機関自らが勤務環境改善に取り

組んでいく必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：  

勤務環境改善支援センターや埼玉県総合医局機構の施策により確保した医師が不足

している地域や診療科で勤務する医師数 209 人(R4)→272 人(R5) 

事業の内容 医療機関の勤務環境改善の取組を支援するため、診療報酬や医事法制など医療に関

する制度、組織マネジメントなどの経営管理、関連補助制度の活用などについての

相談窓口を運営する。 
アウトプット指標 医療機関からの相談件数 20 件 
アウトカムとアウト

プットの関連 

医療機関からの相談に対応することにより、医療スタッフの離職防止や医療安全の確

保に繋げる。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,904  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

1,936 

  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

1,936  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

968 

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,904 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
  



事業の区分 
４ 医療従事者の確保に関する事業 

標 準 事 業

例 
32 

事業名 No １２ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

13,650 千円 
女性医師等の離職防止や再就業の促進 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

女性医師の数は年々増加している一方、出産や育児を契機に離職するケースも

多く、離職防止や復職に向けた支援が必要である。 

 アウトカム

指標 

代替医師による就業継続女性医師数 43 人(R3 実績)→43 人(R5） 

事業の内容 埼玉県女性医師支援センターの効果的な運用を行うとともに、女性医師の短

時間雇用を実施する際の代替医師雇用を促進する。 
アウトプット指標 女性医師相談窓口の開設 12 か月 

補助制度を利用する医療機関 ５機関 
アウトカムとアウトプ

ットの関連 

女性医師の相談から復職まで一体的な支援体制を構築し、県内医療機関への女

性医師の就労を促進する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,650  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

9,100  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,550  

民 (千円) 

9,100  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,650 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 

  



事業の区分 
４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
28 

事業名 No １３ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

61,000 千円 
不足している診療科の医師確保支援事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県内医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

産科、小児科（新生児医療）を担当する医師等の不足により診療体制の維持

が困難な病院が増加している。 

 アウトカ

ム指標 

産科医等手当支給支援事業補助施設の産科・産婦人科医師数(常勤換算) 

200.2 人(R3 年度) → 維持(R5 年度) 

県内出生数に対する分娩取扱数の割合 101.3％(R3)→95％以上を維持(R5 年度) 

新生児集中治療室(NICU)176 床(R4.4.1)→維持(R6.4.1) 

事業の内容 産科・小児科の医師の処遇改善を推進することにより離職を防止し、診療体

制を維持する。 
アウトプット指標 手当支給件数  18,300 件(産科 16,950 件、小児 1,350 件) 

手当支給施設数 50 施設 
アウトカムとアウト

プットの関連 

医師等の処遇改善を図り、離職を防止することにより医療機関の診療体制を

維持するとともに産科・小児科医の確保を図る。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

61,000  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

40,666  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

20,334  

民 (千円) 

40,666  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

61,000 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 

 

  



事業の区分 
４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
52 

事業名 No １４ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

249,440 千円 
休日・夜間の小児救急医療体制の整備 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、医師会、医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

全ての地域において、休日・夜間含め小児の救急患者が適切な医療を受診で

きる体制が必要とされている。 

 アウトカム

指標 

小児救急患者のうち、医療機関への受入照会が４回以上となる患者の割合の

低下 ３．４％（Ｈ２７）→２．０％（Ｒ５） 

事業の内容 小児救急医療体制の充実・強化及び救急医療機関の負担軽減を図るため、救

急医療機関等の運営に対する助成を行う。 
アウトプット指標 全ての二次救急医療圏において、夜間や休日も小児二次救急患者に対応で 

きる体制を整備する。（１４医療圏中１４医療圏） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

受入れ体制の整備を行うことで、小児救急患者の受入照会が４回以上となる

患者の割合減少を図る。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

249,440  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

166,293  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

166,293  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

83,147  

民 (千円)  

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

249,440 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 

  



事業の区分 
４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
29 

事業名 No １５ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

12,612 千円 
小児専門医等の確保のための研修の実施 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉医科大学総合医療センター 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療機関において、小児集中治療室に従事する小児の救命救急医療及び集中

治療に習熟した小児科医や看護師の数が不足している状況にあることから、

専門性の高い医療従事者の確保のための研修の実施を支援する。 

 アウトカム

指標 

小児集中治療室に従事する小児の救命救急医療及び集中治療に習熟した小児

科医や看護師の増加により、小児救急搬送で４回以上の受入照会を行った割

合を低下させる。 ３．４％（Ｈ２７）→２．０％（Ｒ５） 

事業の内容 小児集中治療室で従事する小児の救命救急医療及び集中治療を担う医師等を

養成し、確保するための研修に対して補助する。 
アウトプット指標 研修参加者数（３０人） 

 
アウトカムとアウト

プットの関連 

小児の集中治療に係る実地研修を行うことにより、医療機関において不足し

ている小児集中治療室に従事する小児の救命救急医療及び集中治療に習熟し

た小児科医や看護師を確保する。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,612 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

8,408 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,204 

民 (千円) 

8,408  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

12,612 

うち受託事業等

(千円) 

8,408 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
  



事業の区分 
４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
53 

事業名 No １６ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

37,065 千円 
電話による小児患者の相談体制の整備 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症患者の割合が高く、真に救

急を必要とする小児の患者の受入れが困難となる恐れがある。 

 アウトカム

指標 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

令和３年度：７７．８％ → 令和５年度：７７．５％ 

事業の内容 子供の急な病気やけがについて、家庭での対処方法や医療機関の受診の必要

性をアドバイスする小児救急電話相談事業を実施する。 
アウトプット指標 年間電話相談件数１００，０００件 
アウトカムとアウト

プットの関連 

子供の急な病気やけがに対する保護者の不安を解消するとともに、家庭での

対処方法や医療機関の受診の必要性をアドバイスすることにより、軽症の小

児患者の受診を抑え、救急医療機関の負担を軽減する。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

37,065  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

24,710  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

12,355  

民 (千円) 

24,710 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

37,065 

うち受託事業等 

(千円) 

24,710 その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 
  



事業の区分 
４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
30 

事業名 No １７ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,285 千円 

救急や内科をはじめとする小児科以外の医師等

を対象とした小児救急に関する研修の実施 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症患者の割合が高く、真に救

急を要する小児の患者の受入が困難となる恐れがある。 

 アウトカム

指標 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

Ｒ３年度：７７．８% → Ｒ５年度：７７．５％ 

事業の内容 内科医等で小児患者を診察する可能性のある医師を対象として、小児の初期

救急患者に対応するための知識、技術の習得を目的とし、実技研修を含め実

践的な研修を実施する。 
アウトプット指標 研修受講者人数 １００人 
アウトカムとアウト

プットの関連 

内科医等で小児患者を診察する可能性のある医師に対して、小児の初期救急

患者に対応するための知識・技術を習得するための研修会を実施することで、

初期救急医療体制の充実が図られ、救急医療機関への軽症の小児患者の受診

を抑制する。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,285 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

857 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

428 

民 (千円) 

857  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,285 

うち受託事業等 

(千円) 

857 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
  



事業の区分 
４ 医療従事者の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
39 

事業名 No １８ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

590,931 千円 

看護師等養成所における教育内容の向上を図るための

体制整備 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

今後、増加が見込まれる医療需要に対応するため、看護職員確保が重要な課題となっ

ている。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 

就業看護職員数 69,532 人（R4 年末実績）→77,637 人（R6 年末） 

事業の内容 看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任教員の配置や実習経費な

ど養成所の運営に対する支援を行う。また、専任教員の教授方法の研修や教育実践

能力の向上を図るための専任教員養成講習会を実施する。 
アウトプット指標 補助対象養成所の課程数（48 課程）、実習指導者講習会等の受講者数 （100 人） 

専任教員養成講習会の受講者数（30 人） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

看護職員の資質向上が図られ、質の高い医療サービスが受けられる体制が整備され

る。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

590,931 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

380,900  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

190,451  

民 (千円) 

380,900 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

571,351 

うち受託事業等 

(千円) 

12,966 その他（Ｃ） (千円) 

19,580  

備考  

 
  



事業の区分 
４ 医療従事者の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
35 

事業名 No １９ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

66,586 千円 

新人看護職員の質の向上を図るための研修の実

施 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

養成施設での基礎教育修了時の能力と、現場で求められている臨床実践能力

との乖離が、新人看護職員の離職の一因となっている。離職防止のため、臨

床実践能力獲得の支援が必要。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：新人看護職員の離職率の低下 
 6.1%（H30） → 6.1%未満（R5） 

事業の内容 国のガイドラインに沿った新人看護職員研修の普及を図るため、同研修を実

施する病院等に対し事業費を補助する。また、新人看護職員を一堂に集めた

合同研修を実施する。 
アウトプット指標 新人研修の参加者数（2,500 人） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

新人看護が卒後臨床研修を受講することで、新人看護職員の職場定着につな

がり、離職率の低下が図られる。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

66,586  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

44,391  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

22,195  

民 (千円) 

44,391  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

66,586 

うち受託事業等 

(千円) 

3,219 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
  



事業の区分 
４ 医療従事者の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
36 

事業名 No ２０ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

24,899 千円 
看護職員の資質の向上を図るための研修の実施 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会、日本精神科看護協会埼玉県支部 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

急速な高齢化の進展などにより、医療の高度化や在宅医療に係る医療供給体

制の充実が急務であり、当該現場に従事する看護職員の資質向上を図ること

が必要。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：  

認定看護師数の人数 752 人(R4)→811 人（R5） 

事業の内容 在宅・高齢者医療に係る分野等の高度・専門分野における質の高い看護職員

を育成するため、研修の実施や認定看護師の資格取得支援及び派遣、支援等

を行う。 
アウトプット指標 認定看護師派遣（８５回）、資格取得支援（３０人） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

看護職員の資質向上が図られ、質の高い医療サービスが受けられる体制が整

備される。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

24,899  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

16,600  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,299  

民 (千円) 

16,600  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

24,899 

うち受託事業等 

(千円) 

6,554 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
 

 

  



事業の区分 
４ 医療従事者の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
41 

事業名 No ２１ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

37,257 千円 
医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療や介護をより多く必要とする高齢者の増加や医療技術の高度化、手厚い

看護を求める社会ニーズなどにより、県内看護職員の確保、定着促進が重要

な課題となっている。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 

就業看護職員数 69,532 人（R4 年末実績）→77,637 人（R6 年末） 

事業の内容 看護職員を対象とした無料職業紹介事業や復職者への技術支援の実施 
アウトプット指標 再就業技術講習会（100 人）、再就業者数（800 人） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

求人求職に関する情報や技術再習得の機会を提供することにより、潜在看護

職員の復職を支援する。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

37,257 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

15,834 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,916 

民 (千円) 

15,834 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

23,750 

うち受託事業等 

(千円) 

15,834 その他（Ｃ） (千円) 

13,507 

備考  

 
  



事業の区分 
４ 医療従事者の確保・養成のための事業 

標 準 事 業

例 
45 

事業名 No ２２ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,494 千円 
看護職員の就労環境改善のための体制整備 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

ワークライフバランスの推進など、働きやすい勤務環境を整備し看護職員の

職場定着を進めて、離職防止及び人員の確保を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標：常勤看護職員の離職率 

         12.4%（H30）→ 12.4 未満（R5） 

事業の内容 就業中の看護職員の勤務環境の改善を支援することで看護職員の定着促進と

看護職員不足の改善を図る。 
アウトプット指標 勤務環境改善、医療スタッフのメンタルヘルスに取り組む医療施設等の数（10 施

設） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

看護職員の職場定着が進み、看護職員の離職防止と復職支援が図られる。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,494  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円) 

132  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

996 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

498 

民 (千円) 

864  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,494 

うち受託事業等 

(千円) 

864 その他（Ｃ） (千円)  

備考  

 
 
  



事業の区分 ４ 医療従事者等の確保・養成のための事業 標 準 事 業

例 
50 

事業名 No ２３ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

192,559 千円 
離職防止を始めとする看護職員の確保対策の推進 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢社会の進行により医療ニーズがますます高まる中で、勤務環境を整備し医師、看

護職員等の子育てを理由にした離職を防止しまた復職をうながすことで医療サービ

ス提供のための人材確保を図る必要がある。 

 アウトカム

指標 

アウトカム指標： 

就業看護職員数 69,532 人（R4 年末実績）→77,637 人（R6 年末） 

事業の内容 子供を持つ医師、看護職員等の離職防止と復職を支援するため、保育施設をしてい

る病院等に対し、運営に係る経費を補助する。 

アウトプット指標 病院内保育所運営費補助の対象施設数（118 施設） 
アウトカムとアウト

プットの関連 

当該補助金交付により、保育所の安定的な運営へとつながり子育てを理由にした離職

防止、また復職が促されることで医療サービス提供のための人材の継続的な就労、確

保へとつながる。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

192,559 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

125,422 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

67,137 

民 (千円) 

125,422  
計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

188,134 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円) 

4,425  

備考  

 

  



(1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基盤整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業 

事業名 【No.２４（介護分）】 

優良介護事業所認証事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,402 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要の拡大が

さらに見込まれる中、安定した福祉・助護人材の確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護事業所のレベルアップ、県内介護人材の増加 

事業の内容 職員の育成や入所者等への処遇について優れた取組を行っている介護事

業所を優良介護事業所として認証するための基準を作成し、介護事業所

からの認証申請に対して審査を行う。 

基準を満たしている介護事業所を優良介護事業所と認証し、認定証を交

付するとともに、県ホームページでも公表する。 

これによって、事業者の意識改革を図るとともに、求職者の介護分野へ

の参入を促進する。 

アウトプット指標 認証事業所数：150 事業所 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護事業所が認証を取得するための取組みを通し、県内介護事業所のレ

ベルアップを図るとともに、介護サービス従事者数の増を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,402  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

935 

基金 国（Ａ） (千円) 

935 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

467 

民 (千円)  

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,402 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域における介護のしごと魅力発信事業 

事業名 【No.２５（介護分）】 

介護の魅力ＰＲ隊による介護の仕事の魅力発信 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

12,858 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護の魅力をＰＲするため、「介護の魅力ＰＲ隊」による大学・高校等へ

の訪問や県外での人材募集活動等を実施し、介護人材の確保を促進 

アウトカム指標：不足する介護人材の確保、定着の推進 

事業の内容 介護の魅力をＰＲするため、介護の魅力ＰＲ隊（現場で働く介護職員）

による大学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

（１）大学・高校・専門学校等への訪問 

（２）福祉業界就活セミナーへの参加 

（３）就職フェア（合同面接会）への参加 

（４）出張介護授業の実施 

（５）ＳＮＳでの情報発信 

（６）その他広報活動 

アウトプット指標 介護の魅力ＰＲ活動（100 回程度） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護の魅力をＰＲするため、「介護の魅力ＰＲ隊」よる大学、高校等へ

の訪問や県外での人材募集活動を実施し、介護人材の確保を推進する。

介護事業経営者向けセミナー開催及び交流研修を実施し、介護職員等の

育成、人材の定着を推進する。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,858 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,572 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,286 

民 (千円) 

8,572 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

12,858 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

8,572 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  



 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【№２６（介護分）】 

介護職員資格取得支援事業（初任者研修受講料補

助）  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,500 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

全域 

事業の実施主体 介護職員、介護事業所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修了者に研

修受講費を補助することにより、介護人材の確保及び定着を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容 介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修了者に研

修受講費の一部を補助する。 

＜補助額＞ 

 介護職員初任者研修受講費用の１／２（上限３万円） 

＜補助条件＞ 

 ・一定期間以上継続勤務すること 

  ・勤務の状況について、就職先の介護事業所の証明書を添付するこ

と 

アウトプット指標 研修参加者数：50 人 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護職員初任者研修を修了した者の早期就職、及び、在職中職員の研

修修了を支援することにより、人材の確保を図る。 

事業に要する費用

の額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

1,500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

 基金 国（Ａ）   (千円) 

1,000 

都道府県 

（Ｂ） 

  (千円) 

500 

民 (千円) 

1,000 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 (千円) 

1,500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

 
その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【№２７（介護分）】 

介護人材確保総合推進事業  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

  100,469 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

全域 

事業の実施主体 
埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護未従事者への研修及び早期就職支援により、介護人材の確保を図

る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容 介護未従事者に対し、地理情報と連携して介護職に関する求人情報の

掲載したポータルサイトを運営するとともに、職場体験研修やオンラ

インを活用した介護に関する入門的研修等の実施及び就職先とのマッ

チングを行い、介護職員や介護助手としての就労を支援する。 

アウトプット指標 新規就労者数：500 人 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護未従事者への研修及び早期就職支援により、人材の確保を図る。 

事業に要する費用

の額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

100,469 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

  

 基金 国（Ａ）   (千円) 

66,979 

都道府県 

（Ｂ） 

  (千円) 

33,490 

民 (千円) 

66,979 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

100,469 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

66,979 
その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.２８（介護分）】 

キャリアアップ事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,500 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 特別養護老人ホーム等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

社会福祉施設の利用者に、十分なサービスを提供するためには、福祉人

材の確保とそこで働く職員の定着と意欲の向上を図ることが不可欠で

ある。 

アウトカム指標：県内介護施設の初任者研修受講者数 10 人 

事業の内容 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、職員の介護職

員初任者研修の受講費用を支援し、新人職員の育成と資質の向上を図

る。 

アウトプット指標 介護職員初任者研修の取得事業実施施設数 10 施設 

アウトカムとアウト

プットの関連 

社会福祉施設の職員へ介護職員初任者研修の受講を奨励することで、施

設における新規採用職員の技能向上と定着を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,500  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,000  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

500  

民 (千円) 

1,000  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者･女性･高齢者）の参入促進事業（イ 

多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事

業） 

事業名 【No.２９（介護分）】 

エリア担当伴走型人材確保マッチング事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,540 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要の拡大が

さらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の確保 

事業の内容 （１）エリアごとの事業者訪問・求職者発掘・情報収集によるマッチング 

（２）オンライン、動画配信等 ICT を活用した求人活動支援マッチング 

（３）若年世代から中高年、離職者までの伴走型の就労支援 

 ①若年世代へ 福祉の仕事魅力発信事業 

 ②福祉未経験者・他業種からの転職者・離職者等の求職者発掘 

アウトプット指標 事業所訪問（720 箇所）・説明会・セミナー等（６回以上）・若年世代向

け講座・セミナー（10 回以上） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

求人事業所と求職者との出会いの機会の創出、中学生・高校生に対する

介護に関する理解の促進、福祉未経験者の就職支援等により、介護人材

の確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,540 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

17,693 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,847 

民 (千円) 

17,693 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

26,540 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

17,693 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）介護に関する入門的研修の実施、生活援助従事者研修の受講

支援等からマッチングまでの一体的支援事業（イ 介護に関する入門的

研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業） 

事業名 【No.３０（介護分）】 

 市町村による介護人材確保支援事業 

 （うち職場体験を除く分） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,000 千円のうち

9,400 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域による人材育成及び確保に関する取組を促進する必要がある。 

アウトカム指標： 県内介護人材の増加 

事業の内容 市町村が実施する介護に関する入門的研修や職場体験からマッチングま

での一体的事業に対して費用の一部を補助する事業のうち職場体験を除

く分。 

アウトプット指標 取組市町村：10 市町村 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

市町村による人材育成及び確保に関する取組の促進により、介護人材のす

そ野を広げ、介護人材の確保を図る。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,400 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

  
基金 国（Ａ） (千円) 

6,267 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,133 

民 (千円) 

6,267 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

9,400 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３） No.３１の事業と一体的に実施。 

 

  



 

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）介護に関する入門的研修の実施、生活援助従事者研修の受

講支援等からマッチングまでの一体的支援事業（ハ 介護の周辺業務

等の体験支援） 

事業名 【No.３１（介護分）】 

 市町村による介護人材確保支援事業 

 （うち職場体験に係る分） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,000 千円のうち

600 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域による人材育成及び確保に関する取組を促進する必要がある。 

アウトカム指標： 県内介護人材の増加 

事業の内容 市町村が実施する介護に関する入門的研修や職場体験からマッチング

までの一体的事業に対して費用の一部を補助する事業のうち職場体験

に係る分。 

アウトプット指標 取組市町村：10 市町村 

アウトカムとアウト

プットの関連 

市町村による人材育成及び確保に関する取組の促進により、介護人材の

すそ野を広げ、介護人材の確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

600 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

  
基金 国（Ａ） (千円) 

400 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

200 

民 (千円) 

400  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

600 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３） No.３０の事業と一体的に実施。 



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業 

事業名 【No.３２（介護分）】 

介護福祉士を目指す外国人留学生の応援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,400 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成施設 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

社会福祉施設の利用者に、十分なサービスを提供するためには、福祉人

材の確保とそこで働く職員の定着と意欲の向上を図ることが不可欠で

ある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容 介護福祉士養成施設が、在学する外国人留学生に対し、日本語学習や国

家試験対策等の専門知識を習得するための課外授業を実施した場合に、

その経費の一部を補助する。 

アウトプット指標 留学生の日本語学習を支援する介護福祉士養成施設数 ７施設 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護福祉士として日本で働くために必要不可欠な日本語や専門知識の

習得を支援することで、質の高い介護人材の確保・定着を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,400  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,600  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,800  

民 (千円) 

5,600  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

8,400 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野」拡大 

（小項目）外国人留学生及び特定技能１号外国人受入環境整備事業

（イ 外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業） 

事業名 【No.３３（介護分）】 

外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護

の促進 

【総事業費（計画期間

の総額）】 

 4,000 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 介護施設等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護施設等による外国人介護人材の受入が円滑に進むよう支援する必

要がある。 

アウトカム指標： 県内介護人材の増加 

事業の内容 介護施設等が介護福祉士を目指す留学生を受け入れ、日本語学校に係る

経費を負担又は返還免除条件付きで貸与した場合、その一部を補助す

る。 

アウトプット指標 対象者：20 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護施設等による外国人介護人材の受入を支援することにより、介護人

材の確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

  
基金 国（Ａ） (千円) 

2,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1.333 

民 (千円) 

2,667 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,000 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）介護分野への就職に向けた支援金貸付事業（イ 福祉系高

校修学資金貸付事業） 

事業名 【No.３４（介護分）】 

福祉系高校修学資金貸付事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

26,400 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
全域 

事業の実施主体 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護需要の更なる増加に対応するため、県内の介護事業所等の人材確保

を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容 介護福祉士の資格取得を目指す福祉系高校に通う学生に対し、修学資金

を貸与する。 

【対象者】 

 福祉系高校に通う学生 

【貸付の主な要件】 

 福祉系高校に通う学生であること。 

アウトプット指標 貸付人数：320 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

福祉系高校に通う学生に対し修学資金を貸与することにより、介護人材

の確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

26,400  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

17,600  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,800 

民 (千円) 

17,600 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

26,400 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

 (千円) 
その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

（小項目）介護分野への就職に向けた支援金貸付事業（ロ 介護分野

就職支援金貸付事業） 

事業名 【No.３５（介護分）】 

介護職就職支援金貸付事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

160,400 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
全域 

事業の実施主体 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護需要の更なる増加に対応するため、県内の介護事業所等の人材確保

を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容 他業種等で働いていた者等（介護未経験者、無資格者、無職等）が介護

職員初任者研修以上の研修を修了し、県内の介護事業所等に就職する場

合に就職支援金（上限 20 万円）を貸与する。 

【対象者】 

 県内に所在する介護事業所等に就職する者 

【貸付の主な要件】 

 ア 介護初任者研修以上の研修を修了すること。 

 イ 研修修了後に県内の介護事業所等に就職すること。 

アウトプット指標 貸付人数：758 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

他業種等で働いていた者等で一定の研修を修了した者に対し就職支援

金を貸与することにより、介護人材の確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

160,400 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

106,933 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

53,467 

民 (千円) 

106,933 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

160,400 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

 (千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

（イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業） 

事業名 【No.３６（介護分）】 

介護職員キャリアアップ研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,547 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月 11 日～令和６年２月 10 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

離職率が高い傾向にある介護職員の定着を図るため、事業経営者や中堅職員

を対象にキャリアアップ向上のための研修を実施する。 

アウトカム指標：不足する介護人材の定着の推進 

事業の内容 １ 介護事業経営者セミナー 

 介護施設・事業所における、介護職員の確保や、職員のキャリアアップに係

る助言・支援に係る研修を実施する。 

２ 施設間交流研修 

 中堅職員に対するチームケアのリーダーとして必要となるマネジメント能

力等の向上の係る研修や、多職種協働のため必要となる知識等を修得するた

めの研修を実施する。 

３ ハラスメント対策研修 

 利用者やその家族から受けるハラスメントの予防、対応に係る研修を実施

する。 

アウトプット指標 研修参加者数：240 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

事業経営者や中堅職員を対象に研修を実施することで、介護事業所内のキャ

リアパス構築を促し、職員の離職防止を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,547 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,364 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,183 

民 (千円) 

4,364 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

6,547 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

4,364 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事 

業（イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事

業） 

事業名 【No.３７（介護分）】 

介護職員資格取得支援事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

18,000 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護現場で働く介護職員の介護福祉士資格取得を支援し、介護職員の

給与改善及び定着を図る。 

アウトカム指標：介護職員の技術向上、定着の促進 

事業の内容 介護職員の実務者研修修了後、研修受講料の 1/2 に相当する額（上限

10 万円）を補助する。 

アウトプット指標 補助対象者数 200 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

研修受講料を補助することにより研修参加者が増加し、介護職員の技 

術向上、定着の促進を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

18,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

12,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,000 

民 (千円) 

12,000 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

18,000 

うち受託事

業等（再

掲）（注

２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事 

業（イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事

業） 

事業名 【No.３８（介護分）】 

看取り体制強化事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

10,104 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
全域 

事業の実施主体 
埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域における看取り体制を強化し、高齢者が最後まで安心して住み慣

れた場所で生活できる環境を整えることにより、地域包括ケアシステ

ムの構築を促進する。 

アウトカム指標：介護施設による看取り件数の増（加算届出が年間 85

事業所（平均値）増） 

事業の内容  高齢者の生活を支える介護施設等の職員向けの研修の実施及び看取り

ケア実践職員からの助言・実習により、介護施設等の職員のスキルア

ップを図る。 

アウトプット指標 ①研修受講者 267 人 

②看取り実習講師派遣 

アウトカムとアウト

プットの関連 

 研修や看取りケア実践職員からの実習の受講により、介護施設で看取

りケアを実践する職員が増えれば、高齢者の終の棲家になりうる介護

施設における看取りケアの体制が強化され、看取り件数の増加につな

がる。 

事業に要する費用の

額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

10,104 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

824 

基金 国（Ａ）  (千円) 

6,736 

都道府県 

（Ｂ） 

 (千円) 

3,368 

民 (千円) 

5,912 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 (千円) 

10,104 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

5,912 
その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  



 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

（イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業） 

事業名 【No.３９（介護分）】 

医療・介護連携強化対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,210 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年６月１日～令和５年 12 月 28 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療関係者と介護支援専門員等が連携を深め、地域包括ケアを推進してい

く上での知識の習得と技術の向上を図る。 

アウトカム指標：多職種連携による地域包括ケアの推進 

事業の内容  医療・介護・福祉の連携に関する研修会を開催する。 

 医療関係者と介護支援専門員等が連携を深め、地域包括ケアを推進してい

く上での知識の習得と技術の向上を図る。 

アウトプット指標 研修参加者数：600 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

医療関係者と介護支援専門員の連携を図る研修会を実施することで、地域包

括ケアの推進を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,210 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

806 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

404 

民 (千円) 

806 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,210 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

806 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事

業（イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事

業） 

事業名 【No.４０（介護分）】 

外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介

護の促進 

【総事業費（計画期間の

総額）】 

3,427 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月 25 日～令和６年２月 29 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護施設等における外国人介護人材の長期定着とキャリアップを図

る。 

アウトカム指標： 県内介護人材の増加 

事業の内容 介護施設等において、外国人介護職員のキャリアアップに係る支援を

行う職員を対象に、外国人介護職員が介護福祉士資格を取得して長期

定着し、中堅職員として活躍できる人材育成環境整備を行うためのセ

ミナーを実施する 

アウトプット指標 研修参加者数：70 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

外国人介護職員のキャリアアップに係る支援を行う職員向けのセミナ

ーを実施することで、外国人介護職員が介護福祉士資格を取得して長

期定着し、中堅職員として活躍する介護施設等が増加する。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,427  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,285  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,142  

民 (千円) 

2,285  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

3,427 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,285 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

 

 



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事

業（イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事

業） 

事業名 【No.４１（介護分）】 

キャリアアップ事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,464 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 特別養護老人ホーム等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

社会福祉施設職員の定着と意欲の向上を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

福祉系専門資格の取得者数 ７人 

事業の内容 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、職員の専門資

格取得促進や職員のスキルアップ支援を図るため、資格取得に係る講習

費やスキルアップに資する研修費を補助する。 

アウトプット指標 ①職員の業務上必要な専門資格の取得事業実施施設数 12 施設 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業実施施設数 40 施設 

アウトカムとアウト

プットの関連 

社会福祉施設の職員が専門資格を取得し、研修を受講することにより、

自分のキャリアに展望を持てる働きやすく魅力ある職場となるよう支

援することで、施設における人材の定着を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,464 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,976 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,488 

民 (千円) 

2,976 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,464 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  

 

  



 

 

 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上  

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事

業（ハ 介護支援専門員資質向上事業） 

事業名 【No.４２（介護分）】 

介護支援専門員研修受講支援事業  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

39,000 千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

全域 

事業の実施主体 一般社団法人 埼玉県介護支援専門員協会 

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

有限会社 プログレ総合研究所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケアシステムの要となる介護支援専門員の確保及び資質の向

上が求められている。 

アウトカム指標：経験を積んだ質の高い介護支援専門員の増加 

事業の内容 介護支援専門員法定研修の受講料の一部及び研修に係るかかり増し経

費の一部を補助し、地域包括ケアシステムの要となる介護支援専門員

の確保及び資質の向上を図る。 

＜対象研修＞ 介護支援専門員専門研修、介護支援専門員更新研修 

       主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修 

               介護支援専門員実務研修、介護支援専門員再研修 

＜助成額＞ １人当たり１万円 

アウトプット指標 受講人数：介護支援専門員（専門・更新）及び主任介護支援専門員

（更新を含む） 3,680 人 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護支援専門員研修の受講料の一部及び研修に係るかかり増し経費の

一部を補助することにより、資格更新を促進し、質の高い介護支援専

門員の確保を図る。 

事業に要する費用

の額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

39,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 国（Ａ）   (千円) 

26,000 

都道府県 

（Ｂ） 

 (千円) 

13,000 

民 (千円) 

26,000 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 (千円) 

39,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

 
その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）潜在有資格者の再就業促進 

 （小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.４３（介護分）】 

潜在介護職員届出システム事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,250 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 全域 

事業の実施主体 
埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

離職介護福祉士等届出制度で運用されるシステムを活用し、離職した

介護有資格者（潜在介護職員）に対してニーズに沿った情報提供を行

うことで、復職に向けた機会を創出し、介護人材の確保を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容 離職介護福祉士等届出制度で運用されるシステムを活用して、届出を

行った潜在介護職員に対してニーズに沿った情報提供を行う。 

アウトプット指標 情報提供：月 10 回程度 

アウトカムとアウト

プットの関連 

離職介護福祉士等届出制度で運用されるシステムを活用し、離職した

介護有資格者（潜在介護職員）に対してニーズに沿った情報提供を行

うことで、復職に向けた機会を創出し、介護人材の確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,250 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

 基金 国（Ａ）   (千円) 

5,500 

都道府県 

（Ｂ） 

  (千円) 

2,750 

民 (千円) 

5,500 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

8,250 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

5,500 
その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等（イ 認

知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業） 

事業名 【No.４４（介護分）】 

認知症介護研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,738 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県及び市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の確実な実

施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳のある暮らしを支

える地域社会を構築する。 

アウトカム指標： 認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上 

事業の内容 （１）認知症対応型サービス事業管理者研修 ３回 

（２）認知症対応型サービス事業開設者研修 １回 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 １回 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 １回 

（５）認知症介護基礎研修 通年 

アウトプット指標 認知症対応型サービス管理者研修等 

研修受講人数 2,075 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護サービス事業所等に従事する介護職員等に対して、研修を実施する

ことにより、認知症介護に関する知識及び技術等を修得し、認知症高齢

者に対する介護サービスの充実を図る。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,738 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

320 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,492 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,246 

民 (千円) 

2,172 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

3,738 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,172 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等（イ 認

知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業） 

事業名 【№４５（介護分）】 

認知症地域医療支援事業等 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,691 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
全域 

事業の実施主体 埼玉県及びさいたま市 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 
医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の確実な実

施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳のある暮らしを支

える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対する認知症

対応力の向上促進と適切な医療を提供する環境整備 

事業の内容 医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対する認知症対応力向上研修の実施 

アウトプット指標 認知症サポート医養成研修     実施回数 1回 

                 受講人数 18 人 

かかりつけ医認知症対応力向上研修 実施回数 1 回 

                 研修受講人数 200 人 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

                 実施回数 2 回 

                 研修受講人数 200 人 

歯科医師認知症対応力向上研修   実施回数 1 回 

                 研修受講人数 125 人 

薬剤師認知症対応力向上研修    実施回数 1 回  

                 研修受講人数 130 人 

看護職員認知症対応力向上研修   実施回数 1 回  

                 研修受講人数 125 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対する研修を実施することにより、認

知症の人や家族に対する支援体制構築の担い手となるとともに、医療機関内等

での認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制の構築を図る。 

事業に要する費用の

額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

5,691 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,429 

基金 国（Ａ）  (千円) 

3,794 

都道府県 

（Ｂ） 

 (千円) 

1,897 

民 (千円) 

2,365 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 (千円) 

5,691 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 (千円) 

2,365 
その他（Ｃ） (千円) 



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業等（イ 認

知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業） 

事業名 【No.４６（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,188 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の確実な実

施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳のある暮らしを支

える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：市町村における認知症初期集中支援推進事業及び認知

症地域支援・ケア向上事業の推進 

事業の内容 （１）認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域支援推進員に対して、

必要な知識や技術を習得するための研修を実施する。 

（２）地域支援推進員活動の先進事例の紹介や事例検討を行う会議を実

施する。 

アウトプット指標 （１）認知症初期集中支援チーム員研修受講者数 63 人 

   認知症地域支援推進員研修受講者数       32 人 

（２）認知症地域支援・ケア向上事例検討会の実施 

アウトカムとアウト

プットの関連 

研修の受講支援や事例検討会を実施することなどを通じて、市町村が認

知症初期集中支援推進事業及び認知症地域支援・ケア向上事業を円滑に

推進できるよう支援する。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,188 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,792 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,792 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,396 

民 (千円)  

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,188 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向

上事業 

事業名 【No.４７（介護分）】 

地域包括ケアシステム構築促進事業（地域ケア会

議推進事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,135 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年には、本県の 75 歳以上人口は平

成 22 年と比較して２倍に増加するほか、単身や夫婦のみの高齢者世帯

の増加、認知症高齢者の増加も見込まれている。 

そこで、各地域において、①住まい、②医療、③介護、④介護予防、⑤

生活支援の５つの要素を一体的に提供していく体制「地域包括ケアシス

テム」を構築していくことが重要となる。 

アウトカム指標： 県内全市町村（63）における自立支援型地域ケア会

議の開催を目指す。 

事業の内容 地域包括ケアシステムの構成諸要素を全体で調整する場として、地域包

括支援センター職員等が実施する自立支援型地域ケア会議の立上げを支

援する。 

人材育成・資質向上の観点から、地域ケア会議を通じて、上記職員を含

む参加者が個別事例の具体的な解決方法等を習得できるとともに、利用

者の自立を支援する介護予防ケアマネジメントの手法を学ぶことで、地

域包括ケアシステムの構築に資する効果が期待できる。 

（１）地域ケア会議専門員の派遣による地域ケア会議立上げ・運営支援 

①地域ケア会議開催に向けた関係者向け説明会、ケア会議へのオブザ

ーバー参加 

・地域ケア会議の立上げ・運営支援に係る助言やファシリテータ

ー、地域包括支援センター職員等向けの研修に対し、自立支援の

考え方等の資質向上を目的とした講師派遣を行っている。 

②地域包括支援センター等職員向け研修会（自立支援型ケアマネジメ

ント、アセスメント、プログラムの提供の在り方について） 

③地域包括支援センター等職員が参加する、評価（モニタリング）会

議や地域ケア推進会議の立上げ・運営支援(地域課題への対応など) 

 ④総合事業や生活支援体制整備との連動に関する助言 

・当該事業は、地域包括ケアシステムの本旨である介護予防や生活

支援等の一体的な支援を目的として、地域包括支援センターが連

動して実施しているため、地域包括支援センター職員に対しても

実施している。 

 ⑤市町村支援に関する情報管理システムの運用 

・当該システムは、県内 63 市町村の好事例から問合せ事項まで事細

かな情報を集約するデータベースである。地域包括支援センター職

員等に対し、先進事例を情報提供することによる横展開等を目的と



 

  

したツールであり、ノウハウや知識の共有を図ることで職員の資質

向上に寄与するものである。 

アウトプット指標 （１）地域ケア会議専門員の派遣による地域ケア会議立上げ・運営支援 

  19 市町村 

アウトカムとアウト

プットの関連 

市町村・地域包括支援センターでの地域ケア会議立上げ・運営支援によ

り、地域包括ケアシステムの構築を着実に進める。 

事業に要する費用の

額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

4,135 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

2,557 

基

金 

国（Ａ）  (千円) 

2,757 

都道府県

（Ｂ） 

 (千円) 

1,378 

民 (千円) 

200 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 (千円) 

4,135 

うち受託事業

等 

（再掲）（注

２） 
 (千円) 

200 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質

向上事業 

事業名 【№４８（介護分）】 

ケアラー総合支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

18,897 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続し

ていくことができるようにするため、ケアラーに対する支援体制を構築

する。 

アウトカム指標：市町村におけるケアラー支援体制の構築 

事業の内容 地域包括支援センター職員等のケアラー支援を担う人材を対象に、ケア

ラー支援に係る各種研修を実施する。 

アウトプット指標 ケアラー支援関係機関向け研修受講者数  700 人 

介護者サロン設置・運営支援研修受講者数 300 人 

家族介護教室支援研修受講者数      100 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域包括支援センターの職員等が研修を受講し、ケアラー支援に関わる

専門職の資質向上や各地域での介護者サロンや家族介護教室の実施が

促進されることで、ケアラーへの支援体制が整備される。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

18,897 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0  
基金 国（Ａ） (千円) 

5,731  
都道府

県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,865 

民 (千円) 

5,731 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

8,596 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

(千円) 

5,731 

その他（Ｃ） (千円) 

10,301 

備考（注３）  

 

  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業（イ 認知症高齢者等権利擁護人材

育成事業） 

事業名 【No.４９（介護分）】 

市民後見推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

27,130 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用

援助や日常生活上の金銭管理など、成年後見制度の利用に至る前 

の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく一体的

に確保されるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進する。 

アウトカム指標：地域における市民後見人等の支援体制の構築 

事業の内容 市町村における市民後見推進事業を推進する。 

アウトプット指標 市町村における市民後見人の養成事業等の支援 

 補助市町村数：25 市町村 

アウトカムとアウト

プットの関連 

市町村における市民後見人の養成事業等の支援することにより、地域に

おける市民後見人等の支援体制を構築し、認知症高齢者等の自立と尊厳

のある暮らしを支える地域社会を構築する。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

27,130 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

18,087 

基金 国（Ａ） (千円) 

18,087 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,043 

民 (千円)  

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

27,130 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

（小項目）介護予防の推進に資する専門職種の指導者育成事業 

事業名 【№５０（介護分）】 

認定セラピスト育成事業 

（地域包括ケアシステム広域支援事業） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,280 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が身近な地域において、適切な地域リハビリテーションが受けられる体

制の構築を図る。 

アウトカム指標：市町村が実施する地域支援事業にリハビリ専門職が参加及び

助言することにより、市町村等の地域ケア会議、介護予防事業等が充実し、地

域住民への自立支援を促進する。 

また、療法士による住民対象のサポーター養成講座などを通して、住民主体の

介護予防が促進される。 

事業の内容 市町村の地域支援事業に関与し、リハビリの専門的見地から助言指導を行う

リハ職（ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ）の資質向上を図る研修を実施する。また、リハ

職の研修履歴や、市町村への派遣実績などを一元的に管理する人材バンクデ

ータシステムを運用する。 

アウトプット指標 ・研修会の実施回数：全体７回 

・研修会の受講人数：全体 260 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

実践的な研修によりリハビリ専門職の技能の向上と質の均一化を図ることで、

市町村の地域支援事業（地域ケア会議、介護予防教室、介護予防ボランティア

養成等）にリハビリ専門職が関与する件数が増加し、地域支援事業が充実する。 

R5 目標値：リハビリ専門職派遣件数 4,000 件 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,280 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

0 

基

金 

国（Ａ） (千円) 

869 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

434 

民 (千円) 

869 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

1,303 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

869 

その他（Ｃ） (千円) 

4,977 

備考（注３）  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 

事業名 【No.５１（介護分）】 

外国人介護福祉士候補者日本語習得等支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,740 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 特別養護老人ホーム等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護福祉士国家資格の取得を目指す留学生や 1 号特定技能外国人の受

入れを円滑に進めるために、受入れ施設の財政負担の援助が必要であ

る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、経済連携協

定(EPA)により受け入れた外国人介護福祉士候補者の日本語研修等に

係る費用、医療的ケアに係る研修の受講費用等を補助する。 

アウトプット指標 留学生の介護福祉国家資格の取得を支援する介護福祉施設 

15 施設 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護福祉士国家資格の取得を目指す留学生等が受講する研修等に係る

費用を助成することで、受入れ施設の財政負担を図るとともに人材の

定着を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,740  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,487  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,243  

民 (千円) 

10,487  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

15,730 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,010  
備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）長期定着支援 

（小項目）介護職員長期定着支援事業（イ 介護職員に対する悩み相談窓口

設置事業） 

事業名 【No.５２（介護分）】 

ハラスメント相談窓口設置事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

7,603 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護職員の離職率は高く、介護現場では人材不足の状況が続いている。離職

理由の１つに介護現場における利用者や家族からの暴力や悪質なクレームな

どのハラスメント行為が挙げられている。 

アウトカム指標：介護人材の確保・定着 

介護職員数 93,494 人（R元年度）→117,500 人（R８年度） 

事業の内容 ハラスメントに関する介護職員からの悩み等に関する相談窓口を設置し、業

務経験年数の長い介護福祉士や心理カウンセラーなどの専門の相談員が相談

支援を行う。 

アウトプット指標 専用相談窓口の設置：１か所 

アウトカムとアウトプ

ットの関連 

ハラスメントに関する介護職員からの悩み等に関する相談窓口を設置し、専

門の相談員が相談支援を行うことにより、介護施設・事業所において介護人

材の確保及び定着の促進が図られる。 

事業に要する費用の額 金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,603  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,069 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,534 

民 (千円) 

5,069 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

7,603 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

5,069 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

 

  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）長期定着支援 

（小項目）介護職員長期定着支援事業（ロ 介護事業所におけるハラスメント

対策推進事業） 

事業名 【No.５３（介護分）】 

介護事業所におけるハラスメント対策推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,826 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護職員の離職率は高く、介護現場では人材不足の状況が続いている。離職理由

の１つに介護現場における利用者や家族からの暴力や悪質なクレームなどのハ

ラスメント行為が挙げられている。 

アウトカム指標：介護人材の確保・定着 

事業の内容 介護施設・事業所がハラスメント対策を講じることにより、介護従事者の安全を

確保し、安心して働き続けることができる体制を構築する。 

 ・事業者への複数訪問費用補助の実施 

   複数の訪問介護員等が訪問介護・訪問看護を行った際、利用者やその家族 

  等の同意を得られず、介護報酬が算定できない場合に費用補助を行う。 

アウトプット指標 施設・事業者への補助件数：563 件 

アウトカムとアウト

プットの関連 

施設や事業所がハラスメント対策を講じることにより、介護職員が安心して働

くことができるようになり、介護施設・事業所において介護人材の確保及び定着

の促進が図られる。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

4,826 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,217 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,217 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,609 

民 (千円) 

  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

4,826 

うち受託事

業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）長期定着支援 

（小項目）介護職員長期定着支援事業（ハ 若手介護職員交流推進事

業） 

事業名 【No.５４（介護分）】 

介護職員就業定着支援事業 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

16,300 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

新任介護職員の早期離職の防止及び定着を促進する。 

アウトカム指標：新任介護職員の技術向上、定着の促進 

事業の内容  実務経験３年未満の新任介護職員を対象に交流イベント・研修、キャ

リアカウンセラーによる相談等を実施する。 

アウトプット指標 研修会及び交流イベント 12 回実施 

参加者計 800 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

 新任介護職員の意識向上のための交流会・研修（接遇や最新の介護技

術等）等を実施することにより、参加者がお互いに交流し意見交換や

意識及び技術の向上等を共有でき、定着促進が図られる。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,300 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,866 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,434 

民 (千円) 

10,866 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

16,300 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

(千円) 

10,866 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）長期定着支援 

（小項目）介護職員長期定着支援事業（ハ 若手介護職員交流推進事

業） 

事業名 【No.５５（介護分）】 

介護職員バーチャル合同入職式・表彰式の実施

（うち合同入職式分） 

 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

8,867 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月 11 日～令和５年９月 10 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

新任介護職員の早期離職の防止及び定着を促進する。 

アウトカム指標：新任介護職員の定着の促進 

事業の内容  県内介護事業所に新たに就職した介護職員を対象に、仮想空間での合

同入職式・表彰式を開催して新任介護職員を県全体で激励するととも

に、新任介護職員向けの交流会を実施する。 

アウトプット指標 介護職員バーチャル合同入職式・表彰式の実施。 

式典参加者人数 1,000 人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

 知事からの激励による意識向上、交流会・研修（接遇や最新の介護技

術等）等を通して新任介護職員同士のつながりを醸成でき、定着促進

が図られる。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

8,867 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円)  

基金 国（Ａ） (千円) 

5,911 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,956 

民 (千円) 

5,911  
計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

8,867 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

(千円) 

5,911 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事業 

事業名 【No.５６（介護分）】 

介護職員合同入職式・表彰式の実施（うち永年勤

続表彰分） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

355 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護職員等の定着率の向上を図る。 

アウトカム指標：介護職員等の勤務意欲を高め、介護職員等の定着率の

向上を図る  

事業の内容 永年勤続の介護職員等（勤続 20 年及び 10 年）を知事名で表彰する。 

＜対象者＞ 

 介護施設に勤務する全ての職員 

アウトプット指標 勤続 10 年・20 年の介護職員等を表彰 

アウトカムとアウト

プットの関連 

多年にわたり職務に精励したものを表彰することにより、当該職員を

慰労するとともに他の介護職員の勤務意欲を高め、介護職員等の定着

率の向上を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

355 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 237 

基金 国（Ａ） (千円) 

237 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

118 

民 (千円)  

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

355 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

  



 

 

  

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事業 

事業名 【No.５７（介護分）】 

介護職員合同入職式・表彰式の実施（うちコバト

ンハートフルメッセージ分）  

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

753 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護職員の社会的評価の向上を図る。 

アウトカム指標：介護職員の勤務意欲を高め、介護職員の定着率の向上

を図る。 

事業の内容 介護サービス利用者又はその家族等から介護職員等に対するメッセージ

を募集し、模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を選び、表彰

する。 

アウトプット指標 模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を選び、表彰する。 

アウトカムとアウト

プットの関連 

人を支え社会を支える介護の仕事の素晴らしさや介護職のやりがいを広

く県民にアピールする取組を行うことにより、介護職員の社会的評価の

向上を図り、介護職員等の定着率の向上を図る。 

事業に要する費用の

額 

金 

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

 (千円) 

753 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

502 

基金 国（Ａ）  (千円) 

502 

都道府県 

（Ｂ） 

 (千円) 

251 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

 (千円) 

753 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 
その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）子育て支援 

（小項目）介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業 

事業名 【No.５８（介護分）】 

介護職員子育て支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

9,000 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要の拡大が

さらに見込まれる中、安定した福祉・助護人材の確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護職員の子育てを理由とする離職の防止による県内

介護人材の確保 

事業の内容 子育てをしながら働く介護職員のため、事業所内に保育施設を設置した

場合に運営に係る経費を補助する（開設から 36 カ月まで） 

＜補助額（１月あたり）＞ 

 １～12 月目 250 千円  13～24 月目 187 千円 

 25～36 月目 125 千円 

アウトプット指標 補助事業所数：３事業所 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護事業所内における保育施設の運営を支援することにより、介護職員

が子育てをしながら働き続けることができる環境づくりを促進する。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

9,000  

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,000  
都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,000  

民 (千円) 

6,000 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

9,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

  



 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）外国人介護人材受入れ環境整備 

（小項目）外国人介護人材受入れ施設等環境整備事業 

事業名 【No.５９（介護分）】 

外国人介護職員が長く働ける、魅力ある埼玉介護

の促進 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,000 千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

全域 

事業の実施主体 介護施設等 

事業の期間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護施設等による外国人介護人材の受入が円滑に進むよう支援する必

要がある。 

アウトカム指標： 県内介護人材の増加 

事業の内容 外国人介護人材又は介護福祉士を目指す留学生を受入れる介護施設等

が外国人職員又は留学生の介護福祉士資格取得に係る経費及びコミュ

ニケーションを促進する取組に係る経費を負担した場合、その一部を補

助する。 

アウトプット指標 対象施設数：技能実習生又は特定技能１号 10 施設 

      留学生 10 施設 

アウトカムとアウト

プットの関連 

介護施設等による外国人介護人材の受入を支援することにより、介護人

材の確保を図る。 

事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

  
基金 国（Ａ） (千円) 

4,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,000 

民 (千円) 

4,000 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

6,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円)  

備考（注３）  

 

 

 
  



(1) 事業の内容等 

事業の区分 ６ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備

に関する事業 

標 準 事 業

例 
－ 

事業名 No ６０ 新規事業／継続事業 継続 【総事業費 

（計画期間の総額）】 

28,728 千円 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関

する事業 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県内の医療機関 

事業の期間 令和５年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 

背景にある医療・介護

ニーズ 

令和６年４月から医師の時間外労働の上限規制が開始される。このため、医

師の労働時間短縮に向けた取組を行う医療機関を支援する必要がある。 

 アウトカム

指標 

特例水準対象医療機関数（見込数）39 医療機関(R4) → 36 医療機関(R5) 

事業の内容 令和６年４月から開始される医師の時間外労働規制に向けた医療機関の支援

策として、地域医療において特別な役割があり、かつ長時間労働等の課題が

ある医療機関に対し、必要な経費を補助する。 
アウトプット指標 対象となる医療機関数 ３医療機関 
アウトカムとアウト

プットの関連 

地域医療において特別な役割があり、かつ長時間労働等の課題がある医療機

関に対し財政支援を行うことで、医師の働き方改革の促進と、地域医療提供

体制の維持の両立を図る。 
事業に要する費用の

額 

金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

28,728 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別  

公  (千円)  

基 

金 

国（Ａ） (千円) 

19,152 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,576 

民 (千円) 

19,152 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

28,728 

うち受託事業等 

(千円) 

 その他（Ｃ） (千円)  

備考  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和５年８月３０日 埼玉県地域保健医療推進協議会において議論 
 ・令和５年８月 埼玉県高齢者支援計画推進会議において報告 
  

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・無し 
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２．目標の達成状況 

 
令和３年度埼玉県計画に規定した目標を再掲し、令和３年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

■埼玉県全体（目標と計画期間） 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 
   ・県内のＮＩＣＵが常に満床等の理由により、本県の周産期医療は他都県に依存し 

      た状況にあるため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進する。 

  ・増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービスが供給できる 

      よう在宅歯科医療に係る提供体制を強化する。 

 
   【定量的な目標値】 

      ・在医総管届出数       766 か所（H28） → 1,075 か所（R5） 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 1,180 か所（R5） 

      ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 12.6％（R3.4） → 11.6％（R5.4） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

   第８期埼玉県高齢者支援計画に掲げる施設整備目標（令和４年度） 

    特別養護老人ホーム  784 人分 

 

   【定量的な目標値】 

 ・地域密着型サービス等の整備 

  地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ １０７床 

  認知症高齢者グループホーム １９施設 

  小規模多機能型居宅介護事業所 ９施設 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ７施設 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所 ６施設 

  認知症対応型デイサービスセンター ３施設 

  介護予防拠点 １施設 

  地域包括支援センター ８施設 

  施設内保育施設 １施設 

  小規模な介護付きホーム ２施設 

  介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 ２施設 

   

 ・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

  特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ９０３床 
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  ケアハウス ３０床 

  介護付きホーム １，６４０床 

  介護療養型施設の介護老人保健施設等への転換 １２１床 

  施設の大規模修繕の際にあわせて行うロボット・センサー、ICT の導入支援 

                                ２，１００床 

  地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ８７床 

  認知症高齢者グループホーム ３９６床 

  小規模多機能型居宅介護事業所 ７５床 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所 ５１床 

  小規模な介護付きホーム ５８床 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 １０施設 

  介護予防拠点における防災意識啓発 １施設 

 

 ・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金支援 

  特別養護老人ホーム  １施設 

  認知症高齢者グループホーム ２施設 

  小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所 １施設 

 

 ・既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援 

  既存の特養等のユニット化改修支援事業 ８０床 

  特別養護老人ホームのプライバシー保護改修 ５２床 

  介護療養型医療施設の転換支援 ６０床 

  介護施設等における看取り環境整備促進事業 ７施設 

  共生型サービス事業所の整備 ３施設 

 

 ・介護職員の宿舎施設整備 ２施設 

 

 ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

  多床室の個室化に要する改修  ２００床 

  介護施設等への簡易陰圧装置の設置等の支援 ８０施設 

  介護施設等へのゾーニング環境等の整備に係る経費等の支援 ２３施設 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
     ・医師の県内誘導及び定着を図るとともに、医師の地域偏在や診療科偏在の解消に 

   取り組む。 

  ・看護職員の確保を図るため、養成、離職防止、再就業支援等に取り組むとともに、 

   がん医療、訪問看護分野等で高い専門性を持つ看護職員の育成を促進する。   
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   ・救急医療機関の負担軽減を図るため、電話による小児患者相談体制や小児救急医 

      療体制の整備に取り組む。 

 

   【定量的な目標値】 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.1%（H30） →  6.1%未満（R4） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（H30） → 12.4%未満（R4） 

   ・認定看護師数の人数 732 人(R3) → 752 人(R4) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     82.1％(R1） → 81.0％（R4） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     3.4％(H27) → 2.0％(R5) 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

   令和７年度に本県で必要となる介護人材の需給状況を踏まえ、介護人材等の確保・ 

  定着・イメージアップに向けた取組を実施する。 

  ・介護資格のない者、高齢者、生活スタイルに合わせて働きたい者、外国人などの 

   就労支援や離職中の有資格者の復職を支援するなど、引き続き、介護人材の確保 

   促進を図る。 

  ・介護人材の職場定着を図るため、介護現場における業務の切分けと役割分担の明 

   確化、介護ロボット・ＩＣＴの導入支援など業務の効率化による介護職員の負担 

   軽減などにより働きやすい環境を整備する。 

  ・介護の仕事の魅力をＰＲすることにより、介護の職場への関心を高めるなど介護 

   のイメージアップに取り組み、介護人材の確保・定着・イメージアップを一体的 

   に実施する。 

  ・多様な介護ニーズに的確に対応するため、それぞれのニーズに応じたきめ細かな 

   研修などを実施し、介護人材の専門性の向上を図る。 

 

  【定量的な目標値】 

   介護従事者の確保に関する主な目標値は以下のとおり。 

・優良介護事業所認証事業所数 150 事業所 

・介護の魅力ＰＲ活動 100 回程度 

・介護職員初任者研修参加者数 50 人 

・介護未従事者の入門的研修等への新規参加数 500 人 

 
・ 計画期間 

令和４年４月１日～令和５年３月３１日 
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□埼玉県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
     ・在医総管届出数       766 か所（H28） → 894 か所（R4） 
    ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 874 か所（R4） 
     ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 12.6％（R3.4） → 9.5％（R5.4） 
 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
   第８期埼玉県高齢者支援計画に基づき、介護保険施設等の整備が図られた。 
  ・特別養護老人ホーム  307 人分 
 
    介護施設等の整備に関する主な達成状況は以下のとおり。 
  ・地域密着型サービス等の整備 
   地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ２９床 
   認知症高齢者グループホーム １２施設 
   
  ・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 
   広域型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ ９２７床 
   ケアハウス １７４床 
   
  ・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金支援 
   特別養護老人ホーム  １施設 
 
  ・既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援 
   特別養護老人ホームのプライバシー保護改修 ５２床 
 
  ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 
   介護施設等へのゾーニング環境等の整備に係る経費等の支援 ５７施設 
 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
   ・新人看護職員の離職率の低下  6.1%（H30） → 12.6%（R3） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（H30） → 13.3%（R3） 

   ・認定看護師数の人数 732 人(R3) → 752 人(R4) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     82.1％(R1） → 80.9％（R4） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     3.4％(H27) → 3.4％(R4 速報値) 
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 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
  ・介護資格のない者、高齢者、生活スタイルに合わせて働きたい者、外国人などの 
   就労支援や離職中の有資格者の復職を支援するなど、介護人材の確保促進が図ら 
   れた。 
  ・介護人材の職場定着を図るため、介護現場における業務の切分けと役割分担の明 
   確化、介護ロボット・ＩＣＴの導入支援など業務の効率化による介護職員の負担 
   軽減などにより働きやすい環境の整備が促進された。 
  ・介護の仕事の魅力をＰＲすることにより、介護の職場への関心を高めるなど介護 
   のイメージアップに取り組み、介護人材の確保・定着・イメージアップを一体的 
   に実施した。 
  ・多様な介護ニーズに的確に対応するため、それぞれのニーズに応じたきめ細かな 
   研修などを実施し、介護人材の専門性の向上が図られた。 
 
   介護従事者の確保に関する主な達成状況は以下のとおり。 

・優良介護事業所認証事業所数 48 事業所 
・介護の魅力ＰＲ活動 95 回 
・介護職員初任者研修参加者数 37 人 
・介護未従事者の入門的研修等への新規参加数 120 人 

 

 ２）見解 

おおむね順調に推移しており、翌年度以降も引き続き計画に基づき取り組むことと

する。 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.1（医療分）】地域包括ケア推進のための在

宅医療提供体制充実支援事業 

【総事業費】 

27,890 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県医師会、郡市医師会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想において、令和７年に在宅医療等の必要量が平成25

年の約 1.8 倍になるなど、需要の大幅な増加が見込まれている。 

在医総管届出数 766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所

（R5） 

事業の内容（当初計画） ・新たに訪問診療を実施したいと考える医師を対象とした、在

宅医療に関する基本的知識・技術を身に付けるための研修会を

実施する。（県医師会） 
・在宅医療を検討する医師向けに、訪問診療に同行する研修会

を開催する。また、あわせて緩和ケア病棟の回診同行を実施

し、在宅緩和ケアを実施する医師を養成する。（県医師会） 
・ＡＣＰの普及啓発、及びＡＣＰを実践できる人材を育成する

ための研修会を実施する。（30 郡市医師会） 
・在宅医療連携拠点の機能強化、コーディネーターの資質向上を

図るための研修会を実施する。（県） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅医療を実施する医師を養成するための研修 ６回 
訪問診療等に同行する研修 ３０回 
郡市医師会によるＡＣＰ普及啓発、研修会の開催 30 郡市医師会 
在宅医療連携拠点コーディネーター研修会の開催 ２回 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療を実施する医師を養成するための研修 5 回 

訪問診療等に同行する研修 17 回 

郡市医師会によるＡＣＰ普及啓発、研修会の開催 26 郡市医師会 

在宅医療連携拠点コーディネーター研修会の開催 2 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
在医総管届出数 884 か所(R3)→894 か所（R4) 

（１）事業の有効性 
在宅医療に関する基本的知識・技術を身に付けるための研修会の実

施や在宅医療連携拠点の機能強化のための研修会の開催など、在宅
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医療を行う医師の養成及び在宅医療提供体制の充実につなげた。 
 一方、アウトカム指標の在医総管届出数は下回っている。在宅医

療を行わない理由として、現場・実務への不安感があげられている

ことから、これまでの取組に加えて、実際に現場を体験する研修を

実施するなど取組を強化し、アウトカム指標の達成に努めた。 
（２）事業の効率性 
在宅医療連携拠点コーディネーター研修などを通して、各拠点の横

連携が広がることで、退院支援の具体的な事例、地域包括支援セン

ター等との連携状況などを共有し、全体のレベルアップにつながっ

た。 
【指標未達成の理由】 
「訪問診療を担う医師の不足」や「24 時間対応などの負担が大

きい事」が在宅医療参入の障壁になっていると考えられるため、

引続き、目標達成に向けて参入障壁を取り除く取組を実施してい

く。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.2（医療分）】 

 在宅医療体制強化事業費 
【総事業費】 

2,994 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想において、令和７年に在宅医療等の必要量が平成25

年の約 1.8 倍になるなど、需要の大幅な増加が見込まれている。 

 在医総管届出数 766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所

（R5） 

事業の内容（当初計画） ・埼玉県地域保健医療計画推進協議会在宅医療部会を開催し、

在宅医療を推進するための施策の方向性や具体的取組について

検討する。 
・保健所管轄区域の在宅医療を推進するため、保健所による医

療・介護連携会議を運営する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

埼玉県地域保健医療計画推進協議会在宅医療部会の開催 ７回 
保健所による医療・介護連携会議の開催 ９回 

アウトプット指標（達成

値） 

埼玉県地域保健医療計画推進協議会在宅医療部会の開催 １回 

保健所による医療・介護連携会議の開催 １回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
在医総管届出数 884 か所(R3)→894 か所（R4) 

（１）事業の有効性 
保健所単位で在宅医療推進のために必要となる多職種協議の場

をつくることで、市町村を含め地域の在宅医療提供体制の充実に

つながった。在宅医療連携拠点のコーディネーターが会議に参加

することで、より現場の課題やニーズを共有することができた。 

 一方、アウトカム指標の在医総管届出数は下回っている。アウ

トカム指標を達成するために、在宅医療部会を開催し、より有効

的な取組について検討する。 

（２）事業の効率性 
県内の在宅医療の水準の底上げにつながったほか、保健所、市町村、

医師会、介護事業所等による行政を主体とする協議の場ができたこ

とにより、情報共有が円滑に行われるようになった。 
【指標未達成の理由】 
「訪問診療を担う医師の不足」や「24 時間対応などの負担が大

きい事」が在宅医療参入の障壁になっていると考えられるため、
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引続き、目標達成に向けて参入障壁を取り除く取組を実施してい

く。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.3（医療分）】 

在宅緩和ケア充実支援事業 

【総事業費】 

10,205 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、郡市医師会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想において、令和７年に在宅医療等の必要量が平成25

年の約 1.8 倍になるなど、需要の大幅な増加が見込まれている。 

在医総管届出数 766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所

（R5） 

事業の内容（当初計画） ・在宅緩和ケア推進検討委員会を開催し、在宅緩和ケアを推進

するための施策の方向性や具体的取組について検討する。（県） 
・郡市医師会ごとに、がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関

等との連携体制を強化するための会議や、適切に在宅緩和ケアを

提供できる人材を育成するための研修会を開催する。（30 郡市医

師会） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅緩和ケア推進検討委員会の開催 ５回 
郡市医師会による在宅緩和ｹｱに関する会議、研修会の開催 30
郡市医師会 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅緩和ケア推進検討委員貴の開催 ２回 

郡市医師会による在宅緩和ｹｱに関する会議、研修会の開催 

２５郡市医師会 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
在医総管届出数 884 か所(R3)→894 か所（R4) 

（１）事業の有効性 
緩和ケアの処方マニュアルの作成など緩和ケアに関して、在宅医療

を行う医師の不安・負担を軽減する具体的な取り組みを検討した。 
 また、緩和ケアを提供する病院と地域の医療機関の連携体制構築

のための会議の開催や在宅緩和ケアの研修を郡市医師会で実施する

ことで、在宅緩和ケアが必要な患者を地域で支える体制整備を支援

した。 

（２）事業の効率性 
県で実施した実態調査を踏まえ、在宅緩和ケア推進検討委員会で

施策の方向性や具体的取組を検討することで、効果的な施策を実

施している。 
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【指標未達成の理由】 
「訪問診療を担う医師の不足」や「24 時間対応などの負担が大

きい事」が在宅医療参入の障壁になっていると考えられるため、

引続き、目標達成に向けて参入障壁を取り除く取組を実施してい

く。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.4（医療分）】 

在宅医療の安全確保対策事業 

【総事業費】 

68,231 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、在宅医療関係機関（医療機関、歯科医療機関、薬局、訪

問看護ステーション、栄養ケアステーション等） 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、医療・介護の需要が高まっているが、

在宅医療・介護現場において、患者・家族からの暴力・ハラスメ

ントを受けている実態があるため、在宅医療従事者が安心して働

き続けることができる体制を確保する。 

在医総管届出数 766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所（R5） 

訪問看護職員数       2,133 人（H28）→3,414 人（R4） 

在宅歯科医療実施登録機関数  866 か所（R1）→1,180 か所（R4） 

地域連携薬局認定数         500 薬局（R5） 

事業の内容（当初計画） 複数人訪問費用補助（訪問看護ステーション） 
患者・家族からの暴力・ハラスメント相談を受ける専用窓口の

設置等（埼玉県） 
安全確保対策を講じるための費用の補助（在宅医療機関等） 
行政、医師会、警察との連携会議の実施、暴力・ハラスメント防

止の啓発及び医療従事者向け研修（埼玉県） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

複数人訪問費用補助件数 690 件／年 
在宅医療従事者への暴力・ハラスメント専用相談の実施 1,042
件／年 
安全確保対策を講じるための費用の補助 1,443 件／年 
行政、医師会、警察との連携会議 5 回／年 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療従事者への暴力・ハラスメント専用相談の実施 6件／年 

安全確保対策を講じるための費用の補助 128 件／年 

行政、医師会、警察との連携会議 2 回／年 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
在医総管届出数 884 か所(R3)→894 か所（R4) 

（１）事業の有効性 
 安全確保対策には複数の対策を複合的に実施することで効果的に

なると考えており、そのため今回の事業を実施することで有効性の

高い取組につながる。 
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（２）事業の効率性 
 本県で実施したアンケート結果や事件発生場所のふじみ野市・東

入間医師会並びに県医師会など関係機関との意見交換、日本医師会

の提案などを踏まえて、効果が見込まれるものを実施している。 
【指標未達成の理由】 
「訪問診療を担う医師の不足」や「24 時間対応などの負担が大

きい事」が在宅医療参入の障壁になっていると考えられるため、

引続き、目標達成に向けて参入障壁を取り除く取組を実施してい

く。 
その他  

 

 

  



   

15 
 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.5（医療分）】 

在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整

備事業 

【総事業費】 

4,174 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県歯科医師会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護

サービスが供給できるよう在宅歯科医療に係る提供体制の強化

が必要。 

在宅歯科医療実施登録機関数の増加 

785 か所（H30） → 1,180 か所（R4） 

事業の内容（当初計画） ・県民の在宅歯科医療に関する相談及び受診調整（地域在宅歯

科医療推進拠点（地域拠点）のバックアップ機能） 
・各推進拠点の相談業務に関する助言指導及び支援、実績統計 
・「地域在宅歯科医療推進体制整備事業」に関連して実施される

研修会や会議等の運営 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・在宅歯科医療に関する相談及び受診調整件数の増加 
 1,832 件（R2）→ 2,000 件（R4） 
・がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、精神疾患（認知症を含む）に

関する研修会の実施 
 2 回*（R2）→ 5 回*（R4） 
 *WEB 開催(DVD 等による個別研修を除く) 

アウトプット指標（達成

値） 

・在宅歯科医療に関する相談及び受診調整件数の増加 

 1,832 件（R2）→ 1,608 件（R4） 

・がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、精神疾患（認知症を含む）に

関する研修会の実施 

 2 回*（R2）→ 4 回*（R4） 

 *WEB 開催(DVD 等による個別研修を除く) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30）→ 874 か所（R4) 

・高齢化による廃院や診療規模縮小に伴う辞退。また、新規登録歯

科医療機関を増やすため研修会回数を増やすも、研修レベルが高度

であることから、登録済み歯科医療機関の再受講（学び直し）ケー

スが多く、思うように登録機関数が伸びていない。 

高齢化社会の更なる進展を踏まえると、在宅歯科に対応できる歯科

の増加は必要かつ有効であることから、登録機関数の増加に結び付
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くような研修会の実施手法を検討していく。 

【指標未達成の理由】 

新型コロナ感染症の影響が残り、受診控えがあったため。また、感

染拡大期に、感染防止のため研修会の実施を控えたため。 

 

（１）事業の有効性 
地域医療や介護等における歯・口腔の健康管理の重要性が広く知ら

れるようになり、病院・施設等の現場から日常的口腔ケアに関する

相談や専門的口腔ケアの要望等が増加している。 
 これら病院・施設等の多職種と顔の見える関係が構築されること

で、相互協力の体制整備が図られた。 
 一方で、在宅歯科医療の担い手である歯科医師の高齢化が顕在化

していることから、若手歯科医師の登録増を目指し、大学病院等の

専門家と連携したサポート体制の構築に向け検討を行う。 
（２）事業の効率性 
地域医療や介護等に関わる多職種の専門的口腔管理や治療への理解

が深まり、各者からの相談・要望が増えてきていることから、相互

協力をより一層進めていくための研修会や会議等を開催した。 
 これにより、地域における多職種と歯科医療関係者との連携・協

力体制構築が進み、地域包括ケアシステムにおける医療等提供体制

の効率化が図られる。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.6（医療分）】 

訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等

の実施 

【総事業費】 

21,128 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会、埼玉県訪問看護ステーション協会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、医療・介護の需要が高まっており、

在宅医療の要である訪問看護師の確保・育成が急務となってい

る。 

アウトカム指標：訪訪問看護職員数 

        2,133 人（H28 年末）→3,414 人（R4 年末） 

事業の内容（当初計画） 訪問看護ステーションに関わる人材の育成を行うことで在宅医

療の充実、促進を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・訪問看護師育成プログラム普及事業の参加者数 330 人 
・訪問看護ステーション体験実習事業の実習参加者数 230 人 
・介護施設への認定看護師派遣事業の派遣回数 100 回  

アウトプット指標（達成

値） 

・訪問看護師育成プログラム普及事業の参加者数 356 人 

・訪問看護ステーション体験実習事業の実習参加者数 92 人 

・介護施設への認定看護師派遣事業の派遣回数 70 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
訪問看護職員数 3,119 3,280 人（R4 年度末）※R4 年末は集計中 

県内の訪問看護ステーション数 

610 事業所（R4.3.1）→690 事業所（R5.4.1） 

（１）事業の有効性 
県内の訪問看護ステーションに勤務する訪問看護職員数と県内

の訪問看護ステーション数及び機能強化型訪問看護ステーショ

ン数が右肩上がりに増加している。 
（２）事業の効率性 
体験事業や研修事業は、これら事業の実施に実績のある埼玉県看

護協会及び埼玉県訪問看護ステーション協会に委託しており、着

実に成果が出ている。 
【アウトプット指標が未達成の理由】 
・訪問看護ステーション体験実習事業について、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大予防が求められたことにより、当初の実習

を一部中止したため。 
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・介護施設への認定看護師派遣事業について、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大予防の影響により、派遣施設数が当初の見込

みを下回ったため。 
その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.7（医療分）】 

小児在宅医療推進事業 

【総事業費】 

8,364 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉医科大学総合医療センター 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内のＮＩＣＵが常に満床等の理由により、本県の周産期医療は

他都県に依存した状況にある。そのため、ＮＩＣＵから在宅への

移行を促進し、ＮＩＣＵの空床を確保する必要がある。 

ＮＩＣＵから在宅への移行を促進することにより、ＮＩＣＵ長期

入院患者数割合（ＮＩＣＵ病床数に占める割合）を減少させる。 

12.6%（R3.4）→11.6%（R5.4） 

事業の内容（当初計画） 小児在宅医療の担い手を拡大するための研修の実施、関係者の連

携体制構築。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

各種研修会・講習会の参加者数（150 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

埼玉県小児在宅医療支援研究会（全４回） 参加者 2,072 人 

その他講習会（５種） 参加者 734 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：NICU 長期入院患者数の減少 

12.6%（R3.4）→9.8%（R5.4） 

（１）事業の有効性 
全県の医師、看護師及び相談支援専門員等を対象とした研修会、講

習会を開催し、小児の在宅医療を担う人材の育成を行うことで、医

療依存度の高い小児が地域で安心して療養できるよう、小児の在宅

医療体制の整備を進めることができたと考える。 
（２）事業の効率性 
平成２３年から埼玉県小児在宅医療支援研究会を立ち上げ、独自に

ネットワーク構築を図ってきた埼玉医科大学総合医療センターに同

事業を委託することにより、関係機関の関係づくりを円滑に進める

など、小児の在宅医療体制の整備を効率的に実施できたと考える。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.8（医療分）】 

精神障害に対応したアウトリーチ事業 

【総事業費】 

28,528 千円 
事業の対象となる区域 １ 県央区域、川越比企区域（うち、東松山市、滑川町、嵐山町、小川

町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村）、利根区域（うち、行田市、加

須市、羽生市） 

２ 南部区域（戸田市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見

市、ふじみ野市、三芳町） 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

入退院を繰り返す精神障害者、自らの意思では医療や福祉につな

がりにくい精神障害者への支援が必要とされている。 

精神障害者の警察官通報等件数 883 人（H26）→ 1,454 人（R2) 

  うち、措置入院になった方 470 人（H26）→  519 人 (R2） 

  地域移行後、１年以内に再入院する方 推計 289 人(H29) 

県内精神障害者の地域移行後の再入院率 33 ％(H29）→ 30％

(R4） 

事業の内容（当初計画） 精神科医療機関に多職種チームを設置し、退院支援や地域生活に

あたり、処遇が困難な精神障害者の受付業務を行い、既存の医療

や福祉サービスにはない多職種による訪問支援によって地域生

活を支える。また、医療機関、保健所、精神保健福祉センター等

と連携し、アウトリーチの手法を地域で共有し、精神障害者が住

みやすい地域支援体制を構築する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

２か所のアウトリーチチームを設置。年間延べ 288 事例 

（一月あたり 24事例）に対し、週１～２回の訪問支援を実施。 

アウトプット指標（達成

値） 

２か所のアウトリーチチームを設置。年間延べ 447 事例 

に対し、計 1,123 件の訪問を実施。 

 

県央圏域では、９４名（継続４６名、新規４８名）の対象者に 

８３３回の訪問支援を実施し、２５名が終了した。 

県南西部圏域では、２５名（継続１２名、新規１３名）の対象者 

に２９０回の訪問支援を実施し、２名が終了した 

事業の有効性・効率性 アウトリーチ支援事業の結果、令和４年度の新規支援事例 61 名中

56 名(91.8%)に成果（精神科医療や障害福祉サービスへのつなぎ、

生活の安定等）が得られた。 

 



   

21 
 

（１）事業の有効性 
メンタルヘルス課題を抱える当事業に対し、アウトリーチを行

い、障害故の生活上の困難さに対する支援や医療への繋ぎ等を行

い、安定した在宅生活の維持に繋がった。 
（２）事業の効率性 
地域に根差した医療機関へ委託し、ＰＳＷやピアサポーターを中

心とした多職種チームの活動により、専門的な見立てや必要な支

援の実施や連携等、効率的に実施できた。 
その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.7（介護分）】 

埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 
埼玉県施設開設準備経費等支援事業 
新型コロナウイルス感染症対策事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,011,619 千円 

事業の対象とな

る区域 

全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進 

事業の内容（当初

計画） 
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等にお

ける感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費等の支援

を行う。 
 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①②地域包括ケアシステムの構築に向けて、第８期介護保険事業支援計

画等において予定している、以下の地域密着型サービス施設等の整備に

対し支援を行う。（28 施設） 

③新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等にお

ける感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費等の支援

を行う（103 施設分）。 
 

アウトプット指

標（達成値） 

令和４年度 

①②１５施設 

③５７施設 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス

提供体制の整備を促進 

（１）事業の有効性 
 県内の介護サービス提供体制の整備が促進された。 
（２）事業の効率性 
 施設や市町村担当者に対し事業を周知し、円滑な促進が図られた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.10（医療分）】 

中核的医療機関機能維持・強化支援事業 

【総事業費】 

59,798 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師不足が深刻な地域があることから、拠点となる病院に大学病院

等から医師の派遣を受け、診療体制の維持、強化を図る必要がある。 

・寄附講座により診療体制の維持・強化が図られた病院・診療科

数 

 2 病院・診療科(R3) → 3 病院・診療科（R4) 

・大学病院等から当直医の派遣を行ったことにより輪番空白日

が解消された拠点病院数 6 病院（R3) → 7 病院（R4) 

事業の内容（当初計画） 大学医学部に寄附講座を設置し県内病院への医師派遣を図り診療体

制の維持を図る。また、大学病院等の小児科医などの医師を地域の

拠点病院に当直医として派遣し救急医療体制の強化を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・設置する寄附講座数 2 講座(R3) → 3 講座(R4) 
・大学病院等からの当直医派遣回数 268 回（R3) → 332 回

（R4） 

アウトプット指標（達成

値） 

・設置する寄付講座数 2 講座(R3) → 3 講座(R4) 

・大学病院等からの当直派遣回数 301 回（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
・寄附講座により診療体制の維持・強化が図られた病院・診療科 

 → 3 病院・診療科 

・大学病院等から医師派遣を行ったことにより輪番空白日が解消さ

れた拠点病院数 → 6病院 

（１）事業の有効性 
拠点となる病院に大学病院等から医師の派遣を受け、診療体制の維

持、強化を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
県内の医師不足の実情を把握している県が、真に医師を必要とする

地域の拠点病院等へ医師派遣等を実施することで、効率的に事業を

実施し、最大限の効果を発揮することができる。 
【アウトプット指標・アウトカム指標が未達成の理由】 
医師の働き方改革の影響により、派遣回数が当初の想定を下回った

ため。 
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その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.11（医療分）】 

地域医療支援センターの運営 

【総事業費】 

10,134 千円 
事業の対象となる区域 県全域（主に医師不足地域） 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人口 10 万人当たりの医師数が全国最下位（169.8 人）であり、とり

わけ産科、小児科、救急に勤務する医師が不足している。また県内

における医師偏在も解決の必要がある。 

埼玉県総合医局機構の施策により確保し医師が不足している地域

や診療科で勤務する医師数 172 人(R3)→232 人(R4) 

事業の内容（当初計画） 医師バンクの運営、高校生の志養成、若手医師の県内誘導・定着

促進 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医師確保数見込み 147 人 
・キャリア形成プログラムの作成数 24 件 
・キャリア形成プログラム参加医師数の割合 100.0％ 

アウトプット指標（達成

値） 

・医師確保数 125 人 

・キャリア形成プログラムの作成数 24 件 

・キャリア形成プログラム参加医師数の割合 100.0％ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
埼玉県総合医局機構の施策により確保した医師が173人(R3年)から

201 人(R4 確定値)に増加した。 

（１）事業の有効性 
本事業により、医師が不足している地域や診療科で勤務する医師が

増加し、医師の県内誘導、定着促進が図られた。 
（２）事業の効率性 
県、県医師会、県内医療機関、県立大学、大学病院、関係団体など

が一体となって医師確保対策に取り組む埼玉県総合医局機構（地域

医療支援センター）においては、「医師の確保」と「医師への支援」

の２本柱として、医師の地域偏在、診療科偏在に効率的に取り組ん

でいる。 
【アウトプット指標・アウトカム指標が未達成の理由】 
主に奨学金による義務従事人数が、留年や猶予により当初の想定を

下回ったため。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.12（医療分）】 

勤務環境改善支援センターの運営 

【総事業費】 

7,213 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師等の離職防止や医療安全の確保を図るため、医療機関自らが勤務環

境改善に取り組んでいく必要がある。 

アウトカム指標：勤務環境改善支援センターや埼玉県総合医局機構

の施策により確保した医師が不足している地域や診療科で勤務する医

師数 172 人(R3)→232 人(R4) 

事業の内容（当初計画） 医療機関の勤務環境改善の取組を支援するため、診療報酬や医事法制な

ど医療に関する制度、組織マネジメントなどの経営管理、関連補助制度

の活用などについての相談窓口を運営する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

医療機関からの相談件数 20 件 

アウトプット指標（達成

値） 

医療機関からの相談対応実績：156 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
勤務環境改善支援センターや埼玉県総合医局機構の施策により確保

した医師が 173(R3)人から 201 人(R4)に増加した。 

（１）事業の有効性 
センターの運営により、医療機関へ助言等の必要な支援を行うこと

で、医療機関の勤務環境改善に向けた取組の促進が図られた。 
 
（２）事業の効率性 
日本医療経営コンサルタント協会埼玉支部、県社会保険労務士会と

連携することにより、効率的なセンターの運営を行った。 
 
【アウトカム指標が未達成の理由】 
主に奨学金による義務従事人数が、留年や猶予により当初の想定を

下回ったため。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.13（医療分）】 

女性医師等の離職防止や再就業の促進 

【総事業費】 

13,650 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県医師会、医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

女性医師の数は年々増加している一方、出産や育児を契機に離職す

るケースも多く、離職防止や復職に向けた支援が必要である。 

アウトカム指標： 

代替医師による就業継続女性医師数 31 人(R2 実績)→32 人(R4） 

事業の内容（当初計画） 埼玉県女性医師支援センターの効果的な運用を行うとともに、女性

医師の短時間雇用を実施する際の代替医師雇用を促進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

女性医師相談窓口の開設 12 か月 

補助制度を利用する医療機関 ５機関 

アウトプット指標（達成

値） 

女性医師相談窓口の開設 12 ヵ月 

補助制度を利用する医療機関 ６機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
代替医師による就業継続女性医師数 43 人 

（１）事業の有効性 
代替医師による女性医師の就業継続を支援したことで、女性医師の

離職防止や再就業の促進が図られた。 
（２）事業の効率性 
埼玉県女性医師支援センターでは、県内病院の研修内容や指導体制、

取得可能な専門医資格などの情報を一元的に管理しているため、効

率的に女性医師に対する情報提供等の支援ができている。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.14（医療分）】 

不足している診療科の医師確保支援事業 

【総事業費】 

61,000 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県内医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

産科、小児科（新生児医療）を担当する医師等の不足により診療

体制の維持が困難な病院が増加している。 

産科医等手当支給支援事業補助施設の産科・産婦人科医指数(常勤換

算) 

176.0 人(R2) → 維持(R4) 

分娩 1,000 件当たりの分娩取扱医師数 7.4 人(H29)→維持(R4) 

新生児集中治療室(NICU)173 床(R3.4.1)→維持(R5.4.1) 

事業の内容（当初計画） 産科・小児科の医師の処遇改善を推進することにより離職を防止

し、診療体制を維持する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

手当支給件数  18,300 件(産科 16,950 件、小児 1,350 件) 

手当支給施設数 50 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

手当支給件数  16,619 件(産科 15,426 件、小児 1,193 件) 

手当支給施設数 50 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
・産科医等手当支給支援事業補助施設の産科・産婦人科医師数(常勤

換算) 176.0 人（R2年度）→206.1 人（R4 年度） 

・分娩 1,000 件当たりの県内分娩取扱医師数 

県内指標は厚生労働省の医療施設調査の数値を参照している。当調

査は 3 年ごとに実施されており、次回は令和 5 年の数値が令和 6 年

に公表される見込み。 7.4 人(H29 年)→9.2 人(R2 年) 

・新生児集中治療室(NICU) 173 床(R3.4.1)→174 床(R5.4.1) 

※参考値 

（県内出生数に対する分娩取扱数の割合 97.0%(R2)→100.5%(R4)） 

（１）事業の有効性 
事業を通じ、医師の処遇改善や負担軽減等を図ることで、医師の離

職防止及び県内定着を促進することができる。 
（２）事業の効率性 
当事業では、市町村が補助事業者となり、県からの交付に上乗せ補

助が可能である。令和４年度はさいたま市、行田市、北本市が上乗

せ補助を実施しており、効率的に病院に対する支援ができた。また、
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上乗せ補助の場合、当該市町村を通じ、一括して交付するなど効率

的な運営に努めた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.15（医療分）】 

休日・夜間の小児救急医療体制の整備 

【総事業費】 

249,040 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

全ての地域において、休日・夜間含め小児の救急患者が適切な医

療を受診できる体制が必要とされている。 

アウトカム指標：小児救急患者のうち、医療機関への受入照会

が４回以上となる患者の割合の低下 3.4%(H27)→2.0%(R5) 

事業の内容（当初計画） 県北地域等の医療資源が不足する地域の救急医療の充実・強化及

び救急医療機関の負担軽減を図るため、救急医療機関等の運営に

対する助成を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

全ての二次救急医療圏において、夜間や休日も小児二次救急患者

に対応できる体制を整備する。（１４医療圏中１４医療圏） 

アウトプット指標（達成

値） 

全ての二次救急医療圏において、夜間や休日も小児二次救急患者

に対応できる体制を整備する。（１４医療圏中１３医療圏） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数 4 回以上の割合 

3.4 %(R4 年速報値) 

（１）事業の有効性 
休日・夜間の小児救急医療体制を整備することにより、休日・夜

間における小児救急患者の受入れが円滑に実施されているため、

事業の有効性がある。 
（２）事業の効率性 
より効果的に事業を実施するには、全ての小児二次医療圏におい

て、夜間や休日も小児二次救急患者に対応できる体制を整備する

必要がある。 
 
【指標未達成の理由】 
・アウトプット指標 
夜間や休日も小児二次救急患者に対応できる体制を整備するた

め、保健所や地元市、地域の医療機関と協議をし、改善する部分

もあったが、受入医療機関の確保ができなかったため。 
・アウトカム指標 
新型コロナウイルス感染症拡大等による救急搬送件数の増加に
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加え、発熱患者の受入等受入体制が通常時と異なったため。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.16（医療分）】 

小児専門医等の確保のための研修の実施 

【総事業費】 

12,612 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉医科大学総合医療センター 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療機関において、小児集中治療室に従事する小児の救命救急医

療及び集中治療に習熟した小児科医や看護師の数が不足してい

る状況にあることから、専門性の高い医療従事者の確保のための

研修の実施を支援する。 

小児集中治療室に従事する小児の救命救急医療及び集中治療に

習熟した小児科医や看護師の増加により、小児救急搬送で４回以

上の受入照会を行った割合を低下させる。 3.4%(H27)→

2.0%(R5) 

事業の内容（当初計画） 小児集中治療室で従事する小児の救命救急医療及び集中治療を

担う医師等を養成し、確保するための研修に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修参加者数（３０人） 

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者数（４８人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数 4 回以上の割合 

3.4%(R４年速報値)  

（１）事業の有効性 
当該研修は本県の小児医療現場における専門性及び質の確保・充

実に寄与しており、救急患者の円滑な受入れと適切な集中治療の

実施につながっているため、事業の有効性がある。 
（２）事業の効率性 
より効率的に事業を実施するためには、研修受講者数をさらに確

保する必要がある。 
 
【指標未達成の理由】 
新型コロナウイルス感染症拡大等による救急搬送件数の増加に

加え、発熱患者の受入等受入体制が通常時と異なったため。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.17（医療分）】 

電話による小児患者の相談体制の整備 

【総事業費】 

69,353 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県看護協会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症者の割合が高

く、真に救急を必要とする小児の患者の受入れが困難となる恐れ

がある。 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

82.1%(R1) → 81.0％(R4) 

事業の内容（当初計画） 子供の急な病気やけがについて、家庭での対処方法や医療機関の

受診の必要性をアドバイスする小児救急電話相談事業を実施す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

年間電話相談件数 100,000 件 

アウトプット指標（達成

値） 

年間電話相談件数 115,821 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合  

80.9%（R４年度） 

（１）事業の有効性 
相談対応のうち約６５％が安静して様子を見るなど、家庭での対

応で事なきを得ており、子供の休日や夜間における急な病気やケ

ガに対する保護者の不安を解消するとともに軽症の小児患者の

受診を抑え、救急医療機関の負担軽減を図ることができたと考え

る。 
（２）事業の効率性 
事業を委託により実施することより、小児科看護の経験を持つ相

談員の確保及び相談の実施等にいて、効率的な執行ができたと考

える。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.18（医療分）】 

救急や内科をはじめとする小児科以外の医師

等を対象とした小児救急に関する研修の実施 

【総事業費】 

1,285 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県医師会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症患者の割合が高

く、真に救急を要する小児の患者の受入が困難となる恐れがあ

る。 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

82.1%(R1) → 81.0％(R4) 

事業の内容（当初計画） 内科医等で小児患者を診察する可能性のある医師を対象として、

小児の初期救急患者に対応するための知識、技術の習得を目的と

し、実技研修を含め実践的な研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修受講者人数 100 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修参加者数（60 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合 

80.9%（R４年度） 

（１）事業の有効性 
第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合が減少してい

ることから、事業の有効性がある。 
（２）事業の効率性 
より効率的に事業を実施するためには、研修受講者をさらに確保す

る必要がある。 
 
【指標未達成の理由】 
新型コロナウイルス感染症拡大により、研修会の実施回数が減少し

たため。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.19（医療分）】 

看護師等養成所における教育内容の向上を図

るための体制整備 

【総事業費】 

682,471 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる医療需要に対応するため、看護職員確保が重要

な課題となっている。 

アウトカム指標：看護職員数 

       70,000 人（R2）→72,000 人（R4） 

事業の内容（当初計画） 看護師等養成所における教育内容の向上を図るため、専任教員の配置や

実習経費など養成所の運営に対する支援を行う。また、専任教員の教授

方法の研修や教育実践能力の向上を図るための専任教員養成講習会を

実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助対象養成所の課程数（50 課程） 

実習指導者講習会等の受講者数 （80 人） 

専任教員養成講習会の受講者数（30 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

補助対象養成所の課程数（43 課程） 

実習指導者講習会等の受講者数 （114 人） 

専任教員養成講習会の受講者数（21 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
看護職員数 68,722 人（H30)→71,283 人（R2） 69,532 人（R4） 

※R4 年末の数値は集計中 

（１）事業の有効性 
看護師等養成所に勤務する看護教員、病院に勤務する実習指導者

の資質向上により、基礎看護教育の養成力の強化、充実が図られ

た。また、学校運営の安定により、看護基礎教育が充実し、臨床

現場で即戦力となる看護職を育成した。 
（２）事業の効率性 
埼玉県全体での実施により、現場に対応でき、優れた能力を発揮

できる看護師等の確保を効率的にできたと考える。また、国家試

験合格率および県内就業率を補助額に反映させることにより、県

内に従事する看護職の増加を効率的に増加させた。 
【アウトプット指標が未達成の理由】 
各事業において、申込件数が想定を下回ったため。 

その他  



   

36 
 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.20（医療分）】 

新人看護職員の質の向上を図るための研修の

実施 

【総事業費】 

73,343 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県看護協会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

養成施設での基礎教育修了時の能力と、現場で求められている臨

床実践能力との乖離が、新人看護職員の離職の一因となってい

る。離職防止のため、臨床実践能力獲得の支援が必要。 

アウトカム指標：新人看護職員の離職率の低下 
       6.1%（H30） → 6.1%未満（R4） 

事業の内容（当初計画） 国のガイドラインに沿った新人看護職員研修の普及を図るため、

同研修を実施する病院等に対し事業費を補助する。また、新人看

護職員を一堂に集めた合同研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

新人研修の参加者数（2,500 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

新人研修の参加者数（2,268 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
新人看護職員の離職率：12.6%(R3)  ※R4 年度は集計中 

（１）事業の有効性 
各医療機関が国のガイドラインに沿った新人研修を実施している。

また、新人研修が自施設で完結できない場合でも研修が受けられる

よう外部組織に委託している。当該補助金により、看護の質の向上、

早期離職防止につながっている。 
（２）事業の効率性 
国のガイドラインに沿った新人研修を実施した医療機関に対し、事

業の一部を補助している。これにより、新人看護職員は基本的な臨

床実践能力を獲得し、看護の質の向上及び早期離職防止につながり

効率性の高い事業が実施されている。 
【アウトプット指標が未達成の理由】 
自施設での研修実施、開催時期、本人の業務状況などといった複合

的な要因により合同研修への未参加者が生じ、未達成となったと考

えられる。目標に対して約 90％達成しているものの、県でも更に周
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知を行うなど、受講者確保に取り組んでいく。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.21（医療分）】 

看護職員の資質の向上を図るための研修の実

施 

【総事業費】 

24,660 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県看護協会、日本精神科看護協会埼玉県支部 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展などにより、医療の高度化や在宅医療に係る医療供

給体制の充実が急務であり、当該現場に従事する看護職員の資質向上を

図ることが必要。 

アウトカム指標： 認定看護師数の人数 732 人(R3)→ 752 人(R4) 

事業の内容（当初計画） がん医療、訪問看護等の高度・専門分野における質の高い看護職員を育

成するため、研修の実施や認定看護師の資格取得支援及び派遣、支援等

を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認定看護師派遣（110 回）、資格取得支援（20 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

認定看護師派遣：87 回 

資格取得支援：20 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
県内認定看護師の人数が 732 人から 811 人(R3～R4)に増加した 

（１）事業の有効性 
資格取得支援の実施により、着実に県内認定看護師数の増加が図ら

れた。 
専門的知識を持つスペシャリストが、医療の現場で困惑している看

護師に対し、研修を行うことにより看護職員の資質向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
専門的知識を持つスペシャリストが、専門性の高い研修を必要とし

ている医療機関等に対し、県内各地で研修を行うことにより、多数

の看護職員が参加することができ、効率的な執行ができたと考える。 
【アウトプット指標が未達成の理由】 
認定看護師派遣は、外部講師として他施設で研修を行う事業である。

コロナ禍の影響により外部講師を招く研修の実施を見送る情勢にな

ったため、派遣依頼数も減少し、実績が指標到達には至らなかった

と考えている。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.22（医療分）】 

医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 

【総事業費】 

31,005 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療や介護をより多く必要とする高齢者の増加や医療技術の高度化、手

厚い看護を求める社会ニーズなどにより、県内看護職員の確保、定着促

進が重要な課題となっている。 

アウトカム指標：看護職員数 

        70,000 人（R2）→72,000 人（R4） 

事業の内容（当初計画） 看護職員を対象とした無料職業紹介事業や復職者への技術支援

の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

再就業技術講習会（100 人）、再就業者数（800 人） 

アウトプット指標（達成

値） 

再就業技術講習会（67人）、再就業者数（1,069 人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
看護職員数 68,722 人（H30)→71,283 人（R2） 69,532 人（R4） 

※R4 年末の数値は集計中 

（１）事業の有効性 
最新の知識や技術の習得を支援する講習会やナースセンターによる

巡回相談の実施により、未就業の看護職有資格者の職場復帰が図ら

れるため、有効性があると考える。 
（２）事業の効率性 
県内各地で最新の知識や技術の習得を支援する講習会やナースセン

ターによる巡回相談の実施をすることにより、未就業の有資格者の

直接の参加が可能となり、効率的な執行ができたと考える。 
【アウトプット指標が未達成の理由】 
新型コロナウイルス感染症の流行により、一部講習会の実施が中止

となったことや受講控えが起きたことが原因と考えられる。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.23（医療分）】 

看護職員の就労環境改善のための体制整備 

【総事業費】 

1,494 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県看護協会 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

ワークライフバランスの推進など、働きやすい勤務環境を整備し

看護職員の職場定着を進めて、離職防止及び人員の確保を図る必

要がある。 

アウトカム指標：常勤看護職員の離職率 

         12.4%（H30）→ 12.4 未満（R4） 

事業の内容（当初計画） 就業中の看護職員の勤務環境の改善を支援することで看護職員

の定着促進と看護職員不足の改善を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

勤務環境改善に取り組む医療施設等の数（10 施設） 

アウトプット指標（達成

値） 

勤務環境改善に取り組む医療施設等の数（41 施設） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
常勤看護職員の離職率 13.3％（R3）（※R4年度は集計中） 

看護職員数 68,722 人（H30)→69,532 人（R4） 

（１）事業の有効性 
コロナ禍の影響を受け、オンラインでの実施に変更し、参加施設数

が増加したことで、心の健康づくりの支援につながる効果的な執行

ができたと考える。 
（２）事業の効率性 
出産・育児や結婚などライフサイクルの変化による離職理由は多い

ものの、県内各地の医療施設へ出向いて研修を複数回実施すること

は、働きやすい職場につながり、効率的な執行ができると考える。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.24（医療分）】 

離職防止を始めとする看護職員の確保対策の

推進 

【総事業費】 

229,846 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人材確保のため、勤務環境を整備し、特に子供をもつ医師、看護

職員等の離職防止や復職につなげる必要がある。 

アウトカム指標：常勤看護職員の離職率 

         12.4%（H30）→ 12.4 未満（R4） 

事業の内容（当初計画） 子供を持つ医師、看護職員等の離職防止と復職を支援するため、

保育施設を整備している病院等に対し、運営に係る経費を補助す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

病院内保育所運営費補助の対象施設数（116 施設） 

アウトプット指標（達成

値） 

病院内保育所運営費補助の対象施設数（116 施設） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
常勤看護職員の離職率 13.3%（R3）（※R4 年度は集計中） 

保育施設利用状況 3,433 人/月（令和 5年 4月時点） 

（１）事業の有効性 
出産・育児や結婚などライフサイクルの変化による離職理由は依然

多く、コロナの影響による事業変更を余儀なくされた保育所もある。

しかし今後も事業の着実な実施により看護職員の離職防止・定着促

進に取り組んでいく必要があると考えられる。 
（２）事業の効率性 
実際の運営に即した補助金の配分を行っており、院内保育所運営の

一助となっている。これにより子供をもつ看護職員等が離職せずに

平日をはじめ夜間、休日も継続的に勤務でき、離職の防止に寄与し

ている事業となっている。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.25（介護分）】 

優良介護事業所認証事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
  1,403 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要の

拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保を図

る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護事業所のレベルアップ、県内介護人材

の増加 

事業の内容（当初計画）  職員の育成や入所者等への処遇について優れた取組を行って

いる介護事業所を優良介護事業所として認証するための基準を

作成し、介護事業所からの認証申請に対して審査を行う。 

 基準を満たしている介護事業所を優良介護事業所と認証し、認

定証を交付するとともに、県ホームページでも公表する。 

 これによって、事業者の意識改革を図るとともに、求職者の介

護分野への参入を促進する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

認証事業所：１５０事業所 

アウトプット指標（達

成値） 

１つ星  ４４事業所（７７サービス） 

２つ星   ２事業所（２サービス） 

３つ星   ２事業所（２サービス） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内介護人材の増加 

（１）事業の有効性 

 認証取得のための取組みを通じて、県内介護事業所の意識改革

を図ることができ、介護人材増加のための体制づくりが進んだ。 

（２）事業の効率性 

 他の介護人材確保事業と連携することで、認証事業所にインセ

ンティブを付与するとともに、求職者に当事業を周知し、効率的

に介護人材の確保を進めることができた。 

その他 平成２９年４月２４日制度開始 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.26（介護分）】 

介護の魅力ＰＲ等推進事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
8,664 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護の魅力をＰＲするため、「介護の魅力ＰＲ隊」による大学・

高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施し、介護人材

の確保を促進 
アウトカム指標：不足する介護人材の確保、定着の推進 

事業の内容（当初計画） 介護の魅力をＰＲするため、若手介護職員を中心とした介護の

魅力ＰＲ隊による大学・高校等への訪問や県外での人材募集活

動等を実施する。 

（１）大学・高校・専門学校等への訪問 

（２）福祉業界就活セミナーへの参加 

（３）就職フェア（合同面接会）への参加 

（４）出張介護授業の実施 

（５）その他広報活動 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

介護の魅力ＰＲ活動（100 回程度） 

アウトプット指標（達

成値） 

介護の魅力ＰＲ活動（令和４年度 高校・大学等への訪問等Ｐ

Ｒ：95 回） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護の仕事の魅力をＰ

Ｒする事業への参加者数 

介護の仕事の魅力をＰＲする事業への参加者数 1,948 人（令和

４年度） 

 

（１）事業の有効性 

介護の魅力ＰＲ隊により、県内の高校で出張介護授業を行うこ

とが可能になり、当事業へ参加する高校生の数が大幅に増加し

た。 

（２）事業の効率性 

介護の魅力ＰＲ隊が県内各地で当事業の活動に参加すること

で、介護の仕事の魅力ＰＲを効率的に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.27（介護分）】 

民間事業者と連携した高齢者生活支援事

業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
10,393 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

増加する高齢者に対する様々な生活支援ニーズに対応する必

要がある。 また、ケアマネのケアプラン作成についても介護

保険サービス以外のサービス等のプランニングが求められて

いる。企業の多様なサービスにより、高齢者の生活の質の向上

と外出機会拡大につなげていく必要がある。 

アウトカム指標： 県内において、民間事業者等と連携し、多

様な生活サポート体制を整備し、高齢者の生活支援と介護予

防につなげる。 

事業の内容（当初計画） プラチナ・サポート・ショップ情報システムの運用 
 配達、送迎、移動販売、見守りなど「高齢者の暮らしを支

えるサービス」を実施している店舗の登録情報システムを運

用し、店舗情報サービ スを見える化することにより、高齢

者やその家族、ケアマネジャーなどによる活用を促進し、サ

ービスと高齢者のマッチングを図る。  
 なお、情報システム運用の他に、インセンティブ交付金を活

用し、企 業向けセミナーで地域包括ケアシステムについて普

及啓発するとともに、市町村と企業との情報交換会を実施す

る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

店舗情報システム開拓・登録 3,600 件 

アウトプット指標（達成

値） 

店舗情報システム開拓・登録 2,913 件（令和４年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

 プラチナ・サポート・ショップ制度の創設や研修会を実施す

ることにより、県に多様な生活支援サービスを整備し、高齢者

の生活支援と介護予防につなげていく。 

（1）事業の有効性 
 介護保険サービス以外の多様なサービスを登録することに
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より、高齢者の生活支援における様々なニーズに対応できる。 
（２）事業の効率性 
 インターネット上の情報サイトとすることで高齢者のほ

か、その家族やケアマネなど、多くの方が閲覧することができ

る。県内市町村の情報を集約することで、高齢者が住んでいる

自治体に限らない生活支援に係る民間サービスを利用できる

ようになる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.28（介護分）】 

介護職員資格取得支援事業（初任者研修受

講料補助） 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
1,500 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護職員、介護事業所 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修

了者に研修受講費を補助することにより、介護人材の確保及び

定着を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修

了者に研修受講費の一部を補助する。 

＜補助額＞ 

 介護職員初任者研修受講費用の１／２（上限３万円） 

＜補助条件＞ 

 ・一定期間以上継続勤務すること 

  ・勤務の状況について、就職先の介護事業所の証明書を添付

すること 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

支援対象者数：50 人 

アウトプット指標（達

成値） 

支援対象者数：37 人 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内介護人材の増加 

観察できた → 

指標：37 人を支援（うち介護人材の確保 2人） 

（１）事業の有効性 

 介護職員初任者研修を修了した者を支援することにより、新

たな介護人材2人の確保及び現職介護人材35人のスキルアップ

が図られた。 

（２）事業の効率性 

 県ホームページや集団指導における事業告知等、効率的な執

行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.29（介護分）】 

介護人材確保総合推進事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
100,469 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 介護未従事者への研修及び早期就職支援により、介護人材の

確保を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  介護未従事者に対し、地理情報と連携して介護職に関する求

人情報の掲載したポータルサイトを運営するとともに、職場体

験研修やオンラインを活用した介護に関する入門的研修等の実

施及び就職先とのマッチングを行い、介護職員や介護助手とし

ての就労を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

新規参加数：500 人 

アウトプット指標（達成

値） 

新規参加数：120 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：500 人が介護事業所へ

就労する。  

観察できた →  

指標：本事業により 120 人が介護事業所へ就労した。 

（１）事業の有効性 

 本事業により県内の介護事業所への就労者数が 120 人増加し

た。  

（２）事業の効率性 

 公募型企画提案に基づき委託業者を決定するなど、効率的な 

執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.30（介護分）】 

キャリアアップ事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
1,500 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 特別養護老人ホーム等 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

社会福祉施設の利用者に、十分なサービスを提供するために

は、福祉人材の確保とそこで働く職員の定着と意欲の向上を図

ることが不可欠である。 

アウトカム指標：県内介護施設の初任者研修受講者数 10 人 

事業の内容（当初計画） 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、職員

の介護職員初任者研修の受講費用を支援し、新人職員の育成と

資質の向上を図る。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

介護職員初任者研修の取得事業実施施設数 10 施設 

アウトプット指標（達

成値） 

介護職員初任者研修受講事業実施施設数 9 施設 

事業の有効性・効率性 令和４年度 

事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

介護職員初任者研修受講事業対象者数 14 人 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、職員の介護職員初任者研修の受講を奨励

する施設がある。 

（２）事業の効率性 

施設職員の専門資格の取得支援を実施することで、介護職員の

質の向上とともに、職員の意欲の向上と職場への定着を図るこ

とができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.31（介護分）】 

エリア担当伴走型人材確保マッチング事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
26,540 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要

の拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・介護人材の確保

を図る必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の確保 

事業の内容（当初計画） （１）エリアごとの事業者訪問・求職者発掘・情報収集による

マッチング 

（２）オンライン、動画配信等 ICT を活用した求人活動支援マ

ッチング 

（３）若年世代から中高年、離職者までの伴走型の就労支援 

 ①若年世代へ 福祉の仕事魅力発信 

 ②子育て世代・離職者・福祉未経験者等の求職者発掘 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業所訪問（720 箇所）・説明会・セミナー等（６回以上）・若年

世代向け講座・セミナー（10 回以上） 

アウトプット指標（達成

値） 

事業所訪問 1,444 事業所 

就職フェア・地域就職相談会 14 回、参加者 734 人、参加法人

385 法人 

就職説明会 ８回、参加者 357 人 

福祉未経験者向けセミナー等 

（1）チャレンジ応援プログラム ７回、参加者 71 人 
（2）その他 10 回、参加者 660 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標：県内介護人材の確保 

が観察できた。求人事業所と求職者の出会いの場を設けること

で、介護人材の確保を図ることができた。 

指標：新規求人数 17,220 人、新規求職者数 2,748 人、 

   採用人数 1,263 人（福祉人材センター全体） 

（１）事業の有効性 

本事業により 734 人が就職フェア・地域就職相談会に来場し、

事業者 385 法人との間でマッチングが行われ、介護人材の確保

を図ることができた。 
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（２）事業の効率性 

開催時期・開催場所を精査し、適切な会場規模で開催すること

で経費の節減を図り、また多くの求人事業所と求職者との出会

いの機会を設けて、介護人材確保の支援を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.32（介護分）】 

市町村による介護人材確保支援事業 

（うち職場体験を除く分） 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
10,000 千円のうち  

   9,400 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 地域による人材育成及び確保に関する取組を促進する必要が

ある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  市町村が実施する介護に関する入門的研修からマッチングま

での一体的事業に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

取組市町村：10 市町村 

アウトプット指標（達成

値） 

取組市町村：14 市町 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：100 人が介護事業所へ

就労する。 

観察できた → 

指標：研修修了者のうち 23 人が介護事業所へ就労した。 

（１）事業の有効性 

 本事業により 218 人の介護未経験者が研修に参加し、県内の

介護への就労者数が 23 人増加した。 

（２）事業の効率性 

 各市町村が地域の実情に応じて事業計画を実施するなど、効

率的な執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.33（介護分）】 

市町村による介護人材確保支援事業 

（うち職場体験に係る分） 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
10,000 千円のうち 

600 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 地域による人材育成及び確保に関する取組を促進する必要が

ある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  市町村が実施する介護に関する入門的研修からマッチングま

での一体的事業に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

取組市町村：10 市町村 

アウトプット指標（達成

値） 

取組市町村：14 市町 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：職場体験終了後、100 人

が介護事業所へ就労する。 

観察できた → 

指標：令和 4年度は 3 市が職場体験を実施した。本事業は No.34

の事業と一体化されているため、No.34 の研修修了者のうち２

３人が介護事業所へ就労した。 

（１）事業の有効性 

 令和 4 年度は 3 市が職場体験を実施した。また、一体化して

行っている No.34 の事業により２１８人の介護未経験者が研修

に参加し、県内の介護への就労者数が２３人増加した。 

（２）事業の効率性 

 各市町村が地域の実情に応じて事業計画を実施するなど、効

率的な執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.34（介護分）】 

介護福祉士を目指す外国人留学生の応

援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
8,400 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成施設 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

社会福祉施設の利用者に、十分なサービスを提供するために

は、福祉人材の確保とそこで働く職員の定着と意欲の向上を

図ることが不可欠である。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士養成施設が、在学する外国人留学生に対し、日本

語学習や国家試験対策等の専門知識を習得するための課外授

業を実施した場合に、その経費の一部を補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

留学生の日本語学習を支援する介護福祉士養成施設数 
 7 施設 

アウトプット指標（達成

値） 

留学生の日本語学習を支援する介護福祉士養成施設数 

 5 施設 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 介護福祉士養成校留学生入学者数 35 人（R5.4） 

（１）事業の有効性 

本事業により介護福祉士養成校における外国人留学生が介護

福祉士として資格を取得し就職することにより、介護人材の

確保を図ることができる。 
（２）事業の効率性 

養成施設に補助することで、入学から資格取得・卒業就職ま

で継続した支援が可能となり、介護福祉士として質の高い介

護人材を育成することができる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.35（介護分）】 

外国人のための環境整備事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
7,600 千円のうち 

1,600 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護施設 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 介護施設による外国人介護人材の受入が円滑に進むよう支援

する必要がある。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画）  介護施設が介護福祉士を目指す留学生を受け入れ、日本語学

校に係る経費及び住居費を負担した場合、その一部を補助す

る。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

対象者：５人 

アウトプット指標（達

成値） 

対象者：１人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：外国人介護人材の増加。

観察できた → 

指標：本事業により 1人の留学生の受入につながった。 

（１）事業の有効性 

 介護施設が介護の担い手として外国人を受け入れた場合の費

用負担に補助することにより、外国人の介護現場への受入を促

進することができる。 

（２）事業の効率性 

 県ホームページや集団指導における事業告知等を実施し、効

率的な執行ができた。 

その他   
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.36（介護分）】 

福祉系高校修学資金貸付事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
22,000 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 社会福祉法人、埼玉県社会福祉協議会 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

新型コロナウイルス感染症の影響により県内の介護事業所等に

おいて一層の人材不足が懸念されている。 
アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士の資格取得を目指す福祉系高校に通う学生に対し、

修学資金を貸与する。 

【対象者】 

 福祉系高校に通う学生 

【貸付の主な要件】 

 福祉系高校に通う学生であること。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

貸付人数：240 人 

アウトプット指標（達

成値） 

貸付決定：のべ 64 人（実人数８人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：福祉系高校に通う学生

240 人に対し、修学資金の貸付を行う。 

観察できた → 

指標：のべ 64 人に対し貸付を行った。 

（１）事業の有効性 

本事業により福祉系高校における高校生が介護職員として埼玉

県内の施設に就職することにより、介護人材の確保を図ること

ができる。 

（２）事業の効率性 

福祉系高校に通う学生に補助することで、入学から卒業・就職ま

で継続した支援が可能となり、介護職員として質の高い介護人

材を育成することができる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.37（介護分）】 

介護職就職支援金貸付事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
168,800 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

新型コロナウイルス感染症の影響により県内の介護事業所等に

おいて一層の人材不足が懸念されている。 
アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 他業種等で働いていた者等（介護未経験者、無資格者、無職等）

が介護職員初任者研修以上の研修を修了し、県内の介護事業所

等に就職する場合に就職支援金（上限 20 万円）を貸与する。 

【対象者】 

 県内に所在する介護事業所等に就職する者 

【貸付の主な要件】 

 ア 介護初任者研修以上の研修を修了すること。 

 イ 研修修了後に県内の介護事業所等に就職すること。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

貸付人数：800 人 

アウトプット指標（達

成値） 

貸付決定：93 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：他業種等で働いていた

800 人に対し県内の介護事業所に就職する場合に貸与する。観察

できた → 

指標：93 人に貸付を行い、県内の介護事業所へ就労した。 

（１）事業の有効性 

本事業により他業種から介護職員として埼玉県内の施設に就職

することにより、介護人材の確保を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 県、福祉人材センターのホームページや、集団指導における事

業告知等、効率的な執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.38（介護分）】 

介護職員キャリアアップ研修事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
6,547 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 22 日～令和 5年 2月 21 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

離職率が高い傾向にある介護職員の定着を図るため、事業経営

者や中堅職員を対象にキャリアアップ向上のための研修を実施

する必要がある。 
アウトカム指標：不足する介護人材の定着の推進 

事業の内容（当初計画） １ 介護事業経営者セミナー 

 介護施設・事業所における、介護職員の確保や、職員のキャリ

アアップに係る助言・支援に係る研修を実施する。 

２ 施設間交流研修 

 中堅職員に対するチームケアのリーダーとして必要となるマ

ネジメント能力等の向上の係る研修や、多職種協働のため必要

となる知識等を修得するための研修を実施する。 

３ ハラスメント対策研修 

 利用者やその家族から受けるハラスメントの予防、対応に係

る研修を実施する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

研修参加者計：２４０人 

アウトプット指標（達

成値） 

研修参加者計：４９４人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修に参加した介護職

員のキャリアアップにつながった。 

（１）事業の有効性 

事業経営者や中堅職員を対象に研修を実施することで、介護事

業所内のキャリアパス構築を促し、職員の離職防止につながっ

た。 

（２）事業の効率性 

オンライン研修を取り入れるなど、幅広い地域からの参加を促

した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.39（介護分）】 

介護職員資格取得支援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
20,000 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護現場で働く介護職員の介護福祉士資格取得を支援し、介護

職員の給与改善及び定着を図る。 
アウトカム指標：介護職員の技術向上、定着の促進 

事業の内容（当初計画） 介護現場で働く介護職員の介護福祉士国家資格取得を支援する

ため、介護事業所が試験に必要な実務者研修を受講した介護職

員の給与改善を行うことを条件に、実務者研修受講費用の一部

を補助する。 

＜補助額＞実務者研修受講費用の１／２（上限 10 万円） 

＜補助対象者＞ 

 実務者研修受講費用を負担した介護事業所又は介護職員 

＜補助条件＞ 

 実務者研修を受講した介護職員の給与改善が図られること

（資格手当等を支給） 

＜スケジュール＞ 

 申請受付：10 月、交付決定：10～３月 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

補助対象者数 200 人 

アウトプット指標（達

成値） 

補助対象者数 251 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：給与改善を図られた介

護職員の増加 

251 人の介護職員について給与改善が図られた 

（１）事業の有効性 

資格取得補助により、給与が改善した介護職員が増加した。 

（２）事業の効率性 

資格取得支援事業により、介護職員の給与が改善されるととも

に、介護職員の定着が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【№40（介護分）】 

看取り体制強化事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
10,104 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域における看取り体制を強化し、高齢者が最後まで安心して

住み慣れた場所で生活できる環境を整えることにより、地域包

括ケアシステムの構築を促進する。 

アウトカム指標：介護施設による看取り件数の増（加算届出60%

→70%） 

事業の内容（当初計画） 高齢者の生活を支える介護施設等の職員向けの研修の実施及

び看取りケア実践職員からの助言・実習により、介護施設等の

職員のスキルアップを図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

①研修受講者 362 人  

②看取り実習講師派遣 

アウトプット指標（達成

値） 

研修や看取りケア実践職員からの研修の受講により、介護施設

で看取りケアを実践する職員が増えれば、介護施設における看

取り件数の増加につながる。 

①研修受講者 267 人（動画視聴 2,865 回） 

②看取りケア講師派遣 1 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後のアウトカム指標：県内施設の看取り加算割合（令

和５年４月１日時点） 

特別養護老人ホーム 55.9％ 

介護老人保健施設  82.0％ 

認知症高齢者グループホーム 67.7％ 

特定施設入居者生活介護 59.3％ 

（１）事業の有効性 
 研修受講及び施設への講師派遣で、介護施設の看取り体制強

化を図ることができた。 

（２）事業の効率性 
 研修では施設内でグループワーク等を行うことを想定した

講義を取り入れ、個人のスキルアップや知識の習得に加え、職

員間での共有を促進することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.41（介護分）】 

医療・介護連携強化対策事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
775 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 5月 18 日～令和 4年 12 月 28 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療関係者と介護関係者が連携を深め、地域包括ケアの推進に

必要な知識の習得と技術の向上を図る。 
アウトカム指標：介護職員の質の向上  

事業の内容（当初計画） 医療・介護・福祉の連携に関する研修会を開催する。 

医療関係者と介護支援専門員等が連携を深め、地域包括ケアを

推進していく上での知識の習得と技術の向上を図る。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

研修受講人数 300 名 

 

アウトプット指標（達

成値） 

研修受講人数 681 名 

（【当初計画 300 名（開催 1回）】×２回開催） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護職員の質の向上が

図られた。 

（１）事業の有効性 

研修会実施により、医療関係者と介護関係者が連携を深め、地域

包括ケアの推進に必要な知識の習得と技術の向上が図られた。 

（２）事業の効率性 

オンライン開催により、受講者の負担を軽減した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.42（介護分）】 

キャリアアップ事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
4,464 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 特別養護老人ホーム等 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

社会福祉施設職員の定着と意欲の向上を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

福祉系専門資格の取得者数 7 人 

事業の内容（当初計画） 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等に対して、職

員の専門資格取得促進や職員のスキルアップ支援を図るた

め、資格取得に係る講習費やスキルアップに資する研修費を

補助する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

①職員の業務上必要な専門資格の取得事業実施施設数 

 12 施設 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業実施施設数 

 40 施設 

アウトプット指標（達

成値） 

令和４年度 

①職員の業務上必要な専門資格の取得事業実施施設数 

  7 施設 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業実施施設数 

 28 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

①職員の業務上必要な専門資格の取得事業対象者数 30 人 

②基幹職員の養成・職員のスキルアップ事業対象者数 

 155 人 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、施設が職員の専門資格の取得やスキル

アップに資する研修への参加に積極的になった。 

（２）事業の効率性 

施設職員の専門資格の取得やスキルアップを支援すること

で、職員の資質向上とともに意欲の向上につながり、職場への

定着を図ることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.43（介護分）】 

介護支援専門員研修受講支援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
41,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 一般社団法人 埼玉県介護支援専門員協会 

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

地域包括ケアシステムの要となる介護支援専門員の確保及び資

質の向上が必要である。 

アウトカム指標：経験を積んだ質の高い介護支援専門員の増加 

事業の内容（当初計画） 更新研修及び専門研修の受講料の一部を補助し、地域包括ケア

システムの要となる介護支援専門員の確保及び資質の向上を図

る。 

＜対象研修＞ 

介護支援専門員専門研修、介護支援専門員更新研修 

主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修 

＜助成額＞ １人当たり１万円 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

受講人数：介護支援専門員（専門・更新）及び主任介護支援専門

員（更新を含む） 3,500 人 

アウトプット指標（達

成値） 

受講人数：介護支援専門員（専門・更新）及び主任介護支援専門

員（更新を含む） 2,616 人 

事業の有効性・効率性  事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：経験を積んだ質の高

い介護支援専門員を確保できた。 

  

（１）事業の有効性 

介護支援専門員の負担軽減を行うことにより、計画的な研修受

講が促進され、介護支援専門員の確保及び質の向上に効果があ

った。 

新型コロナウイルス感染症対策として、負担することになった

かかり増し経費を補助し、オンライン研修を実施することが出

来た。 

（２）事業の効率性 

補助金の申請について、手続きを簡素化するなど円滑に事業を

執行した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.44（介護分）】 

潜在介護職員届出システム事業  

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
8,250 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 離職介護福祉士等届出制度で運用されるシステムを活用し、

離職した介護有資格者（潜在介護職員）に対してニーズに沿っ

た情報提供を行うことで、復職に向けた機会を創出し、介護人

材の確保を図る。 

アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 離職介護福祉士等届出制度で運用されるシステムを活用して、

届出を行った潜在介護職員に対してニーズに沿った情報提供を

行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

情報提供：月 10 回程度 

アウトプット指標（達

成値） 

登録者数 2,306 人 

情報提供 年 171 回（月平均 14.2 回） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：県内介護人材の増加 

→観察できた 

理由：登録者に対するアンケートへの回答者 235 人のうち、無

職又は他職種からシステム登録後に介護職に就職した者 47 人 

（１）事業の有効性 

 離職している介護福祉士等の就労意欲を促すため、求人情報、

研修情報など復職に有効な情報提供を行った。 

（２）事業の効率性 

 システムを効率的に運用するため、関係機関に対して就労支

援等の事業の周知を行い、登録者数の拡大に努めた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.45（介護分）】 

認知症介護研修事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
3,208 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県及び市町村 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の

確実な実施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳

のある暮らしを支える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：認知症高齢者に対する介護サービスの質の向

上 

事業の内容（当初計画） （１）認知症対応型サービス事業管理者研修 ３回 
（２）認知症対応型サービス事業開設者研修 １回 
（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 １回 
（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 １回 
（５）認知症介護基礎研修 通年 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

認知症対応型サービス管理者研修等 

研修受講人数 1,810 人 

アウトプット指標（達成

値） 

（１）認知症対応型サービス事業管理者研修 ３回 

（２）認知症対応型サービス事業開設者研修 １回 

（３）小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 ２回 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 ０回 

（５）認知症介護基礎研修 通年 

研修受講人数 1,756 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修修了者の知識や技

術の向上 

（１）事業の有効性 
介護サービス事業所等の介護職員等に対して、認知症ケアに必

要な基礎的な知識や技術などを目的とした研修を行うことで、

認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を推進した。 
（２）事業の効率性 
研修実施団体や認知症介護指導者等と連携して研修を実施する

ことで、効率的な事業実施ができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【№46（介護分）】 

認知症地域医療支援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
5,691 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県及びさいたま市 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の

確実な実施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳

のある暮らしを支える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対する

認知症対応力の向上促進と適切な医療を提供する環境整備 

事業の内容（当初計画） 医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対する認知症対応力向

上研修の実施 
アウトプット指標（当

初の目標値） 

認認知症サポート医養成研修        実施回数 1回 

                     受講人数 18 人 

かかりつけ医認知症対応力向上研修 実施回数 1 回 

                 研修受講人数 100 人 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

                 実施回数 2回 

                 研修受講人数 200 人 

歯科医師認知症対応力向上研修   実施回数 1回 

                 研修受講人数 125 人 

薬剤師認知症対応力向上研修    実施回数 1 回  

                 研修受講人数 130 人 

看護職員認知症対応力向上研修   実施回数 1 回  

                           研修受講人数 125 人 
アウトプット指標（達

成値） 

認知症サポート医養成研修         実施回数 9回 

                     受講人数 24 人 

かかりつけ医認知症対応力向上研修 実施回数 1 回 

                 研修受講人数 75 人 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

                 実施回数 2回 

                 研修受講人数 207 人 

歯科医師認知症対応力向上研修   実施回数 2 回 

                 研修受講人数 46 人 
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薬剤師認知症対応力向上研修    実施回数 1 回  

                 研修受講人数 83 人 

看護職員認知症対応力向上研修    実施回数 1 回  

                                 研修受講人数 68 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：  

医師、歯科医師、薬剤師等医療従事者に対する認知症対応力の

向上促進と適切な医療を提供する環境整備  

・認知症サポート医養成研修修了者累計 261 人→ 285 人  

・かかりつけ医認知症研修修了者累計 1,539 人→1,614 人  

・薬剤師 研修修了者累計 1,200 人→ 1,283 人  

・歯科医師 研修修了者累計 586 人→ 632 人 

（１）事業の有効性  
本事業により医療従事者の認知症対応力の向上を図ることがで

きた。 
（２）事業の効率性  
医師会や歯科医師会、薬剤師会などの関係団体と連携して研修

を実施することで、受講対象者への研修周知や参加の働きかけ

を強化することができた。 
その他  

 

  



   

67 
 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【№47（介護分）】 

認知症ケア人材育成事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
4,188 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療と介護が連携したサービス提供体制づくりや認知症施策の

確実な実施を支援し、高齢者の住み慣れた地域での自立と尊厳

のある暮らしを支える地域社会を構築する。 

アウトカム指標：市町村における認知症初期集中支援推進事業

及び認知症地域支援・ケア向上事業の推進 

事業の内容（当初計画） （１）認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域支援推進員

に対して、必要な知識や技術を習得するための研修を実施する。 
（２）地域支援推進員活動の先進事例の紹介や事例検討を行う

会議を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修受講者数 63 人 

   認知症地域支援推進員研修受講者数       32 人 

（２）認知症地域支援・ケア向上事例検討会の実施 
アウトプット指標（達成

値） 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修受講者数 43 人  

    認知症地域支援推進員研修受講者数    32 人  

（２）認知症地域支援・ケア向上事例検討会の実施 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：研修修了者の知識や技

術の向上 

（１）事業の有効性  
本事業により研修受講者の知識や技術が向上し、市町村におけ

る認知症初期集中支援事業及び認知症地域支援・ケア向上事業

の円滑な推進に資することができた。 
（２）事業の効率性  
事業実施する市町村職員等が研修に参加することで、市町村事

業の効率的な支援を図ることができた。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.48（介護分）】 

地域包括ケアシステム構築促進事業（地

域ケア会議推進事業） 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
4,241 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 団塊の世代が７５歳以上となる令和７年には、本県の７５歳

以上人口は平成２２年と比較して２倍に増加するほか、単身や

夫婦のみの高齢者世帯の増加、認知症高齢者の増加も見込まれ

ている。 

 そこで、各地域において、①住まい、②医療、③介護、④介

護予防、⑤生活支援の５つの要素を一体的に提供していく体制

「地域包括ケアシステム」を構築していくことが重要となる。 

アウトカム指標： 県内全市町村（６３）における自立支援型

地域ケア会議の開催を目指す。 

事業の内容（当初計画）  地域包括ケアシステムの構成諸要素を全体で調整する場と

して、地域包括支援センター職員等が実施する自立支援型地

域ケア会議の立上げ・運営を支援する。 

 人材育成・資質向上の観点から、地域ケア会議を通じて、

上記職員を含む参加者が個別事例の具体的な解決方法等を習

得できるとともに、利用者の自立を支援する介護予防ケアマ

ネジメントの手法を学ぶことで、地域包括ケアシステムの構

築に資する効果が期待できる。 

（１）地域ケア会議専門員の派遣による地域ケア会議立上

げ・運営支援 

①地域ケア会議開催に向けた関係者向け説明会、ケア会議

へのオブザーバー参加 

・地域ケア会議の立上げ・運営支援に係る助言やファシ

リテーター、地域包括支援センター職員等向けの研修

に対し、自立支援の考え方等の資質向上を目的とした

講師派遣を行っている。 

②地域包括支援センター等職員向け研修会（自立支援型ケ

アマネジメント、アセスメント、プログラムの提供の在

り方について） 

③地域包括支援センター等職員が参加する、評価（モニタ

リング）会議や地域ケア推進会議の立上げ・運営支援(地

域課題への対応など) 
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 ④総合事業や生活支援体制整備との連動に関する助言 

・当該事業は、地域包括ケアシステムの本旨である介護

予防や生活支援等の一体的な支援を目的として、地域

包括支援センターが連動して実施しているため、地域

包括支援センター職員に対しても実施している。 

 ⑤市町村支援に関する情報管理システムの運用 

・当該システムは、県内６３市町村の好事例から問合せ事項ま

で事細かな情報を集約するデータベースである。地域包括支援

センター職員等に対し、先進事例を情報提供することによる横

展開等を目的としたツールであり、ノウハウや知識の共有を図

ることで職員の資質向上に寄与するものである。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

（１）地域ケア会議専門員の派遣による地域ケア会議立上

げ・運営支援 ２０市町村 

アウトプット指標（達成

値） 

（１）地域ケア会議専門員の派遣による地域ケア会議立上 

 げ・運営支援 １９市町村 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

自立支援型地域ケアマネジメントの実施市町村数の増 

 令和３年度からの継続した支援により、令和４年度中に１市

で自立支援型地域ケア会議が立上げられ、県内で自立支援型地

域ケア会議を実施しているのは６１市町村に増加した。 

（１）事業の有効性 
 既に実施している団体の自立支援型地域ケアマネジメント

の質的な向上に寄与しているほか、未実施市町村に対しても、

同ケアマネジメントへの理解の浸透に役立っている。 

（２）事業の効率性 
 自立支援型地域ケアマネジメントについて、県内全市町村に

浸透させるには、県内の介護支援専門員、そして介護支援専門

員のケアマネジメントを支援する立場の市町村職員、地域包括

支援センター職員向けに県が研修を実施することが早道であ

る。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.49（介護分）】 

ケアラー総合支援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
16,041 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域におけるケアラー等への支援体制を強化し、高齢者が最

後まで安心して住み慣れた場所で生活できる環境を整える

ことにより、地域包括ケアシステムの構築を促進する。 

アウトカム指標：県内全地域包括支援センター、障害者相談

支援事業所等の職員 1,000 人を育成する。 

事業の内容（当初計画） 地域包括支援センター職員、障害者相談支援事業所職員等を

対象に、ケアラーの相談支援についての研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修受講者数 ケアラー支援関係機関向け研修 1,000 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修受講者数 ケアラー支援関係機関向け研修 942 人  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

地域包括支援センター職員等が、各地域においてケアラー支

援を行うことにより、ケアラー支援体制が強化され、地域包

括ケアシステムの構築を促進できる。 

（１）事業の有効性 
 研修受講により県内地域包括支援センター等のケアラー

支援体制を強化し、意識醸成をすることができた。 

（２）事業の効率性 
 前年度開催した研修での受講後アンケートを分析し、研修

対象者のニーズに沿ったテーマを選定し研修を実施してい

る。また、多忙な専門職にも広く学んでもらうため、オンラ

インリアルタイム研修と動画配信での研修形態に変更した。 
その他  
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事業の区分 ５．介護施設等の確保に関する事業  
事業名 【No.50（介護分）】 

市民後見推進事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
25,350 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用

援助や日常生活上の金銭管理など、成年後見制度の利用に至る前の支援

から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく一体的に確保さ

れるよう、権利擁護人材の育成を総合的に推進する。 

アウトカム指標：地域における市民後見人等の支援体制の構築 

事業の内容（当初計画） 市町村における市民後見推進事業を推進する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

市町村における市民後見人の養成事業等の支援 

 補助市町村数：26 市町村 

アウトプット指標（達

成値） 

市町村における市民後見人の養成事業等の支援 

 補助市町村数：23 市町村 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 市民後見推進事業実施市町数  23 市町 → 26 市町 

 

（１）事業の有効性 
 市町村における市民後見人養成研修の実施や体制の整備・強

化の支援をすることで、認知症高齢者等の成年後見制度の利用

促進を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 市町と社会福祉協議会が連携し、効率的な事業実施がされた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.51（介護分）】 

認定セラピスト育成事業 

（地域包括ケアシステム広域支援事業） 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
6,280 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が身近な地域において、適切な地域リハビリテーションが

受けられる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：市町村が実施する地域支援事業にリハビリ専門

職が参加及び助言することにより、市町村等の地域ケア会議、介

護予防事業等が充実し、地域住民への自立支援を促進する。 

また、療法士による住民対象のサポーター養成講座などを通し

て、住民主体の介護予防が促進される。 

事業の内容（当初計画） 市町村の地域支援事業に関与し、リハビリの専門的見地から助言

指導を行うリハ職（ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ）の資質向上を図る研修を

実施する。また、リハ職の研修履歴や、市町村への派遣実績など

を一元的に管理する人材バンクデータシステムを運用する。 
アウトプット指標（当

初の目標値） 

・研修会の実施回数：全体７回 

・研修会の受講人数：全体 357 人 

アウトプット指標（達

成値） 

・研修会の実施回数：７回 

・研修会の受講人数：260 人（延べ OT・PT・ST 合計） 

・療法士の参加・助言により市町村等の地域ケア会議が充 

  実し、地域住民への自立支援が促進された。 

・療法士による住民対象のリーダー育成講習などを通して、 

  住民主体の介護予防が促進された。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

市町村等へのリハ職派遣実績件数：3,764 件 

派遣実績のあった市町村数：54 市町村 

（１）事業の有効性 
 研修受講により県内市町村の地域リハビリテーション事業の

推進を図るとともに、資質向上を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 Zoom 開催となったが、業務の都合により院外出張の制限がさ

れていたり移動時間が削減されたことにより多忙な医療機関職

員でも参加することができた。また、Zoom のブレイクアウトル

ーム機能の活用により県内ＯＴ、ＰＴ、ＳＴが一堂に会し意見交
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換の場とすることができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.52（介護分）】 

ハラスメント相談窓口設置事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
3,168 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 10 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護職員の離職率は高く、介護現場では人材不足の状況が続

いている。離職理由の１つに介護現場における利用者や家族

からの暴力や悪質なクレームなどのハラスメント行為が挙げ

られている。 

アウトカム指標：介護人材の確保及び定着の促進 

事業の内容（当初計画） ハラスメントに関する介護職員からの悩み等に関する相談窓

口を設置し、業務経験年数の長い介護福祉士や心理カウンセ

ラーなどの相談員が相談支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

専門相談窓口の設置：１か所 

アウトプット指標（達成

値） 

専門相談窓口の設置：１か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護施設・事業所に

おいて介護人材の確保及び定着の促進。  

 

（１）事業の有効性 
 本事業により、４６件の相談に対し相談支援を実施し、介

護職員の安心確保に繋がった。 
（２）事業の効率性 
 専門の相談員が相談支援を行う専門窓口を設置したこと

で、効率的に介護職員からの悩みに支援を行った。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.53（介護分）】 

介護事業所におけるハラスメント対策

推進事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
96,997 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和 4年 12 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護職員の離職率は高く、介護現場では人材不足の状況が続い

ている。離職理由の１つに介護現場における利用者や家族から

の暴力や悪質なクレームなどのハラスメント行為が挙げられ

ている。 

アウトカム指標：介護人材の確保及び定着の促進 

事業の内容（当初計画） 介護施設・事業所がハラスメント対策を講じることにより、介

護従事者の安全を確保し、安心して働き続けることができる体

制を構築する。 

（１）事業者への複数訪問費用補助の実施 

  複数の訪問介護員等が訪問介護・訪問看護を行った

際、利用者やその家族等の同意を得られず、介護報酬が算

定できない場合に費用補助を行う。 

（２）訪問系事業所における安全確保対策推進事業 

 介護現場における利用者や家族からのハラスメントへ

の安全確保対策を講じる訪問系事業所を対象として、安全

確保対策に係る経費への補助を行う。 

（３）介護安全啓発事業 

 ハラスメント防止のための啓発資料作成 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

複数訪問補助件数：563 件、安全確保対策補助件数：2,122 件 

アウトプット指標（達成

値） 

複数訪問補助件数：0件、安全確保対策補助件数：38 件（補助

施設数：62 件） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護施設・事業所にお

いて介護人材の確保及び定着の促進。  

（１）事業の有効性 
 本事業により、６２施設に対し安全確保対策に係る経費を補

助し、事業所の安全確保に係る基盤整備に繋がった。 
（２）事業の効率性 



   

76 
 

 安全確保対策を講じるための費用の補助により、介護現場の

基盤整備が行われ、効率的に安全確保に繋がった。また、啓発

資料の作成により相談窓口等の事業内容の周知に繋がった。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.54（介護分）】 

 介護職員就業定着支援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
16,301 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新任介護職員の早期離職の防止及び定着を促進する。 

アウトカム指標：新任介護職員の技術向上、定着の促進 

事業の内容（当初計画） 実務経験３年未満の新任介護職員を対象に交流イベント・研

修、キャリアカウンセラーによる相談等を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修会    ３回実施 

交流イベント ３回実施 

参加者計 800 人 

アウトプット指標（達成

値） 

研修会及び交流イベント 計 23 回開催 

参加者 研修会及び交流イベント 442 人参加 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：県内介護職員の離職率

の低下  

→442 人が研修及び交流イベントに参加したことで、横のつな

がりが構築でき、離職防止につながった。 

（１）事業の有効性 

 研修会等の実施により、介護職員同士の横のつながりを深める

ことができた。 

（２）事業の効率性 

 介護職員同士の横のつながりを深めることで、介護人材の定

着が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.55（介護分）】 

スマート介護施設モデル事業（コンサルタ

ント業者派遣） 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
6,850 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護現場において、業務の全面的な見直し、介護ロボット及び

ＩＣＴ導入による業務の効率化、生産性向上及び介護従事者の

負担軽減が求められている。 

アウトカム指標：介護現場における生産性向上による介護人材

の確保及び定着の促進 

事業の内容（当初計画） 県内の介護サービス事業所を対象とした施設見学会、成果報告

会の開催及びコンサルタント業者の派遣により、ＩＣＴ導入の

普及活動を行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

コンサルタント業者の派遣：２事業所（モデル事業所） 

アウトプット指標（達

成値） 

コンサルタント業者の派遣：２事業所（モデル事業所） 

モデル事業所における導入成果を展開することにより、県内介

護事業所における生産性向上による介護人材の確保及び定着

の促進。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：成果報告会（アーカイ

ブ映像）の再生回数（２６０回） 

→令和３年度の再生回数２２０回 

（１）事業の有効性 
 本事業の成果報告会には約１１５名の介護従事者等が参加

し、生産性向上に関するモデル事例を周知した。 
（２）事業の効率性 
 介護ロボットやＩＣＴ機器を効果的に活用することで、業務

の効率化、生産性向上及び介護従事者の負担軽減のほか、職場

環境の改善にも効果があり、就労継続にもつながる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.56（介護分）】 

介護ロボット普及促進事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
42,600 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和４年４月１日～令和６年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護ロボットの導入を支援することで、介護従事者の身体的

負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して就労

するための環境整備を図る。 

アウトカム指標：身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安があ

る)と感じている介護従事者の減少  

事業の内容（当初計画） 現場で働く介護職員の負担軽減のため、介護業務の負担軽減

や効率化に取り組む事業所に対して介護ロボットの購入・レ

ンタル費用を補助する。 

＜機器の対象範囲：目的要件＞ 

 ①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り・コミュ 

 ニケーション、⑤入浴支援、⑥介護業務支援 

＜補助額＞（１機器あたり） 

１００万円（移乗機器及び入浴機器） 

３０万円（上記以外の機器） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助台数：１００機器 

        

アウトプット指標（達成

値） 

令和４年度 補助台数：２０９機器 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：身体的負担が大きい

（腰痛や体力に不安がある）と感じている介護従事者の業務負

担の軽減が図られた。 

（１）事業の有効性 

介護ロボットの導入により介護従事者の身体的負担の軽減や

業務の効率化が図られ、継続就労するための環境整備が進ん

だ。 

（２）事業の効率性 

介護ロボットの活用により、身体的な負担軽減のほか、精神的

な負担の軽減や業務の効率化等に効果があり、介護従事者の負

担が軽減される。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.57】 

ＩＣＴ導入支援事業（介護ソフト導入補助） 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
7,200 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

介護現場において、ＩＣＴ化による業務の効率化、生産性向上

及び介護従事者の負担軽減が求められている。 

アウトカム指標：介護現場におけるＩＣＴ化の促進 

事業の内容（当初計画） 介護記録から請求業務まで一気通貫となること等を要件とし

て、介護ソフト及びタブレット端末等を導入するための経費に

対し助成を行う。 

＜補助額（上限額）＞ 

 職員数 １人～１０人：１００万円 

 職員数１１人～２０人：１６０万円 

 職員数２１人～３０人：２００万円 

 職員数３１人～   ：２６０万円 
アウトプット指標 

（当初の目標値） 

モデル事業所：最大４事業所 

アウトプット指標 

（達成値） 

モデル事業所：２事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

記録業務から請求業務まで一括で処理できるＩＣＴ機器を導入

している事業所の割合の増加（Ｒ４：48％→:Ｒ５：50％（目標）） 

→調査の対象月が 10 月であり集計作業が間に合わないため、

観察できなかった。 

代替指標 

ＩＣＴ導入支援モデル事業で、記録、情報共有、請求を一気通

貫とすることを目的として、標準仕様を満たした介護ソフト等

の導入を希望した申請事業者数の増加（Ｒ４：８事業所→Ｒ５：

15 事業所） 

（１）事業の有効性 

 ＩＣＴ機器の導入により介護従事者の負担軽減や業務の効率

化が図られた。また、アドバイザー派遣により介護従事者のＩ

ＣＴ導入にかかる精神的な負担軽減が図られた。 

（２）事業の効率性 
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 ＩＣＴ機器の活用により、業務の効率化、生産性向上及び介

護従事者の負担軽減のほか、職場環境の改善にも効果があり、

就労継続にもつながる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.58（介護分）】 

介護職員永年勤続表彰事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
276 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護職員の定着率の向上を図る 

アウトカム指標：介護職員の勤務意欲を高め、介護職員の定着率

の向上を図る  

事業の内容（当初計画） 永年勤続の介護職員等（勤続 20 年及び 10 年）を知事名で表彰

する。 

＜対象者＞ 

介護施設に勤務する全ての職員 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

勤続１０年・２０年の介護職員等を表彰 

アウトプット指標（達

成値） 

勤続１０年・２０年の介護職員等を表彰 
（１０年表彰 ４０１人、２０年表彰 １０５人） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護職員等の定着率の向

上。 

（１）事業の有効性 

永年勤続した介護職員等を知事が表彰することにより、慰労する

とともにモチベーションの向上を図る。 

（２）事業の効率性 

介護職員等の勤務意欲を高め、定着率の向上が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.59（介護分）】 

コバトンハートフルメッセージ事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
2,000 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護職員の社会的評価の向上を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護職員の勤務意欲を高め、介護職員の定着率

の向上を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護サービス利用者又はその家族等から介護職員等に対するメ

ッセージを募集し、模範となる取組を行った介護職員・介護事業

所を表彰する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を選び、表彰する。 

アウトプット指標（達

成値） 

模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を表彰した。７事

業所及び介護職員３名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：介護職員の定着率の向

上。 

（１）事業の有効性 

模範となる取組を行った介護職員・介護事業所を表彰することに

より、介護職員の勤務意欲を高め、介護職員の定着率の向上を図

ることができる。 

（２）事業の効率性 

ポスター・チラシを作成し、県内に広く PR することにより、事

業の周知が図られ多くのメッセージの応募があった。（応募件数

94 件） 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.60（介護分）】 

介護職員子育て支援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
6,750 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和４年４月１日～令和５年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

急速な高齢化の進展に伴い、福祉・介護分野における人材需要

の拡大がさらに見込まれる中、安定した福祉・助護人材の確保

を図る必要がある。 

アウトカム指標：介護職員の子育てを理由とする離職の防止に

よる県内介護人材の確保 

事業の内容（当初計画） 子育てをしながら働く介護職員のため、事業所内に保育施設を

設置した場合に運営に係る経費を補助する（開設から３６カ月

まで） 

＜補助額（１月あたり）＞ 

 １～１２月目 250 千円  １３～２４月目 187 千円 

２５～３６月目 125 千円 

アウトプット指標（当初の

目標値） 

対象事業所数：３事業所 

 

アウトプット指標（達成

値） 

対象事業所数：１事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：子育てをしながら働く

介護職員の負担軽減 

（１）事業の有効性 

認可外の事業所内保育施設設置を検討している事業者にとっ

て、運営費への一定期間の補助は介護職員が子育てをしながら

働き続ける環境整備への大きな誘因となる。 

（２）事業の効率性 

施設整備に対する補助を受けた事業所内保育施設を本補助事業

の対象とすることで、効率的に事業の進行管理を行うことが出

来るとともにモデル的な効果が期待される。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.61（介護分）】 

外国人のための環境整備事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
7,600 千円 

のうち 6,000 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

介護施設による外国人介護人材の受入が円滑に進むよう支援す

る必要がある。 
アウトカム指標：県内介護人材の増加 

事業の内容（当初計画） 外国人介護人材を受入れる介護施設が外国人職員の日本語学習

費及びコミュニケーションを促進する取組に係る経費を負担し

た場合、その一部を補助する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

対象施設数：技能実習生 50 施設 

      特定技能１号 10 施設 

アウトプット指標（達

成値） 

補助実績：技能実習生及び特定技能１号 28 施設 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：外国人介護人材の増加。 

観察できた →  

指標：本事業により、28 施設で外国人介護人材が確保された。 

（１）事業の有効性 

 介護施設が介護の担い手として外国人を受け入れた場合の費

用負担に補助することにより、外国人の介護現場への受入を促

進することができる。 

（２）事業の効率性 

 県ホームページや集団指導における事業告知等を実施し、効

率的な執行ができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.62（介護分）】 

新型コロナウイルス感染症に係る介護

サービス継続支援事業 

【総事業費 

(計画期間の総額)】 
2,392,914 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症流行下においても、介護サービス

は、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要

不可欠なものである。 

アウトカム指標：介護サービス事業所等のサービス提供体制の

確保 

事業の内容（当初計画） （１）以下の事業所に、通常の介護サービスの提供では想定さ

れないかかり増し費用を助成する。 
①新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応し

た介護サービス事業所・施設等（休業要請を受けた事業所・施

設等を含む。） 
②新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを

提供する通所系サービス事業所 
③感染者が発生した介護サービス事業所、施設等の利用者の受

け入れや応援職員の派遣を行う事業所、施設等。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

（１）以下の事業所に、通常の介護サービスの提供では想定さ

れないかかり増し費用を助成する。 
①新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応し

た介護サービス事業所・施設等（休業要請を受けた事業所・施

設等を含む。） 
②新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを

提供する通所系サービス事業所 
③感染者が発生した介護サービス事業所、施設等の利用者の受

け入れや応援職員の派遣を行う事業所、施設等。 

アウトプット指標（達成

値） 

交付決定額 2,808,593 千円 

事業所数合計 1,609 施設 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：介護サービス事業所等

のサービス提供体制の確保 

観察できなかった 
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（１）事業の有効性 

本事業により 1,609 施設に 2,808,593 千円の補助を行った。 

その他  
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事業の区分 Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事

業 
事業名 【No.63（医療分）】 

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関

する事業 

【総事業費】 

42,560 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県内の医療機関 

事業の期間 令和４年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

令和６年４月から医師の時間外労働の上限規制が開始される。こ

のため、医師の労働時間短縮に向けた取組を行う医療機関を支援

する必要がある。 

アウトカム指標：特例水準対象医療機関数（見込数） 

        32 医療機関(R3) → 28 医療機関(R4) 

事業の内容（当初計画） 令和６年４月から開始される医師の時間外労働規制に向けた医

療機関の支援策として、地域医療において特別な役割があり、か

つ長時間労働等の課題がある医療機関に対し、必要な経費を補助

する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

対象となる医療機関数 ４医療機関 

アウトプット指標（達成

値） 

補助交付件数 ２医療機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
特例水準対象医療機関数（見込数） 

 32 医療機関(R3) → 35 医療機関(R4)  

（１）事業の有効性 
 医師の労働時間短縮に資する取組に補助することで、医師の働き

方改革に適応した勤務環境改善の体制整備を図ることができる。 
（２）事業の効率性 
 医師の労働時間短縮に資する取組に即した補助を実施することに

より、医療機関における医師の労働時間の短縮効果に寄与している。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和５年８月３０日 埼玉県地域保健医療推進協議会において議論 
 ・令和５年８月 埼玉県高齢者支援計画推進会議において報告 
  

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・無し 
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２．目標の達成状況 

 
令和３年度埼玉県計画に規定した目標を再掲し、令和３年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

■埼玉県全体（目標と計画期間） 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 
   ・県内のＮＩＣＵが常に満床等の理由により、本県の周産期医療は他都県に依存し 

      た状況にあるため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進する。 

  ・増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービスが供給できる 

      よう在宅歯科医療に係る提供体制を強化する。 

 
   【定量的な目標値】 

      ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 13.9％（H31.4） → 11.6％（R4.4） 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 1,200 か所（R5） 

      ・在医総管届出数       766 か所（H28） → 1,075 か所（R5） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

   第８期埼玉県高齢者支援計画に掲げる施設整備目標（令和３年度） 

    特別養護老人ホーム  379 人分 

    介護老人保健施設   100 人分 

    介護医療院       30 人分 

 

   【定量的な目標値】 

 ・地域密着型サービス等の整備 

  地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ 29 床 

  認知症高齢者グループホーム ５施設 

  小規模多機能型居宅介護事業所 ２施設 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 １施設 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所 ４施設 

  地域包括支援センター ３施設 

   

 ・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

  特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ 388 床 

  介護老人保健施設 100 床 

  軽費老人ホーム 120 床 

  介護医療院 30 床 
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  地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ 29 床 

  認知症高齢者グループホーム 126 床 

  小規模多機能型居宅介護事業所 24 床 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ５施設 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所 50 床 

 

 ・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金支援 

  特別養護老人ホーム  ２施設 

 ・既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援 

  既存の特別養護老人ホームのプライバシー保護改修 ２施設 

  介護療養型医療施設の転換支援 １施設 

 

 ・介護職員の宿舎施設整備 ３施設 

 

 ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

  介護施設等への簡易陰圧装置の設置等の支援 291 施設 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
     ・医師の県内誘導及び定着を図るとともに、医師の地域偏在や診療科偏在の解消に 

   取り組む。 

  ・看護職員の確保を図るため、養成、離職防止、再就業支援等に取り組むとともに、 

   がん医療、訪問看護分野等で高い専門性を持つ看護職員の育成を促進する。   

   ・救急医療機関の負担軽減を図るため、電話による小児患者相談体制や小児救急医 

      療体制の整備に取り組む。 

 

   【定量的な目標値】 

   ・産科・小児科医手当支給件数・施設数 17,600 件・50 施設（R3） 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.1%（H30） →  6.1%未満（R3） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（H30） → 12.4%未満（R3） 

   ・認定看護師数の人数 712 人(R2) → 732 人(R3) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     83.7％(H30） → 83.0％（R2） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     3.4％(H27) → 2.0％(R3) 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

   令和７年度に本県で必要となる介護人材の需給状況を踏まえ、介護人材等の確保・ 

  定着・イメージアップに向けた取組を実施する。 
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  ・介護資格のない者、高齢者、生活スタイルに合わせて働きたい者、外国人などの 

   就労支援や離職中の有資格者の復職を支援するなど、引き続き、介護人材の確保 

   促進を図る。 

  ・介護人材の職場定着を図るため、介護現場における業務の切分けと役割分担の明 

   確化、介護ロボット・ＩＣＴの導入支援など業務の効率化による介護職員の負担 

   軽減などにより働きやすい環境を整備する。 

  ・介護の仕事の魅力をＰＲすることにより、介護の職場への関心を高めるなど介護 

   のイメージアップに取り組み、介護人材の確保・定着・イメージアップを一体的 

   に実施する。 

  ・多様な介護ニーズに的確に対応するため、それぞれのニーズに応じたきめ細かな 

   研修などを実施し、介護人材の専門性の向上を図る。 

 

 【定量的な目標値】 

  介護従事者の確保に関する主な目標値は以下のとおり。 

・優良介護事業所認証事業所数 150 事業所 

・介護の魅力ＰＲ活動 100 回程度 

・介護助手新規就労者数 60 歳未満：100 人 60 歳以上：150 人 

・介護未従事者の新規介護職員就労者数 330 人 

 

・ 計画期間 

令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

 

□埼玉県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
      ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 13.9％（H31.4） → 12.9％（R4.4） 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 1,200 か所（R5） 

      ・在医総管届出数       766 か所（H28） → 894 か所（R4) 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

   第８期埼玉県高齢者支援計画に基づき、介護保険施設等の整備が図られた。 

   ・特別養護老人ホーム  339 人分 

   ・介護老人保健施設    26 人分 

   ・介護医療院        0 人分 

    介護施設等の整備に関する主な達成状況は以下のとおり 

  ・地域密着型サービス等の整備 

   地域密着型特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ 29 床 

   認知症高齢者グループホーム ３施設 
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  ・施設等の開設・設置に必要な準備経費等支援 

   特別養護老人ホーム及び併設するショートステイ 388 床 

   介護老人保健施設 100 床 

  ・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金支援 

   特別養護老人ホーム  ２施設 

  ・既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援 

   既存の特別養護老人ホームのプライバシー保護改修 １施設 

 

  ・介護職員の宿舎施設整備 ３施設 

 

  ・介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援 

   介護施設等への簡易陰圧装置の設置等の支援 295 施設 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
     ・産科・小児科医手当支給件数・施設数 18,232 件・53 施設（R3） 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.1%（H30） →  8.7%（R2） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（H30） → 13.0%（R2） 

   ・認定看護師数の人数 712 人(R2) → 811 人(R4) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     83.7％(H30） → 80.9％（R4） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     3.4％(H27) → 2.7％(R3) 

 
 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
  ・介護資格のない者、高齢者、生活スタイルに合わせて働きたい者、外国人などの 
   就労支援や離職中の有資格者の復職を支援するなど、介護人材の確保促進が図ら 
   れた。 
  ・介護人材の職場定着を図るため、介護現場における業務の切分けと役割分担の明 
   確化、介護ロボット・ＩＣＴの導入支援など業務の効率化による介護職員の負担 
   軽減などにより働きやすい環境の整備が促進された。 
  ・介護の仕事の魅力をＰＲすることにより、介護の職場への関心を高めるなど介護 
   のイメージアップに取り組み、介護人材の確保・定着・イメージアップを一体的 
   に実施した。 
  ・多様な介護ニーズに的確に対応するため、それぞれのニーズに応じたきめ細かな 
   研修などを実施し、介護人材の専門性の向上が図られた。 
 
   介護従事者の確保に関する主な達成状況は以下のとおり。 

・優良介護事業所認証事業所数 80事業所 
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・介護の魅力ＰＲ活動 65回 
・介護助手新規就労者数 46人 
・介護未従事者の新規介護職員就労者数 279人 
 

 ２）見解 

  おおむね順調に進んでおり、翌年以降も引き続き計画に基づき取り組む。 

 
 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.3（医療分）】地域包括ケア推進のための在

宅医療提供体制充実支援事業 

【総事業費】 

22,903 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県医師会、郡市医師会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想において、令和７年に在宅医療等の必要量が平成25

年の約 1.8 倍になるなど、需要の大幅な増加が見込まれている。 

在医総管届出数 766 か所（H28）→858 か所（R2）→1,075 か所

（R5） 

事業の内容（当初計画） ・新たに訪問診療を実施したいと考える医師を対象とした、在

宅医療に関する基本的知識・技術を身に付けるための研修会を

実施する。 
・往診や訪問診療を実施する医師の情報を登録し、訪問診療を

希望する患者等に対して紹介を行う。 
・ＡＣＰの普及啓発、及びＡＣＰを実践できる人材を育成する

ための研修会を実施する。 
・在宅医療連携拠点の機能強化、コーディネーターの資質向上

を図るための研修会を実施する。 
・高齢者サロンなど地域に出向いて、ＡＣＰを普及する医師の人

材バンク制度を整備する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

在宅医療を実施する医師を養成するための研修 5 回 
往診や訪問診療に対応する医師の紹介 30 郡市医師会 
郡市医師会によるＡＣＰ普及啓発、研修会の開催 30 郡市医師会 
在宅医療連携拠点コーディネーター研修会の開催 2 回 
ＡＣＰを普及する医師の人材バンク制度の整備 30 郡市医師会 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅医療を実施する医師を養成するための研修 5 回 
往診や訪問診療に対応する医師の紹介 30 郡市医師会 
郡市医師会によるＡＣＰ普及啓発、研修会の開催 26 郡市医師会 
在宅医療連携拠点コーディネーター研修会の開催 2 回 
ＡＣＰを普及する医師の人材バンク制度の整備 30 郡市医師会 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
在医総管届出数 884 か所(R3)→894 か所（R4) 
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（１）事業の有効性 
在宅医療に関する基本的知識・技術を身に付けるための研修会の実

施や在宅医療連携拠点の機能強化のための研修会の開催など、在宅

医療を行う医師の養成及び在宅医療提供体制の充実につなげた。 
 一方、アウトカム指標の在医総管届出数は下回っている。在宅医

療を行わない理由として、現場・実務への不安感があげられている

ことから、これまでの取組に加えて、実際に現場を体験する研修を

実施するなど取組を強化し、アウトカム指標の達成に努めた。 
 
（２）事業の効率性 
在宅医療連携拠点コーディネーター研修などを通して、各拠点の横

連携が広がることで、退院支援の具体的な事例、地域包括支援セン

ター等との連携状況などを共有し、全体のレベルアップにつながっ

た。 
その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.1（介護分）】 

埼玉県施設開設準備経費等支援事業 
新型コロナウイルス感染症対策事業 

【総事業費】 
714,970 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において安心して生活できる体制の構築

を図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整

備を促進 

事業の内容（当初計画） ①介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行

う。 

②新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設

等への簡易陰圧装置の設置等の支援を行う。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

①介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う

（255 人分）。 

②新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設

等への簡易陰圧装置の設置等の支援を行う（291 施設分）。 

アウトプット指標（達

成値） 

令和３年度 

①０人分（令和３年度基金事業としての執行分 1,251 人分） 

②０施設（令和３年度基金事業としての執行分  295 施設） 

令和４年度 

①659 人分 

②175 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：地域の実情に応じた介護

サービス提供体制の整備を促進 

（１）事業の有効性 
 県内の介護サービス提供体制の整備が促進された。 
（２）事業の効率性 
 施設や市町村担当者に対し事業を周知し、円滑な促進が図られ

た。 
その他   
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.11（医療分）】 

電話による小児患者の相談体制の整備 

【総事業費】 

211,085 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、県看護協会 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和６年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症者の割合が高

く、真に救急を必要とする小児の患者の受入れが困難となる恐れ

がある。 

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

H30 年度：83.7% → R5 年度：83％ 

事業の内容（当初計画） 子供の急な病気やけがについて、家庭での対処方法や医療機関の

受診の必要性をアドバイスする小児救急電話相談事業を実施す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

電話相談件数 90,000 件 

アウトプット指標（達成

値） 

電話相談件数 115,821 件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合 80.9%

（R4） 

（１）事業の有効性 
相談対応のうち約６５％が安静して様子を見るなど、家庭での対

応で事なきを得ており、子供の休日や夜間における急な病気やケ

ガに対する保護者の不安を解消するとともに軽症の小児患者の

受診を抑え、救急医療機関の負担軽減を図ることができたと考え

る。 
 
（２）事業の効率性 
事業を委託により実施することより、小児科看護の経験を持つ相

談員の確保及び相談の実施等にいて、効率的な執行ができたと考

える。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.14（医療分）】 

中核的医療機関機能維持・強化支援事業 

【総事業費】 

115,819 千円 
事業の対象となる区域 県全域（主に医師不足地域） 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県医師会、医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日 ～ 令和５年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師不足が深刻な地域があることから、拠点となる病院に大学病院

等から医師の派遣を受け、診療体制の維持、強化を図る必要がある。 

・寄附講座により診療体制の維持・強化が図られた病院・診療科数 

 2 病院・診療科(R2) → 3 病院・診療科（R3) 

・大学病院等から当直医の派遣を行ったことにより輪番空白日が

解消された拠点病院数 4 病院（R2) → 4 病院（R3) 

事業の内容（当初計画） 大学医学部に寄附講座を設置し県内病院への医師派遣を図り診療体

制の維持を図る。また、大学病院等の小児科医などの医師を地域の

拠点病院に当直医として派遣し救急医療体制の強化を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・設置する寄附講座数 2 講座(R2) → 3 講座(R4) 
・大学病院等からの当直医派遣回数 233 回（R2) → 233 回（R4） 

アウトプット指標（達成

値） 

・設置する寄付講座数 2 講座(R2) → 3 講座(R4) 

・大学病院等からの当直医派遣回数 233 回(R2) → 301 回(R4) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標 
・寄附講座により診療体制の維持・強化が図られた病院・診療科 

 → 3 病院・診療科 

・大学病院等から医師派遣を行ったことにより輪番空白日が解消さ

れた拠点病院数 → 6病院 

（１）事業の有効性 
拠点となる病院に大学病院等から医師の派遣を受け、診療体制の維

持、強化を図ることができた。 
 
（２）事業の効率性 
県内の医師不足の実情を把握している県が、真に医師を必要とする

地域の拠点病院等へ医師派遣等を実施することで、効率的に事業を

実施し、最大限の効果を発揮することができる。 
その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.62】 

新型コロナウイルス感染症に係る介護

サービス継続支援事業 

【総事業費】 
1,698,827 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 介護事業所 

事業の期間 令和 3年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

新型コロナウイルス感染症流行下においても、介護サービス

は、要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必

要不可欠なものである。 

アウトカム指標：介護サービス事業所等のサービス提供体制

の確保 

事業の内容（当初計画） （１）以下の事業所に、通常の介護サービスの提供では想定

されないかかり増し費用を助成する。 

①新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応

した介護サービス事業所・施設等（休業要請を受けた事業所・

施設等を含む。） 

②新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービス

を提供する通所系サービス事業所 

③感染者が発生した介護サービス事業所、施設等の利用者の

受け入れや応援職員の派遣を行う事業所、施設等。 

（２）介護サービス事業所・施設が、感染防止対策を継続的

に行うため、衛生用品等の購入に必要な経費を支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

（１）交付額 1,425,980 千円 

（２）交付額 149,440 千円 

アウトプット指標（達成

値） 

令和３年度 

（１）交付決定事業所数 1,118 件 交付額 1,154,157 千円 

（２）交付決定事業所数 3,942 件 交付額 69,832 千円 
令和４年度 
（１）交付決定事業所数 1,609 件 交付額 2,808,593 千円 

 （うち、令和３年度積立額からの執行額  419,714 千円） 
事業の有効性・効率性 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事

業所等のサービス継続 

（１）事業の有効性 
本事業により新型コロナウイルス感染症が発生した事業所・
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施設等で発生したかかり増し経費を補助することで、介護サ

ービスの継続を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
コールセンター、申請窓口を設置することで、補助金の迅速

な交付を図ることができた。 
その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和５年８月３０日 埼玉県地域保健医療計画推進協議会において議論 
 ・令和５年８月 埼玉県高齢者支援計画推進会議において報告 
  
 

 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
・無し 
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２．目標の達成状況 

 
令和２年度埼玉県計画に規定した目標を再掲し、令和２年度終了時における目標の達成

状況について記載。 

 

■埼玉県全体（目標と計画期間） 

 埼玉県においては、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築など医療 

介護総合確保区域の課題を解決し、県民が住み慣れた地域において、安心して生活でき

るよう以下を目標に設定する。 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
  ・急性期病院としての機能を十分発揮するため、急性期病院の役割を明確にし、診 

  療所との連携体制を強化する。 

  ・機能分化と連携の推進を図り、病院歯科やかかりつけの歯科医師等の支援にかか  

  る提供体制を強化する。 

 

   【定量的な目標値】 

      ・初期救急（耳鼻科）輪番体制の受診者数 4,100 名（R2） 

   ・口腔アセスメントを実施する病院数 62 病院（H30） → 70 病院（R2） 

     
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

   ・県内のＮＩＣＵが常に満床等の理由により、本県の周産期医療は他都県に依存し 

   た状況にあるため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進する。 

  ・増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービスが供給できる 

   よう在宅歯科医療に係る提供体制を強化する。 

 
   【定量的な目標値】 

      ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 19.4％（H31.4） → 17.8％（R3.4） 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 1,080 か所（R2） 

      ・在医総管届出数       766 か所（H28） → 1,075 か所（R5） 

 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
    ・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介 

      護サービス提供体制の整備を促進する。 

  ・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設 

      開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

  ・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成するこ 

      とにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図る。 
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    【定量的な目標値】 

    第７期介護保険事業計画及び第８期介護保険事業計画等との整合性に照らし、以 

   下のとおり整備目標を定める。 

・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う

（１施設）。 

・介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う（１施設）。 

・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等へ配布する消毒液等

の卸・販社からの一括購入、介護施設等の消毒、介護施設等への簡易陰圧装置・換気

設備の設置を行う（60 施設）。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
    ・医師の県内誘導及び定着を図るとともに、医師の地域偏在や診療科偏在の解消に 

   取り組む。 

  ・看護職員の確保を図るため、養成、離職防止、再就業支援等に取り組むとともに、 

   がん医療、訪問看護分野等で高い専門性を持つ看護職員の育成を促進する。   

   ・救急医療機関の負担軽減を図るため、電話による小児患者相談体制や小児救急医 

      療体制の整備に取り組む。 

 

   【定量的な目標値】 

   ・産科・小児科医手当支給件数・施設数 

     17,600 件・50 施設（H30） → 17,600 件・50 施設（R2） 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.1%（H30） →  6.1%未満（R2） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（H30） → 12.4%（R5） 

   ・認定看護師数の人数 700 人(R1) → 713 人(R2) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     83.7％(H30） → 83.0％（R2） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     2.0％(H31) → 1.8％(R2) 

 
 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
     ・介護の職場へ就業を希望する方への研修及びマッチングによる就労支援を行う 

      とともに、介護の魅力をＰＲすることで介護の職場への関心を高めるなど、介護 

      人材の確保促進を図る。 

  ・様々な研修会やアドバイザー派遣などを実施し、地域包括ケアシステムの構築に 

      必要な人材の育成・資質の向上を図る。 

 

  【定量的な目標値】 
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   ・令和７年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に向   

   けた取組 

   ・福祉の仕事就職総合フェア 

      求人事業所と求職者が一堂に会する合同就職面談会を開催する。 

   ・介護人材確保促進事業 

      介護未経験者等に対し、介護に関する入門的研修や介護職員初任者研修等の実 

       施及び研修修了後の介護事業所へのマッチングを一体的に実施し、就労を支援す 

       る。 

     ・介護支援専門員研修実施事業 

      介護支援専門員に係る研修受講料の一部を補助する。 

     ・地域包括ケアシステム構築支援事業 

     地域包括ケアシステム構築を支援するため、市町村職員や地域包括支援センタ 

       ー職員に対する研修等を実施する。 

 

 

⑥ 計画期間 

令和２年４月１日～令和６年３月３１日 

 

□埼玉県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
      ・初期救急（耳鼻科）輪番体制の受診者数 2,370 名（R2） 

   ・口腔アセスメントを実施する病院数 62 病院（H30） → 73 病院（R2） 

     
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

      ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 19.4％（H31.4） → 13.9％（R3.4） 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 1,080 か所（R2） 

      ・在医総管届出数       766 か所（H28） → 858 か所（R2） 

 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行

う（０施設）。 

・介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う（０施設）。 

・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等へ卸・販社から一

括購入した消毒液等を配布するとともに、介護施設等への簡易陰圧装置・換気設備の

設置支援を行った（680 施設）。 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
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   ・産科・小児科医手当支給件数・施設数 

     17,600 件・50 施設（H30） → 16,222 件・50 施設（R2） 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.1%（H30） →  6.1%未満（R2） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（H30） → 10.4%（R1）※R2は集計中 

   ・認定看護師数の人数 700 人(R1) → 742 人(R2) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     83.7％(H30） → 83.0％（R2） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     2.0％(H31) → 2.3％(R2) 

 
 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

・介護に従事していない方、生活スタイルにあわせて働きたい方や高齢者などへの

研修及びマッチングによる就業支援を行うとともに、介護の職場への関心を高め

るために介護の魅力をＰＲすることなどにより、県内介護人材の増が図られた。 
・市町村、地域包括支援センター職員等への研修会の開催やアドバイザー派遣など

によって地域包括ケアシステムの構築を支援した。 
・職員の資格取得・研修に係る費用の補助や代替職員の人件費の補助等により、

職員の専門性の向上や処遇改善などが図られた。また、介護ロボット・ＩＣＴの

導入による業務の効率化、生産性向上及び介護従事者の負担軽減が図られた。 
 

 ２）見解 

おおむね順調に進んでおり、翌年以降も引き続き計画に基づき取り組む。 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に

関する事業 
事業名 【No.１（医療分）】 

地域医療構想に係る協議活性化事業 

【総事業費】 

4,411 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 各地域にふさわしい医療提供体制を構築し、医療機能の分化・連

携を推進するためには、医療需要に関するデータや病床機能報告制

度による情報等を活用・共有し、地域医療構想調整会議の協議を活

性化させる必要がある。 

アウトカム指標： 
令和７年（2025 年）に特に不足が見込まれる回復期機能の病床数の

増加（H30.7.1 5,336 床 → R5.7.1 6,138 床） 
事業の内容（当初計画）  地域医療構想調整会議に対し、地域医療構想アドバイザーの派遣

や、病床機能報告の定量基準分析結果の提示を行うことにより、地

域の協議を促進する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・地域医療構想アドバイザーの派遣：１０回 
・令和元年度病床機能報告定量基準分析の実施 

アウトプット指標（達成

値） 

・地域医療構想アドバイザーの派遣：延べ４８回 
・令和元年度、令和３年度病床機能報告定量基準分析を実施 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

（令和４年度病床機能報告の数値が確定次第、記載） 

（１）事業の有効性 
 病床機能報告定量基準分析の結果を活用して、地域医療構想につ

いての協議を活性化することにより、将来病床数が不足すると推計

した医療機能への転換が促進される。 
（２）事業の効率性 
 県医師会や県内医科系大学から推薦された３名の地域医療構想ア

ドバイザーより、地域医療構想調整会議の活性化に向けて専門的知

見からの助言をいただいた。また、病床機能報告定量基準分析に当

たっては、専門的な知見を有する事業者への委託を行った。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.2（医療分）】急性期医療（精神合併症救急）

機能分化・連携推進事業 

【総事業費】 
63,402 千円 

事業の対象となる区域 東部圏域、北部圏域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 令和 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急性期病院での治療後に転院が必要となる精神合併症患者については

受入医療機関の確保が難しく、急性期病院からの円滑な転院の妨げにな

っているため、受入医療機関を確保することで、急性期病院の機能強化

を図る必要がある。 

アウトカム指標：  

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率（精神身体

合併症以外の事案の受入率-精神身体合併症事案の受入率 

東部圏域▲10.8％（H30 年度）→▲9.9％以下（R2 年度）／ 

北部圏域▲10.4％（H30 年度）→▲8.0％（R2 年度） 

事業の内容（当初計画） 急性期病院で身体症の治療が施され症状が安定した患者が、精神疾患の

入院等が必要な場合に、原則として２４時間３６５日、断らずに受け入

れる旨の協定を締結した精神科病院に対し、医師人件費や空床確保費用

等の支援を行うことで円滑な受入と転院につなげ、急性期病院の機能強

化を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

24 時間 365 日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院 6 か所 精神科病院 3 か所 

アウトプット指標（達成

値） 

24 時間 365 日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院 6 か所 精神科病院 3 か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標： 

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率 

東部圏域 40.7%(R4 年度)／北部圏域 64.1%( R4 年度) 

（１）事業の有効性 
精神合併症患者の受入れ医療機関を確保することにより、急性期病院の

救急搬送受入や円滑な転院につながっている。 
（２）事業の効率性 
より効率的に事業を実施するためには、急性期病院や転院先である精神

科病院をさらに確保する必要がある。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.1（介護分）】 

埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 
埼玉県施設開設準備経費等支援事業 
新型コロナウイルス感染症対策事業 

【総事業費】 
2,026.093 千円 

事業の対象とな

る区域 

全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 令和 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進 

事業の内容（当初

計画） 

①介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対し

て支援を行う。 

②介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行

う。 

③新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等へ配布

する消毒液等の卸・販社からの一括購入、介護施設等の消毒、介護施設等

への簡易陰圧装置・換気設備の設置を行う。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

①介護保険施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対し

て支援を行う（１施設） 

②介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行

う（１施設） 

③新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等へ配布

する消毒液等の卸・販社からの一括購入、介護施設等の消毒、介護施設等

への簡易陰圧装置・換気設備の設置を行う（60 施設）。  

アウトプット指

標（達成値） 

令和２年度 

①② ０施設。 

③新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等へ卸・

販社から一括購入した消毒液等を配布した。また、介護施設等への簡易陰

圧装置・換気設備の設置支援を行った（210 施設）。 

 

令和３年度 

①② ０施設。 

③新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等への簡

易陰圧装置・換気設備の設置支援を行った（295 施設）。 
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令和４年度 

①② ０施設。 

③新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等への簡

易陰圧装置・換気設備の設置支援を行った（175 施設）。 

 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス

提供体制の整備を促進 

（１）事業の有効性 
 県内の介護サービス提供体制の整備が促進された。 
（２）事業の効率性 
 施設や市町村担当者に対し事業を周知し、円滑な促進が図られた。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 
☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和５年８月３０日 埼玉県地域保健医療計画推進協議会において議論 
 ・令和５年８月 埼玉県高齢者支援計画推進会議において報告 
 

 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

 
 審議会等で指摘された主な内容 
・無し 
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２．目標の達成状況 

 

■埼玉県全体（目標と計画期間） 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
  埼玉県においては、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築など医療 

 介護総合確保区域の課題を解決し、県民が住み慣れた地域において、安心して生活で 

 きるよう以下を目標に設定する。 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   ・急性期病院としての機能を十分発揮するため、急性期病院の役割を明確にし、診療 

   所との連携体制を強化する。 

 ・機能分化と連携の推進を図り、病院歯科やかかりつけの歯科医師等の支援にかかる 

   提供体制を強化する。 

 

   【定量的な目標値】 

      ・初期救急（耳鼻科）輪番体制の受診者数 4,000 名（R1） 

   ・口腔アセスメントを実施する病院数 55 病院（H29） → 60 病院（R1） 

     
 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

  ・県内のＮＩＣＵが常に満床等の理由により、本県の周産期医療は他都県に依存し 

   た状況にあるため、ＮＩＣＵから在宅への移行を促進する。 

  ・増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービスが供給できる 

   よう在宅歯科医療に係る提供体制を強化する。 

 
   【定量的な目標値】 

      ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 19.4％（H31.4） → 18.6％ 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 1,040 か所（R1） 

 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
   ・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介 

    護サービス提供体制の整備を促進する。 

  ・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設 

    開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

  ・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成するこ 

       とにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図る。 

 

 

 



   

3 
 

    

  【定量的な目標値】 

・第７期介護保険事業計画及び第８期介護保険事業計画等との整合性に照らし、以下の

とおり整備目標を定める。 

     介護予防拠点       １施設 

     地域包括支援センター  １施設 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
   ・医師の県内誘導及び定着を図るとともに、医師の地域偏在や診療科偏在の解消に 

   取り組む。 

  ・看護職員の確保を図るため、養成、離職防止、再就業支援等に取り組むとともに、 

   がん医療、訪問看護分野等で高い専門性を持つ看護職員の育成を促進する。   

   ・救急医療機関の負担軽減を図るため、電話による小児患者相談体制や小児救急医 

      療体制の整備に取り組む。 

 

   【定量的な目標値】 

   ・産科・小児科医手当支給件数・施設数 

     17,600 件・50 施設（H30） → 17,600 件・50 施設（R1） 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.5%（H28） →  6.5%未満（R1） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 11.6%（H29） → 11.6%未満（R1） 

   ・認定看護師数の人数 680 人(H30) → 700 人(R1) 

   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     89.3％(H28） → 減少（R3） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     3.4％(H27) → 2.0％(R5) 

 
 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
   ・「埼玉県なら介護を一生の仕事にできます」というキャッチフレーズを掲げ、介護 

    の職場へ就業を希望する方への職業紹介を行うとともに、介護の魅力をＰＲするこ 

    とで介護の職場への関心を高めるなど、介護事業所への新たな就業を促進する。 

  ・介護職に就いていない有資格者への就職相談や研修の実施、具体的な仕事のマッ 

    チングといった復職支援などを行う。 

  ・様々な研修会やアドバイザー派遣などを実施し、地域包括ケアシステムの構築に 

     必要な人材の育成・資質の向上を図る。 

 

 【定量的な目標値】 

   ・令和７年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に向   

   けた取組 
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   ・福祉の仕事就職総合フェア 

      求人事業所と求職者が一堂に会する合同就職面談会を開催する。 

   ・介護人材確保促進事業 

      介護職員初任者研修修了後の早期就労者及び在職中の研修修了者に研修受講費 

       の一部を補助する。 

     ・介護支援専門員研修実施事業 

      介護支援専門員の更新に係る研修受講料の一部を補助する。 

     ・潜在介護職員復職支援事業 

      結婚や出産等により離職した介護福祉士などの有資格者の復職を支援する。 

     ・地域包括ケアシステムモデル事業 

     地域包括ケアシステム構築を支援するため、市町村に対して研修やアドバイザ 

       ー派遣を実施する。 

 

⑥ 計画期間 

平成３１年４月１日～令和５年３月３１日 

 

埼玉県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
   ・初期救急（耳鼻科）輪番体制の受診者数 5,155 名（R1） 

   ・口腔アセスメントを実施する病院数 62 病院（H29） → 73 病院（R1） 

     
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

    ・ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 19.4％（H31.4） → 13.9％ 

     ・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30） → 785 か所（R1） 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

   ・地域密着型サービス施設等の整備 

    介護予防拠点      １施設 

    地域包括支援センター  １施設 

 

 

  ④ 医療従事者の確保に関する目標 
     ・産科・小児科医手当支給件数・施設数 

     17,600 件・50 施設（H30） → 16,431 件・47 施設（R1） 

   ・新人看護職員の離職率の低下  6.5%（H28） →  6.1%（R1） 

     ・常勤看護職員の離職率の低下 11.6%（H29） → 12.4%（R1） 

   ・認定看護師数の人数 700 人(H30) → 713 人(R1) 
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   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

     89.3％(H28） → 82.1％（R1） 

   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

     3.4％(H27) → 2.0％(R5) 

 

 ２）見解 

 おおむね順調に進んでおり、翌年以降も引き続き計画に基づき取り組む。 

 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
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３．事業の実施状況 
 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 
事業名 【No.1（医療分）】 

急性期医療（精神合併症救急）機能分化・連携推

進事業 

【総事業費】 

61,883 千円 

事業の対象となる区域 東部圏域、北部圏域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急性期病院での治療後に転院が必要となる精神合併症患者については受

入医療機関の確保が難しく、急性期病院からの円滑な転院の妨げになって

いるため、受入医療機関を確保することで、急性期病院の機能強化を図る

必要がある。 

アウトカム指標： 

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率（精神身 

体合併症以外の事案の受入率-精神身体合併症事案の受入率） 

 東部圏域▲10.8％(H30 年度)→▲10.4%以下(R4 年度) 

 北部圏域▲10.4％(H30 年度)→▲10％以下 (R4 年度) 

事業の内容（当初計画） 急性期病院で身体症の治療が施され症状が安定した患者が、精神疾患の

入院等が必要な場合に、原則として 24時間 365 日、断らずに受け入れる

旨の協定を締結した精神科病院に対し、医師人件費や空床確保費用等の

支援を行うことで円滑な受入と転院につなげ、急性期病院の機能強化を

図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

24 時間 365 日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院 6か所 精神科病院 3か所 

アウトプット指標（達成

値） 

24 時間 365 日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院 6か所 精神科病院 3か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率 

東部圏域 40.7%(R4 年度)／北部圏域 64.1%( R4 年度) 

（１）事業の有効性 
  精神合併症患者の受入れ医療機関を確保することにより、急性期病院

の救急搬送受入や円滑な転院につながっている。 
（２）事業の効率性 
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  より効率的に事業を実施するためには、急性期病院や転院先である精

神科病院をさらに確保する必要がある。 
その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.7（介護分）】 

埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 
埼玉県施設開設準備経費等支援事業 
新型コロナウイルス感染症対策事業 

【総事業費】 
589,830 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域において安心して生活できる体制の

構築を図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制

の整備を促進 

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 介護予防拠点               1 施設 

 地域包括支援センター           1施設 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を

行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対

して支援を行う。 

④新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介

護施設等へ配布する消毒液等の卸・販社からの一括購入を

行う。 
 

アウトプット指標（当初

の目標値） 
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備施設等 

 介護予防拠点               1 施設 

 地域包括支援センター           1施設 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を

行う。 

③介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対

して支援を行う。 

④新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介

護施設等へ配布する消毒液等の卸・販社からの一括購入を

行う。 
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アウトプット指標（達成

値） 

令和元年度 

地域密着型サービス施設等の整備 

整備施設等 

 地域包括支援センター           1施設 

 

令和２年度 

①～③ 実績なし。 

④ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介

護施設等へ配布する消毒液等の卸・販社からの一括購入を行

った。 

 

令和３年度 

①～④ 実績なし。 

 

令和４年度 

地域密着型サービス施設等の整備 

整備施設等 

 介護予防拠点               1 施設 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

・地域密着型サービス施設等の整備 

 ・介護施設等におけるサービス提供体制の整備 

（１）事業の有効性 
 事業を計画する市町村への支援により施設整備が促進され

たが、事業者の決定に至らなかった一部施設については未達

成となった。新型コロナウイルス感染症対策への支援を通じ

サービス提供体制の整備が促進された。 
（２）事業の効率性 
 関係市町村、各施設への通知や県ホームページを通じた事

業の周知を行うことで円滑に事業が遂行された。 
その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 
☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和５年８月３０日 埼玉県地域医療対策協議会において議論 
 

 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

 
 審議会等で指摘された主な内容 
無し 
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２．目標の達成状況 

 

■埼玉県全体 

１ 目標 

 埼玉県においては、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築など医療介 
護総合確保区域の課題を解決し、県民が住み慣れた地域において、安心して生活でき

るよう以下を目標に設定する。 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

・ 埼玉県地域医療構想において、将来における回復期病床の必要量が大幅に不足し

ていることから、急性期病床等からの転換を促進する。 
 
 【定量的な目標値】 

  ・ 回復期への転換病床数（補助病床数） 250 床 

 
 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ・ 小児在宅医療の担い手を増やすための研修会、講習会を実施し、小児患者の在 
  宅医療を支える体制を整備する。 
・ 各地域において医療・介護連携会議を開催し、在宅医療を推進する 
 

 【定量的な目標値】 

  ・在医総管届出数 766 か所（H28）→930 か所（R2）→1,075 か所（R5） 

  ・在宅歯科医療実施登録機関数 802 か所（H29）→ 1,040 か所（R1） 

 
 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ・ 医師の県内誘導及び定着を図るとともに、医師の地域偏在や診療科偏在の解消に 
  取り組む。 
 ・ 看護職員の確保を図るため、養成、離職防止、再就業支援等に取り組むとともに、 

  がん医療、訪問看護分野等で高い専門性を持つ看護職員の育成を促進する。   
  ・ 救急医療機関の負担軽減を図るため、電話による小児患者相談体制や小児救急医 
  療体制の整備に取り組む。 
 

 【定量的な目標値】 

   ・産科・小児科医手当支給件数・施設数 
     17,600 件・50 施設（H29） → 17,600 件・50 施設（H30） 
   ・新人看護職員の離職率の低下 8.1%（H27） → 6.4%（H30） 
     ・常勤看護職員の離職率の低下 12.9%（H27）→ 11.6%（H30） 



   

3 
  

   ・看護職員数の増加人数 1,360 人（H24～H26 の平均）→1,600 人（H30） 
   ・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 
     89.7％(H28） → 83.7％（R1） 
   ・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 
     3.4％(H27) → 2.3％(H30) 
 
２ 計画期間 
  平成３０年４月１日～令和５年３月３１日 
 

□埼玉県全体（達成状況） 

１ 目標の達成状況 

 ・ 回復期への転換病床数（補助病床数） 1,000 床 → 未達成 

 ・ 在宅での死亡割合［17.4％（H27）］の増加 → 19.1%（H29） 

 ・ ＮＩＣＵ長期入院患者数［30 人（H29.4）］の減少 → 46 人（ H30.4 ） 

・ 在宅歯科医療実施登録機関数 1,000 か所  → 802 か所（H29） 

 ・ 小児専門医等確保によるＰＩＣＵ稼働率 85％ → 85％（H30.3） 

 ・ 産科・小児科医手当支給件数・施設数 17,600 件・50 施設 

                     → 17,700 件・53 施設 

 ・ 新人看護職員の離職率［8.3％（H27）］の低下 → 6.5％（H29） 

  ・ 常勤看護職員の離職率［12.9％(H27)］の低下 → 11.7%（H29） 

 ・ 看護職員数の増加人数 1,600 人 → 1,928 人（H27～H29）     

 ・ 第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合[89.3%（H28）］の減少 

                            → 84.4％（H29） 

 ・ 小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合  2.3％ 

                            → 1.8％（H29） 

 ２ 見解  

 ・ 回復期への転換病床数（補助病床数） 1,000床 → 未達成 

   平成29年度は、検討の結果、当計画での事業実施に至らなかった。（平成28年度 

  基金を活用して回復期病床の整備を実施）今後、地域医療構想調整会議での議論 

  等を踏まえ、事業を進めていく。 

 ・ ＮＩＣＵ長期入院患者数［30人（H29.4）］の減少 → 46 人（ H30.4 ） 

   長期入院患者 人数は 46 人（ H30.4 ）に 増加したが、 NICU 病床数に占める 

  割合は 21.0%(H29.4) から 20.4%(H30.4) に減少している。 

 ・ 在宅歯科医療実施登録機関数 1,000か所  → 802か所（H29） 

   在宅歯科医療実施登録機関数については、1,000か所には届いていないが、 

  797か所（H27）→802か所（H29）に増加した。 

 

 ３ 目標の継続状況 
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  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

 

  



   

5 
  

３．事業の実施状況 
 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 
事業名 【No.5（医療分）】 

急性期医療（精神合併症救急）機能分化・連携推

進事業 

【総事業費】 

100,665 千円 

事業の対象となる区域 東部圏域、北部圏域 

事業の実施主体 埼玉県、医療機関 

事業の期間 平成 30 年４月 1日～令和５年３月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

急性期病院での治療後に転院が必要となる精神合併症患者については受

入医療機関の確保が難しく、急性期病院からの円滑な転院の妨げになって

いるため、受入医療機関を確保することで、急性期病院の機能強化を図る

必要がある。 

アウトカム指標： 

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率 

東部圏域 55％(H28)→改善(R4)／北部圏域(H28)63％→改善(R4) 

事業の内容（当初計画） 急性期病院で身体症の治療が施され症状が安定した患者が、精神疾患の入

院等が必要な場合に、原則として 24 時間 365 日、断らずに受け入れる旨

の協定を締結した精神科病院に対し、医師人件費や空床確保費用等の支援

を行うことで円滑な受入と転院につなげ、急性期病院の機能強化を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

24 時間 365 日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院６か所 精神科病院３か所 

アウトプット指標（達成

値） 

24 時間 365 日体制で精神合併症患者を受け入れる医療機関 

救急病院６か所 精神科病院３か所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

事業実施地域における精神身体合併症事案の救急搬送受入率 

東部圏域 40.7%(R4 年度)／北部圏域 64.1%(R4 年度) 

（１）事業の有効性 
精神合併症患者の受入れ医療機関を確保することにより、急性期病院の救

急搬送受入や円滑な転院につながっている。 
（２）事業の効率性 
より効率的に事業を実施するためには、急性期病院や転院先である精神科

病院をさらに確保する必要がある。 
その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 
☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和５年８月３０日 埼玉県地域保健医療計画推進協議会において議論 
 ・令和５年８月 埼玉県高齢者支援計画推進会議において報告 
 

 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

 
 審議会等で指摘された主な内容 
・無し 
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２．目標の達成状況 

 

■埼玉県全体 

１ 目標 

 埼玉県においては、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築など医療介 
護総合確保区域の課題を解決し、県民が住み慣れた地域において、安心して生活でき

るよう以下を目標に設定する。 
 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

・ 埼玉県地域医療構想において、将来における回復期病床の必要量が大幅に不足し

ていることから、急性期病床等からの転換を促進する。 
 
 【定量的な目標値】 

  ・ 回復期への転換病床数 260 床 

  
 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 ・ 小児在宅医療の担い手を増やすための研修会、講習会を実施し、小児患者の在 
  宅医療を支える体制を整備する。 
・ 各地域において医療・介護連携会議を開催し、在宅医療を推進する 
 

 【定量的な目標値】 

  ・ 在宅での死亡割合 20.6%（R2）/22.4%（R5） 
 ・ ＮＩＣＵ長期入院患者数割合 18.6％ 
・ 在宅歯科医療実施登録機関数 1,000 か所 
 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 
・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介 
 護サービス提供体制の整備を促進する。 
・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設 
 開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 
・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成するこ 
 とにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図る。 
 
【定量的な目標値】 
・地域密着型サービス施設等の整備については、第６期介護保険事業計画、第７期介

護保険事業計画及び第８期介護保険事業計画等との整合性に照らし、以下のとおり整

備目標を定める。 
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     地域密着型特別養護老人ホーム               29 床(1 施設)  
     認知症高齢者グループホーム              10 施設 
     小規模多機能型居宅介護事業所          16 施設 
     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     14 施設 
     認知症対応型デイサービスセンター            6 施設 
     施設内保育施設                  1 施設 
 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ・ 医師の県内誘導及び定着を図るとともに、医師の地域偏在や診療科偏在の解消に 
  取り組む。 
 ・ 看護職員の確保を図るため、養成、離職防止、再就業支援等に取り組むとともに、 

  がん医療、訪問看護分野等で高い専門性を持つ看護職員の育成を促進する。   
  ・ 救急医療機関の負担軽減を図るため、電話による小児患者相談体制や小児救急医 
  療体制の整備に取り組む。 
 

 【定量的な目標値】 

   ・ 小児専門医等確保によるＰＩＣＵ稼働率 85％ 
   ・ 産科・小児科医手当支給件数・施設数 17,600 件・50 施設 
   ・ 新人看護職員の離職率［8.3％（H27）］の低下 
     ・ 常勤看護職員の離職率［12.9％(H27)］の低下 
   ・ 看護職員数の増加人数 1,600 人       
   ・ 第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合[89.3%（H28）］の減少 
   ・ 小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合  2.3％ 
 

２ 計画期間 

  平成２９年４月１日～令和８年３月３１日 

 

□埼玉県全体（達成状況） 

１ 目標の達成状況 

 ・ 回復期への転換病床数 260 床 → 708 床（R4） 

 ・ 在宅での死亡割合［17.4％（H27）］の増加 → 19.1%（H29） 

 ・ ＮＩＣＵ長期入院患者数［30 人（H29.4）］の減少 → 46 人（ H30.4 ） 

・ 在宅歯科医療実施登録機関数 1,000 か所  → 802 か所（H29） 

 ・ 小児専門医等確保によるＰＩＣＵ稼働率 85％ → 85％（H30.3） 

 ・ 産科・小児科医手当支給件数・施設数 17,600 件・50 施設 

                     → 17,700 件・53 施設 

 ・ 新人看護職員の離職率［8.3％（H27）］の低下 → 6.5％（H29） 

  ・ 常勤看護職員の離職率［12.9％(H27)］の低下 → 11.7%（H29） 
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 ・ 看護職員数の増加人数 1,600 人 → 1,928 人（H27～H29）     

 ・ 第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合[89.3%（H28）］の減少 

                            → 80.9％（R4） 

 ・ 小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合  2.3％ 

                            → 1.8％（H29） 

 ２ 見解  

 ・ ＮＩＣＵ長期入院患者数［30人（H29.4）］の減少 → 46 人（ H30.4 ） 

   長期入院患者 人数は 46 人（ H30.4 ）に 増加したが、 NICU 病床数に占める 

  割合は 21.0%(H29.4) から 20.4%(H30.4) に減少している。 

 ・ 在宅歯科医療実施登録機関数 1,000か所  → 802か所（H29） 

   在宅歯科医療実施登録機関数については、1,000か所には届いていないが、 

  797か所（H27）→802か所（H29）に増加した。 

 ・地域密着型サービス施設等の整備 

   地域密着型特別養護老人ホーム                29床(1施設) 

   認知症高齢者グループホーム            10施設 

   小規模多機能型居宅介護事業所                  4施設 

   定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     14施設 

   認知症対応型デイサービスセンター        6施設 

   小規模な経費老人ホーム             1施設 

 

 

 ３ 目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
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３．事業の実施状況 

 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 
事業名 【NO.1（医療分）】 

 病床の機能分化・連携を促進するための基盤整

備事業 

【総事業費】 

1,697,405 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 29 年 10 月１日～令和８年３月 31日 

☑継続 ／ ☐終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想の将来推計で、特に大幅な不足が見込まれている地域包括ケ

ア病床等の回復期への病床機能の転換を促進するとともに、医療機能の分

化・連携を進め切れ目のない医療供給体制を整備する必要がある。 

アウトカム指標：回復期病床の整備 4,600 床（H29）→16,717 床（R7） 

事業の内容（当初計画） ・急性期病床等から回復期病床への病床転換に必要な新築・増改築及び

回収に要する経費、及び医療機器等の備品購入費の支援を行う。 

・急性期から回復期まで切れ目のない医療提供体制を促進するため、高

次医療機関と後方支援病院等の連携による転院体制構築などによる連携

を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

回復期への転換病床数 260 床 

アウトプット指標（達成

値） 

回復期病床への転換病床数 708 床 

※複数年度の基金活用実績あり 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

4，600 床（H29.4）→16，717 床（R8.4） 
（１）事業の有効性 
 本事業の実施により、回復期病床への転換等が促進され、必要とされる

医療機能の充実が図られた。 
（２）事業の効率性 
 医療資源が限られるなか、転換等を促進することより、効率的に医療機

能を充実させる。 
その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【No.6（介護分）】 

 埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 
 埼玉県施設開設準備経費等支援事業 

【総事業費】 
3,755,349 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 29 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活できる体制の構

築を図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整

備を促進 

事業の内容（当初計画） 

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行

う。 

③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金

に対して支援を行う。 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム           29 床(1 施設) 

 認知症高齢者グループホーム           10 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所                16 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター            6 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    14 施設 

 施設内保育施設                        1 施設 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支

援計画等において予定している、以下の地域密着型サービス施設

等の整備に対し支援を行う。 
整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム           29 床(1 施設) 

 認知症高齢者グループホーム           10 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所                16 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター            6 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    14 施設 

  施設内保育施設                        1 施設 
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アウトプット指標（達

成値） 

 
 

平成２９年度 整備施設数等 

 認知症高齢者グループホーム            7 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所                 1 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     8 施設 

 

平成３０年度 施設整備等 

 認知症対応型デイサービスセンター            3 施設 

 

令和元年度 施設整備等 

 認知症高齢者グループホーム            3 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター            2 施設 

 

令和２年度 施設整備等 

 小規模な軽費老人ホーム            1 施設 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     1 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター            1 施設 

 

令和３年度 施設整備等 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     5 施設 

 

令和４年度 施設整備等 

地域密着型特別養護老人ホーム            29 床(1 施設) 

 小規模多機能型居宅介護事業所                 3 施設 

 

合計 

地域密着型特別養護老人ホーム            29 床(1 施設) 

 小規模な軽費老人ホーム            1 施設 

 認知症高齢者グループホーム           10 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所                 4 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    14 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター            6 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    14 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター            6 施設 
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事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域の実情に応じた介護

サービス提供体制の整備を促進 

（１）事業の有効性 
 県所管の広域型施設を中心に、施設の円滑な開所を促進し、介

護サービス提供体制の整備が促進された。 
（２）事業の効率性 
 施設の許認可手続き等を所管する市町村担当者に対し、説明会

を実施し、円滑な促進が図られた。 
その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業  

事業名 【№21（医療分）】 

電話による小児患者の相談体制の整備 

【総事業費 

（計画期間の総額）】

136,306 千円 

事業の対象となる医療

介護総合確保区域 

県全域 

事業の実施主体 埼玉県、公益社団法人埼玉県看護協会 

事業の期間 平成２９年４月１日～令和５年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

救急医療機関を受診する小児の患者のうち、軽症患者の割合が高く、真に救

急を要する小児の患者の受入れが困難となる恐れがある。 

アウトカム指標：第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の減 

89.7％（H28 年度) → 83％（R4年度） 

事業の内容（当初計画） 子供の急な病気やけがについて、家庭での対処方法や医療機関の受診の必

要性をアドバイスする小児救急電話相談事業を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

年間電話相談件数（90,000 件/年） 

アウトプット指標（達成

値） 

年間電話相談件数 115,821 件 

備考（注３） 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合 80.9%（R4 年度） 

（１）事業の有効性 

 相談対応のうち約６５％が安静して様子を見るなど、家庭での対応で事な

きを得ており、子供の休日や夜間における急な病気やケガに対する保護者の

不安を解消するとともに軽症の小児患者の受診を抑え、救急医療機関の負担

軽減を図ることができたと考える。 

 

（２）事業の効率性 

 事業を委託により実施することより、小児科看護の経験を持つ相談員の確

保及び相談の実施等にいて、効率的な執行ができたと考える。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 
☑ 行った 
（実施状況） 
 ・令和５年８月３０日 埼玉県地域保健医療計画推進協議会において議論 
 ・令和５年８月 埼玉県高齢者支援計画推進会議において報告 
 

 □ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

 
 審議会等で指摘された主な内容 

・無し 
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２．目標の達成状況 

 

■埼玉県全体（目標） 

１.目標 

埼玉県においては、高齢化の進展が予想され、特に医療や介護などの支援が必要とな

る後期高齢者の急速な増加に対応するため、高齢者が地域において、安心して生活でき

るよう以下を目標に設定する。 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 ・ 埼玉県における回復期病床、慢性期病床の将来の必要量が現状に比べ大幅に不足 

  していることから、地域医療構想策定前ではあるが、急性期病床等からの病床の転 

  換を促進する。 

・ 大学病院等から医師派遣を行うことにより派遣先医療機関の病床転換を促進す

る。 

 

 【定量的な目標値】 

    ・ 回復期病床への転換数 300 床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

・ 小児患者の在宅医療を担う人材の育成を行うなど、医療依存度の高い小児の在宅 

 医療体制を整備し、ＮＩＣＵなどの患者の早期退院を促す。 

 

 【定量的な目標値】 

    ・小児在宅医療に係る研修会参加者 150 人 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介 

 護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設 

 開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成するこ 

 とにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図る。 

 

【定量的な目標値】 

・地域密着型サービス施設等の整備については、第６期介護保険事業計画、第７期介

護保険事業計画及び第８期介護保険事業計画等との整合性に照らし、以下のとおり

整備目標を定める。 
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   地域密着型特別養護老人ホーム              170 床(6 施設)  

   認知症高齢者グループホーム             9 施設 

   小規模多機能型居宅介護事業所          4 施設 

   看護小規模多機能型居宅介護事業所           5 施設 

   認知症対応型デイサービスセンター           5 施設 

   介護予防拠点                  2 施設 

   施設内保育施設                 5 施設 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

 ・ 埼玉県における人口１０万人対医師数は、全国平均を大きく下回っていることか 

   ら、地域医療の水準を向上させるため、医師の県内誘導及び定着を図り、診療科  

   別医師の偏在や医師の地域偏在を改善させていく。 

  ・ 救急・周産期・がん医療などの分野における専門的な看護師が不足していること  

  から、専門的な能力を持つ看護師を育成し、また、退職した後復職していない看護 

  師が多くいるため、潜在看護師の復職も支援していく。 

 ・ 県民の急な病気や怪我についての電話相談を行い、不安を解消するとともに、患 

   者の集中で疲弊している救急医療機関の勤務環境改善等を図っていく。 

   

 【定量的な目標値】 

   ・  産科、小児科医手当の支給件数 18,826 件 

   ・  新人看護職員研修参加者 2,600 人 

  ・  認定看護師の派遣 110 回 

  ・ 看護師養成所実習指導者講習会の受講者数 140 人 

  ・  ナースセンターを経由した再就業者数 650 人 

  ・ 夜間や休日も小児二次救急患者に対応できる体制を整備（全 14 医療圏） 

  ・ 小児救急電話相談件数 95,000 件 

 

２.計画期間 

  平成２８年４月１日～令和８年３月３１日 

 

□埼玉県全体（達成状況） 

１ 目標の達成状況 

 ・ 小児在宅医療に係る研修会参加者 191人  

 ・  産科、小児科医手当の支給件数 16,475件 

 ・  新人看護職員研修参加者 2,510人 

 ・  認定看護師の派遣 122回 

 ・ 看護師養成所実習指導者講習会の受講者数 133人 

 ・  ナースセンターを経由した再就業者数 643人 
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 ・ 夜間や休日も小児二次救急患者に対応できる体制（14医療圏中10医療圏） 

 ・ 小児救急電話相談件数 70,759件 

 ・ 地域密着型サービス施設等の整備 

 地域密着型特別養護老人ホーム         170 床（6施設） 

 認知症高齢者グループホーム             9 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所            4 施設 

    看護小規模多機能型居宅介護事業所          5 施設 

    認知症対応型デイサービスセンター          5 施設 

    介護予防拠点                      2 施設 

    施設内保育施設                     5 施設 

 

 

 ２ 見解 

 ・ 看護職員の確保、小児救急医療体制の充実などが一定程度進んでおり、翌年度以 

  降も引き続き、目標に向け、計画を進めていくこととする。  

 

 ３ 目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 
事業名 【No.1（医療分）】 

地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に

対する歯科保健医療の推進事業 

【総事業費】 

678,571 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 埼玉県、埼玉県歯科医師会 

事業の期間 平成 29 年 1 月 1 日～令和８年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、機能分化と連携の推進を図り、また増加が見込まれる在宅患者等に

対して、適切な医療・介護サービスが供給できるよう、病院歯科やかかり

つけの歯科医師等支援に係る提供体制整備・強化が必要。 

アウトカム指標：口腔アセスメントを実施する病院数の増加 

        41 病院(H27)→90 病院(R7) 

事業の内容（当初計画） 地域医療支援病院やがん診療連携拠点病院等の患者に対し、全身と口腔

機能の向上を図るため、病棟・外来に歯科医師及び歯科衛生士を派遣

し、患者の口腔管理を行う。また、病院内の地域医療連携室等に歯科衛

生士を派遣し、退院時の歯科診療所の紹介等を行うための運営費に対す

る支援を行う。これにより、医療機関の機能分化・連携を推進し、医療

提携体制の効率化及び質の向上を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

口腔アセスメント実施人数の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

口腔アセスメント実施人数の増加  89 病院、4,644 人（R4） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

口腔アセスメントを実施する病院数 89 病院、4,644 人（R4） 

（１）事業の有効性 
 地域医療や介護等における歯・口腔の健康管理の重要性が広く知られる

ようになり、特に病院等施設から日常的口腔ケアに関する相談や専門的口

腔ケアの要望等が増加している。しかし、歯科標榜のない病院、施設等に

おいては歯科専門職の配置がないことから、その対応には限界がある。 
 このため、当該病院等施設に歯科医療関係者が介入し専門的口腔ケアの

実施や相談指導等を行うことで、入院患者・周術期患者等へより効果的な

口腔管理がなされ、また多職種への口腔管理への理解が進んだ。 
 また、入院（入所）時から退院（退所）後も相互の情報共有が図られる
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など、継続した協力・連携が認められた。 
 コロナ禍で病院等施設における事業の中断や規模縮小の影響により実

施数が減少していたが、専門的口腔管理は感染症重症化予防等の効果があ

ることなど病院等へ説明・理解を求めた結果、実施人数はコロナ以前の水

準に回復した。 
 
（２）事業の効率性 
 地域医療や介護等に関わる多職種の専門的口腔管理や治療への理解が

深まり、各者からの相談・要望が増えてきていることから、相互協力をよ

り一層進めていくための研修会や会議等を開催した。 
 また、積極的に当該病院等施設に歯科医療関係者が介入し専門的口腔ケ

アの実施や相談指導等を行うことで、地域における口腔管理や治療への理

解がさらに深まり、多職種と歯科医療関係者との連携・協力体制構築がさ

らに進んだ。 
 さらに、コロナ禍においても専門的口腔管理にこれまで以上に積極的に

取組むなど、感染症拡大の影響下にあっても、一部病院等と連携の強化に

つながった病院等もあったことから、これらの情報を地域間・多職種間で

共有するなど普及啓発に努めた結果、実施病院数の増加につながった。 
 これにより、必要な歯科保健医療を必要な場所で受けることができる体

制が強化され、医療等提供体制の効率化が図られる。 
その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備 
の整備に関する事業 

事業名 【NO.2（医療分）】 

 病床の機能分化・連携を促進するため

の基盤整備事業 

【総事業費】 

3,170,455 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成 29 年１月１日～令和８年３月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域医療構想実現のために、大幅に不足すると推計されてい

る回復期病床の整備を促進することが必要。 

アウトカム指標：回復期病床の整備 

        4,000 床(H28)→16,717 床(R7) 

事業の内容 (１) 回復期病床の整備に必要な新築・増改築及び改修に要 

  する経費及び医療機器等備品購入費を支援する。 

(２) 回復期病床への転換を検討する医療機関に対して、回 

   復期病床運営のための研修会の開催を支援する。 

(３) リハビリスタッフ確保経費支援 

   回復期病床に転換する医療機関に対して、リハビリス 

   タッフの人件費を支援する。 

(４) 病床機能転換促進 

     病床機能転換を目的として、他の医療機関に医師を派 

   遣する大学病院等に助成する。 

（５）地域での機能分化・連携の促進を促すため、地域医療 

  構想アドバイザーの派遣や病床機能報告制度の定量基 
  準分析結果の提示を行う 

アウトプット指標 回復期病床への転換病床数 300 床 

アウトプット指標（達成

値） 

回復期病床への転換病床数 708 床 

※複数年度の基金活用実績あり 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

4，600 床（H29.4）→16，717 床（R8.4） 
（１）事業の有効性 
 本事業の実施により、回復期病床への転換が促進され、  

必要とされる医療機能の充実が図られた。 
（２）事業の効率性 
 医療資源が限られるなか、転換を促進することより、効率

的に医療機能を充実させる。 
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その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.5】（介護分） 

 埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 
埼玉県施設開設準備経費等支援事業 

【総事業費】 
2,939,757 千円 

事業の対象となる区域 全域 

事業の実施主体 埼玉県 

事業の期間 平成 28 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

 □継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活できる体制の

構築を図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制の

整備を促進 

事業の内容（当初計画） 地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム     170 床（6施設） 

 認知症高齢者グループホーム        9 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所     4 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所   5 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター  5 施設 

 介護予防拠点              2 施設 

 施設内保育施設             5 施設 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を 

  行う。 

 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金

に対して支援を行う。 

アウトプット指標 地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支

援計画等において予定している、以下の地域密着型サービス施

設等の整備に対し支援を行う。 
整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム   170 床（6施設） 

 認知症高齢者グループホーム      9 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所    4 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  5 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター  5 施設 

 介護予防拠点            2 施設 

 施設内保育施設           5 施設 
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アウトプット指標（達成

値） 

 

全体 

平成２８年度 整備施設数等 

 地域密着型特別養護老人ホーム     83 床（3施設） 

 認知症高齢者グループホーム       9 施設  

 小規模多機能型居宅介護事業所    2 施設 

 介護予防拠点              1 施設 

 施設内保育施設              1 施設 
 

平成２９年度 整備施設数等 

 地域密着型特別養護老人ホーム     87 床（3施設） 

 小規模多機能型居宅介護事業所    2 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  2 施設 

 施設内保育施設              2 施設 
 

平成３０年度 整備施設数等 

 認知症対応型デイサービスセンター  5 施設 
 

令和元年度 整備施設数等 

 介護予防拠点              1 施設 
 

令和２年度 整備施設数等 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所  3 施設 

 

令和３年度 整備施設数等 

 実績なし 
 

令和４年度 整備施設数等 

 施設内保育施設             2 施設 

整備施設数等 

 地域密着型特別養護老人ホーム     170 床（6施設） 

 認知症高齢者グループホーム       9 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所    4 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所   5 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター  5 施設 

 介護予防拠点              2 施設 
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 施設内保育施設              5 施設 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進 

（１）事業の有効性 
 県所管の広域型施設を中心に、施設の円滑な開所を促進し、

介護サービス提供体制の整備が促進された。 
（２）事業の効率性 
 施設の許認可手続き等を所管する市町村担当者に対し、説明

会を実施し、円滑な促進が図られた。 
その他  
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平成 27 年度埼玉県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
令和５年 11 月 

埼玉県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 
  ・埼玉県高齢者支援計画推進会議において報告（令和５年８月） 
                        
□ 行わなかった 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
なし 
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２．目標の達成状況 

 
 平成27年度埼玉県計画に規定する目標を再掲し、令和４年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

  

■埼玉県全体（目標） 

１．目標 

 埼玉県においては、高齢化の進展が予想され、特に医療や介護などの支援が必要とな 

る後期高齢者の急速な増加に対応するため、高齢者が地域において、安心して生活でき 

るよう以下を目標に設定する。 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

・地域密着型サービス施設等の整備を支援することにより、地域の実情に応じた介 

 護サービス提供体制の整備を促進する。 

・特別養護老人ホーム等の開設準備に必要となる経費を助成することにより、施設 

 開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援する。 

・用地確保のための定期借地権設定に際して支払われた一時金について助成するこ 

 とにより、施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホームの整備促進を図る。 

 

 【定量的な目標値】 

   ・地域密着型サービス施設等の整備については、第６期介護保険事業計画、第７期

介護保険事業計画及び第８期介護保険事業計画等との整合性に照らし、以下のとお

り整備目標を定める。 

     地域密着型特別養護老人ホーム     406 床（14 施設） 

     都市型軽費老人ホーム            8 床（1施設） 

     認知症高齢者グループホーム           25 施設 

     小規模多機能型居宅介護事業所         33 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    32 施設 

     看護小規模多機能型居宅介護事業所        8 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター        8 施設 

     地域包括支援センター              6 施設 

     施設内保育施設                 2 施設 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

・「埼玉県なら介護を一生の仕事にできます」というキャッチフレーズを掲げ、介護 

 の職場へ就業を希望する方への職業紹介を行うとともに、介護の魅力をＰＲする 

 ことで介護の職場への関心を高めるなど、介護事業所への新たな就業を促進する。 

 また、介護職に就いていない有資格者への就職相談や研修の実施、具体的な仕事 
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 のマッチングといった復職支援などを行う。 

 

 【定量的な目標値】 

・令和７年度の都道府県で必要となる介護人材の需給状況、介護人材等の確保に 

 向けた取組 

・優良介護事業所認証事業 

 人材育成や入所者等への処遇について優れた取組みを行っている事業所を認証す 

 る。 

・介護人材確保促進事業介護職員初任者研修修了後、３か月以内に県内介護事業所 

 に就職し、６か月以上勤務した者に対し、研修受講費の一部を補助する。 

・潜在介護職員復職支援事業 

 結婚や出産等により離職した介護福祉士などの有資格者の復職を支援する。 

・介護の魅力ＰＲ等推進事業 

 介護の魅力をＰＲするため若手介護職員を中心とした「介護の魅力ＰＲ隊」によ 

 る大学・高校等への訪問や県外での人材募集活動等を実施する。 

・高齢者の介護職への就労支援、資格取得支援事業 

 介護職員初任者研修修了後、県内介護事業所に就職した６０歳以上の者に対して、 

 研修受講費の一部を補助する。併せて、当該６０歳以上の者を雇い入れた介護事 

 業所に対して、準備金を支給する。研修受講中の代替職員の人件費を補助する。 

・新任介護職員定着支援事業、永年勤続表彰事業 

    新任介護職員を対象に研修や交流イベントを実施する。永年勤続の介護職員（勤 

       続２０年、１０年）を知事名で表彰する。 

 

２．計画期間 

  平成２７年４月１日～令和８年３月３１日 

 

□埼玉県全体（達成状況） 

③ 介護施設等の整備に関する達成状況 

１）目標の達成状況 

・地域密着型サービス施設等の整備 

  地域密着型特別養護老人ホーム        198 床（7施設） 

  認知症高齢者グループホーム            47 施設 

  小規模多機能型居宅介護事業所           33 施設 

     定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所       33 施設 

     看護小規模多機能型居宅介護事業所          15 施設 

     認知症対応型デイサービスセンター          9 施設 

     地域包括支援センター                    11 施設 

     施設内保育施設                   2 施設 
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 ２）見解 

   おおむね順調に進んでおり、翌年以降も引き続き計画に基づき取り組むこととする。 

 ３）目標の継続状況 

  ☑ 令和５年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和５年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

 
事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】埼玉県介護基盤緊急整備等特別対策事業 

     埼玉県施設開設準備経費等支援事業 
【総事業費】 
8,930,874 千円 

事業の対象と

なる区域 

南部、南西部、東部、さいたま、県央、川越比企、西部、利根、北部 

事業の実施主

体 

埼玉県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して生活できる体制の構築を

図る。 

アウトカム指標：地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を

促進 

事業の内容（当

初計画） 
①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム         406 床（14 施設） 

 都市型軽費老人ホーム               8 床（1施設） 

 認知症高齢者グループホーム           25 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所         33 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    32 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        8 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター        8 施設 

 地域包括支援センター              6 施設 

 施設内保育施設                 2 施設 

②介護施設の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

③介護施設の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して

支援を行う。 

④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援

を行う。 
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アウトプット

指標（当初の目

標値） 

 

地域密着型サービス施設等の整備数 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム         406 床（14 施設） 

 都市型軽費老人ホーム               8 床（1施設） 

 認知症高齢者グループホーム           25 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所         33 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    32 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        8 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター        8 施設 

 地域包括支援センター              6 施設 

 施設内保育施設                 2 施設 

アウトプット

指標（達成値） 平成２７年度 整備施設等 
 認知症高齢者グループホーム           2 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所          2 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     9 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        1 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター        3 施設 

 地域包括支援センター              4 施設 
 

平成２８年度 整備施設等 
地域密着型特別養護老人ホーム        58 床（2 施設） 
認知症高齢者グループホーム          13 施設 
小規模多機能型居宅介護事業所         11 施設 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    10 施設 
看護小規模多機能型居宅介護事業所        2 施設 
認知症対応型デイサービスセンター        3 施設 
地域包括支援センター              1 施設 

 
平成２９年度 整備施設等 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     1 施設 
地域包括支援センター              1 施設 

 
平成３０年度 整備施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム        53 床（2 施設） 

 認知症高齢者グループホーム           5 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所          4 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     2 施設 
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全体 

 認知症対応型デイサービスセンター        2 施設 

 施設内保育施設                 2 施設 
 

令和元年度 整備施設等 

 認知症高齢者グループホーム          11 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所          9 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     5 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        3 施設 
 

令和２年度 整備施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム       58 床（2 施設） 

 認知症高齢者グループホーム          10 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所          4 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     5 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        4 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター        1 施設 

 地域包括支援センター              2 施設 
 

令和３年度 整備施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム       29 床（1 施設） 

 認知症高齢者グループホーム           4 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所          1 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        5 施設 

 地域包括支援センター              3 施設 
 

令和４年度 整備施設等 

 認知症高齢者グループホーム           2 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所          2 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     1 施設 

整備施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム       198 床（7 施設） 

 認知症高齢者グループホーム          47 施設 

 小規模多機能型居宅介護事業所         33 施設 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    33 施設 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所       15 施設 

 認知症対応型デイサービスセンター        9 施設 

 地域包括支援センター              11 施設 
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 施設内保育施設                 2 施設 

 

事 業 の 有 効

性・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備を促進 

（１）事業の有効性 
 県所管の広域型施設を中心に、施設の円滑な開所を促進し、介護サ

ービス提供体制の整備が促進された。 
（２）事業の効率性 
 施設の許認可手続き等を所管する市町村担当者に対し、説明会を実

施し、円滑な施設整備が図られた。 
その他  

 
 


